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平成２７年第２回定例会総務常任委員会記録 

平成２７年６月１８日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。委員の皆さん方全員おそろいでござ

いまして定足数に達しておりますので、ただいまから総務常任委員会を開会いた

します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議を

いたします。 

まず、税務課関連の議案第３９号、高森町ふるさと応援基金設置条例の一部改

正についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言をされます

ように、お願いをいたします。 

それでは税務課関連の説明をお願いします。 

○税務課長（沼田勝之君） おはようございます。税務課の沼田です。 

それでは、ふるさと応援基金条例について御説明申し上げます。ふるさと応援

基金制度につきましては、地方で生まれ育った方が都会に出てしまうと居住地の

都市部で税金を払われまして、地元に還元できないということで生まれた制度で

ありまして、本町もふるさと応援基金制度、平成２０年度から取り組んでおりま

す。本町の現在の制度は、１０万円以上の寄附者に対しまして５,０００円の地場

産業の品をお礼として送っているところですが、今全国的な盛り上がりによって

各地自治体において贈答品の多様化、高級化が図られて、自治体によって多額の

寄附金の収納の差が出てきているところであります。このような状況下において、

本町も寄附者の大幅な増員、寄附額の大幅な増額を目指して、インターネットを

利用した寄附の申込みの受付を行うと、そういう体制を取ることにいたしました。

お礼の商品につきましては、南阿蘇の特産品である、あか牛をメインに、最近脚

光を浴びております世界農業遺産等の関連もありますことから、そしてまたお礼

品の全国人気ナンバーワンの肉の部類でもありますので、大幅な増額が見込まれ

るとしたら今度制度の改正を行うところで、予算にも計上しているところであり

ます。その支出経費の必要な財源ですね、インターネットを通じて大幅な集金も

ありますけれども、お礼品とかその分のお返しということで経費についても、歳
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出についても大きな額が見込まれますことから、今度条例を改正いたしまして、

その分に対応するために条例の改正をお願いするところであります。独立採算と

いう関連で、歳入、寄附金をいただいた分で歳出も大幅に増加しておりますので、

その分の歳出を歳入で賄うというところですね。今の条例ですと、寄附でいただ

いたものは、全部積み立てるというようなことになっておりますので、その分の

歳出も大幅に増額されておりますので、その分を寄附金の必要な財源から財源と

していただいて、その残額分について積み立てるというかそういう改正をお願い

しているところであります。よろしくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま税務課の説明が終わりました。改正部分につきま

しては新旧対照表を見ていくと分かりますように、寄附金額から必要な経費を差

し引いたこれを寄附金として積み立てるというような今回の改正でございますが、

何か御質疑があれば御発言をお願いしたいと思います。はい岩下委員。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。問題になっているのは、このお礼品があんまり過

度になって産地の競争しよるけん、そこらはある程度歯止めをかけられるように

お願いをしたいというふうに思います。今回あか牛に限定し、というようなこと

ですけれども、将来あか牛だけじゃなくても買う可能性がありますので、そこら

辺はよろしくお願いいたしたいというふうに思います。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。その分については、総務省からも

県からも御礼品が御礼合戦になっとると。だから過度になるなということでして、

要はその御礼品があるために寄附をされていると、何か御礼品がどんどん高く

なって高級になって本末転倒というですね、本当は寄附の受け入れをしてそれを

有効活用するという、それが無くなってきているので総務省からも県からも御礼

品が過度になるなということになっております。それと、まずあか牛に特化した

ところは、県畜連と今ちょっと予算の承認をいただいたら本格的な交渉をしよう

ということでおりますけれども、まず御礼品の調達ルートが確実なもので、ある

程度私たちもインターネットとか使っているのは画期的というか今年から初めて

ですので、その分である程度商品が滞らないというか、早く安全に寄附者に届く

ようなとか、そういう体制をとって信頼を得てから、それからいろいろな産品で

すね、そういうところに御礼品の充実を図っていきたいと思いますので、まずは

阿蘇のブランドであるあか牛ですね、そういうところでまずは今から事業を展開

していきたいと思います。今後については、御礼品の充実も図っていきたいと思

いますが、過度にならないようにそれは気を付けていきたいと思います。ありが

とうございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに何か質疑ございませんか。はい、興梠君。 
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○委員（興梠壽一君） 興梠です。必要な経費を差し引いた金額を積み立てるという

ことですが、あか牛の肉となれば、価格が変動すると思うんですよね、その時そ

の時で。その価格の設定は今から協議なさると思いますけれども、一定価格で抑

えられることができるのかですね。そこのところについてはどのような考えをお

持ちか。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長、沼田です。県畜連とですね、県畜産連合会こ

れから正式な契約等を結ばないかんと思います。一応設定として１０万円以上の

寄附者の方には３万円のあか牛、５万円の方には１万５,０００円のあか牛。３万

円の寄附者の方には９,０００円ぐらいのあか牛ということで、約３０％、御礼品

は寄附額の３０％、それといろいろ送料とかそういう経費がかかると思いますの

で、要は寄附額に対してどれぐらいの収益率があるかというのを概算でしており

ますが、５７％ぐらい、後でまた詳しく説明しますけれど５６％から５７％その

ぐらいの設定で行いたいという、今価格については今後予算を御承認いただいて、

それから県畜連と詳しい協議を行って契約の中でうたい込んでいきたいと思いま

す。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） １０万円で３万円の還元そういうことでしょ。牛肉の枝肉の

価格が下がれば収益率は多分上がるだろうと思いますね。仕入れが少なかけんで

すね。そういう形で、その時その時で変わる可能性があるということですかね。 

○税務課長（沼田勝之君） そのあたりが県畜連の担当者と、契約の中でうたい込ん

でいきたいとは思います。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 佐伯です。今、肉の仕入れの部分なんですけど、肉

が上下しても寄附金の３０％ということで、中身が増えたり減ったりという形に

なりますので、その価格的に上がったとしても肉は少し減るという形になるかと

思います。これはまた詳しく予算の中で御説明をしたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。ほかに何かございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、これで質疑を終わります。続いて討論を行いま

す。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

   これから本案について採決をいたします。議案第３９号、高森町ふるさと応援

基金設置条例の一部改正につきましては、原案のとおり可決することに御異議ご
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ざいませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

次に、議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

いたします。 

税務課の説明を求めます。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。それでは、税務課の所管の項目に

対しまして、各係長より説明を申し上げます。よろしくお願いします。 

○税務課長補佐（野尻光也君） 地籍係、野尻です。 

１１ページをお開きください。１５款県の支出金です。２目総務費県補助金、

４節の地籍調査事業の補助金です。今回８６９万３,０００円減額しておりますが、

この内訳としましては、国が南海トラフ溝の災害のほうに金を回したものですか

ら、国から県に来る割当が２割ほどカットされまして、県から町に入ってくる補

助金の申請した５,４３１万５,０００円に対しまして、８４％の４,５６２万２,

５００円ということで、４月１３日付けで申請があった額に対しては８６９万３,

０００円の減額という通知が来ておりますので、今回補助金を８６９万３,０００

円減額させていただいております。 

以上です。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

１３ページをお開きください。１７款寄附金の中の寄附金でございます。今回

１,８５０万円の増額ということで、ふるさと納税寄附金を計上させていただいて

おります。この内訳について御説明をしたいと思います。まず今までの実績から

しますと、１０万円以上の寄附金は今まで皆無でございましたが、考えておるの

が１０万円の寄附者が１０件で１００万円。５万円の寄附者が１０件の５０万円。

３万円の寄附者が６００件としまして１,８５０万円、計の１,９５０万円ですけ

ど、当初の計上が１００万円を計っておりましたので、今回は１,８５０万円を計

上するものでございます。また高額の寄附があった場合につきましては、やはり

ふるさと寄附金条例の要綱の中で、３０％ということでございますので、一遍に

例えば１００万円をされた場合に３０万円をお返しということもあり得ると思い

ますので、これにつきましては年間を通じて毎月お肉を送らせていただくとか、

そういった形のいろいろと工夫をしたいと思っております。当初の会議の中で興

梠委員さんがおっしゃった件でございますが、前にモデルケースがございまして、

ふるさと納税寄附のいわゆる寄附金控除について、ここで御説明させてもらって
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よございますか。モデルケースとしまして、年収が７００万円の世帯があります。

子供２人、これは所得税率１０％となりまして、住民税率も１０％ということに

なります。４万円を寄附された場合には、個人負担が４,７００円の負担で今言い

ました３０％でしたら、１万２,０００円のいわゆるふるさと納税寄附金のお品が

いただけるということで、非常に全国的にも流行っている部分でございますが、

内訳としましては、住民税の基本控除２万８,０００円、それと所得税の控除が３,

８００円ということで、住民税の他町村からの取り合いという形になりますので、

高森町の方が高森町に寄附されてもゼロです。全然効果がないということでござ

いますので、今回また歳出の中でも御案内をしますが、町外の方に幅広くイン

ターネットを通じていわゆる寄附をいただくという形、都市部から税金というか

寄附を取りなさい集めなさいという趣旨でございますので、そういった形が税額

控除というようなことが、各金額ごとにいっぱい書かれておりましてケースバイ

ケースでですね。といった形で１万円でしたら２,０００円でその部分の３０％部

分が返るよということで、寄附の先ほども課長も言いましたように感覚がお買い

物みたいなものになっておりますが、今回それに便乗して我々も自主財源を儲け

ようということでやっているものでございます。歳入については以上で終わりま

す。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係長の眞原です。 

歳出のほうを御説明させていただきます。１７ページをお開きください。２款

総務費、２項徴税費の２目賦課徴収費のほうでございますけれども、まず１節の

報酬ですが、税の無料相談に伴う税理士の報酬ということで３万６,０００円計上

させていただいております。これは申告前に３回ほど税の無料相談を開催してい

るものでございまして、昨年度も実施させていただいております。それから確定

申告に伴う税理士の報酬といたしまして３３万円計上させていただいております

けれども、これは確定申告期間中に高森町の会場のほうに税理士さんに来ていた

だいて、納税者の方の申告を見ていただいたり、相談を受けていただいたりする

ための報酬でございます。それから１３節委託料でございますけれども、住民税

のシステム取込みの対応業務と収納消し込みの改修業務委託としまして４３万１,

０００円計上をさせていただいております。これにつきましては住民税の申告の

際に、各事業所のほうから今イータックスのほうで給与支払報告書等を提出いた

だいておりますけれども、今データ自体はそれを総合行政のシステムのほうに取

り込んでおりますけれども、イメージデータ、要は給与支払報告書のそのものの

紙ベースでのデータのほうを、それも一緒にシステム改修すると取り込むことが

できますので、その改修の経費となります。今紙媒体で７,０００件ほど職員が１
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件１件スキャンをして取り込んでおりますけれども、それがデータを取り込む際

にこの改修をすることによって、全部移行ができるという形のシステムの改修費

の計上でございます。賦課徴収費につきましては以上でございます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。続いて同じく総務費のふ

るさと納税費につきまして御説明を申し上げます。まず８節の報償費でございま

す。今回５３５万円を追加補正させていただいております。内容につきましては

ふるさと納税に寄付された方のお返しの品ということで、先ほど課長からもお話

がありましたが、県畜産連合会のほうと少しずつ積み上げをしておりますが、寄

附金の３０％の物を報償費として返す予定にしております。これは送料及び消費

税を含んだもので考えております。内訳としまして１０万円以上の先ほど言いま

したが寄附者につきましては１０件の３０万円、５万円以上の寄附者につきまし

ては１０件の１５万円、３万円の寄附者につきましては６００件の５４０万円、

計の５８５万円、５０万円は当初予算で予算がおりましたので今回５３５万円と

いうことで考えております。このあか牛の部位についてはリブロース、肩ロース

等々がきちっとした品質の均一したものが取れるということでございますので当

然、町外なり県外なり出す方が多くございますので、その品質につきましてはき

ちっと御説明を差し上げて、ばらつきがないようなやり方で考えてもいいという

ことを申し付けたいと思っております。 

続きまして９節の旅費でございます。この旅費につきましては今回３３万円と

いうちょっと高額な金額を上げさせていただきました。内容につきましては、北

海道の上士幌町という所が売り上げナンバーワンでありますし、寄附金ナンバー

ワンということで、町長の指示もございまして３名分の旅費を上げていただきた

いという指示もございましたので、今回３３万円という高額な旅費を上げさせて

いただいております。 

続きまして、１１節の需要費でございます。今回４万５,０００円を上げさせて

いただきました。内訳としましては、ふるさと納税寄附に関わります消耗品を２

万５,０００円、それと視察研修に行きました時のお土産代というかそういった形

も考えておりますので２万円を計上しているものでございます。 

続きまして、１２節の役務費でございます。通信運搬費としまして取りあえず

郵便料としまして４万２,０００円を組ませていただきました。これは寄附をされ

た場合、寄附証明書というのを町のほうが寄附をされた方にお送りする分の郵便

料として４万２,０００円を計上させていただきました。 

続きまして、１３節の委託料、今回２４０万２,０００円ふるさと納税の業務委

託ということで上げさせていただいています。これにつきましては、インター
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ネット最大手と考えております。その間に入ります業者のシェア９０％という大

きなところを模索中でございまして、この業者さんがふるさとチョイス包括プラ

ンＢというプランを持っておられまして、職員に負担が掛からない手も掛からな

いいわゆる丸投げてなるんですけれど。その分で最も安いということを考えまし

て、寄附額の９％プラス消費税ということでこの包括プランを組む予定です。こ

れが１８９万５,４００円になります。それと御礼の品手配手数料ということで通

常は１５％を取るんですけど、ここはちょっと掛け合いまして８％プラス消費税

ということで５０万６,０００円。それとヤフーを使いたいというふうに考えてお

りますが、このヤフー公金というのがあります。この初期費用が３万３,０００円

ほど掛かります。それと続きましてヤフーの公金払い費の利用料ということで、

月１,５００円の税ということで計上させていただいております。それともう一つ、

今度は公金決済の手数料というのが通常は５％なんですけど、この公金決済につ

きましては寄附額１％でよろしいというお話をいただいていましたので２１万１,

０００円ということで合計の２４０万２,０００円を組ませていただいております。 

続きまして、１４節の使用料及び賃借料ということで、２１万１,０００円を組

ませてもらっております。先ほどすみません、ここまでいってしまいましたが先

ほど言いました、ヤフー公金の決済手数料通常５％が１％ということで２１万１,

０００円を組ませていただいております。それと先ほど課長からも言いましたが、

やはり岩下委員さんからもありました過度になるのではないかということでござ

いますが、一応インターネット大手のいろいろ調査しますと、他市町村は寄附額

のいわゆる手取りの４０％らしいです。うちとしましては今計算しましたら５６．

少しの手取りということで、国が示している指針には合っている。今後も、この

やはり本末転倒にならないように身を挺していって、なおかつ町の財源にすると

いう目的を達成するためには、この形がいいのかなと思って御提案を申し上げ、

今回補正を申し上げたというところでございます。 

以上です。 

○税務課長補佐（野尻光也君） 地籍の野尻です。１８ページをお願いします。同じ

く総務費の中の国土調査費でございます。地籍調査費といたしまして、補助金

カットによります委託料の８６８万円を減額しております。負担金補助及び交付

金も委託料が下がりますので２万９,０００円、合わせて８７０万９,０００円を

減額しております。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま税務課の説明が終わりましたけれど、これから質

疑を行います。質疑はございませんか。立山委員。 
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○委員（立山広滋君） はい、立山です。先ほど佐伯補佐のほうでお話がありました、

北海道の３名の研修旅費３３万３,０００円ということで、旅費は高額というお話

がありましたけれども、３名行かれたらこのくらい掛かるのではないかと思いま

すけれども、北海道の上士幌町が日本一ということですけれども、何か具体的に

数字とかが分かれば、是非上士幌町の人口規模ですかね、その辺りをちょっと詳

しく御説明願いたいと思います。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 数字のほうはちょっと申し訳ございません、ないん

ですけど、人口は高森町と余り変わらないんですよ。その代わり乳製品、魚介類

が沢山ありまして、寄附額が１８億とかそういった形で莫大な金額です。もう件

数、寄附額ともにナンバーワンです。ですが先ほど言いましたように収益率は、

これは電話したんですよ。教えない、教えない。収益率は分からないです。分か

らないですけど薄利多売で相当な自主財源を持っておられると。九州では、この

前平戸等々にも行きました。平戸も全国５番以内に入るぐらいにあります。１つ

は、一番有利なのは海あり山ありということで米もある。やはり相当な品目があ

ります。ですが高森町牛肉一本でいくと全国初らしいです。まずこれで名を売っ

て、課長先ほど言いましたようにいろんな農産物につないでいって、大きくなっ

ていくためという最初にちょっと額が大きくなったんですね。ですんで慎重にい

こうかと。すみません、件数等々については記憶がちょっと飛んでおりますが、

人口は７,０００ぐらいです。 

○委員（牛嶋津世志君） 今あか牛の件で、もうちょっと話聞きます。地元の畜産業

者あたりの利用率とか、県畜連のほうとされるとき高森町の畜産農家とそこ辺の

取り合いとかはどんな計画をされているのか。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 佐伯です。今、牛嶋委員さんからお話がありました。

県畜連とお話の際には最優先に高森町にお願いしますというのは言っています。

あか牛が今やっぱり玉数が少ないです。もう東京とかにいろいろ出ていますが、

なるだけ確保したい。で最優先は高森。その次が南阿蘇ということで、阿蘇、南

からどんどんどんどん伸ばしていきたいと思っております。肉のほうは先ほど言

いましたように、５百何万まではどうにか確保ができる。これが逆算すると先ほ

どの１,９００万になるんですけど、それが終わった後にソールドアウト、売り切

れということでインターネットを止めたい。なかなかあか牛の確保ができないと

いうことで先ほど牛嶋委員さんがおっしゃったように、まずは高森町の肉をどん

どん出していく。それが足りなくなったら南阿蘇のを。そういった形を今検討し

ております。最優先は高森町です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、岩下委員。 
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○委員（岩下健治君） 岩下です。これ目標額が１００万、合計になりますと１,９５

０万そういうことなのでしょうか、それとも絶対大丈夫という金額を上げられた

んでしょうか。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 佐伯でございます、いいですか。これは目標額でも

あり、達成しなければならない金額でもあるということですが、先ほど申しまし

たように、その長崎の視察に行って、確か９月ごろに導入をして、いきなり月１,

０００件どんどんどんどん上がるんですよ。もう事務大変ですよということで視

察した時に言われまして、我々もこの特にインターネットそこは億じゃなかった

んですけど、そこら辺はそんなに上がっているということでいろいろ調べた結果、

目標は大きくこれはもう是非とも達成したいというふうに考えておりますが、こ

れもまだ雲をつかむようなものでございますので、この肉にまず合わせてこのま

ま売りたいという形で考えておりますので、もし達成ができなかった場合には大

変申し訳ございません。謝らなければならないなというふうに思っておりますよ

ろしくお願いします。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です、補足いたします。補佐が先ほどか

ら言っております一応予算額ということで見込み額でございます。インターネッ

ト先ほども言いましたが、インターネットを使っているのをふるさと寄附金とい

うのは初めてでございまして、１回はどんなものかやってもらわないけないもの

もありまして、先ほどから言っておりますように、御礼の品を供給が確実なもの

と品質とか、そういうのもちゃんと寄附者に素早く確実に届けられるというか、

まずはそこから入っていって、信頼を得て後から拡大していこうかというところ

であります。予算額というところでありますので、あくまでも予算でありますの

で、頑張りますのでよろしくお願いします。 

○委員（本田生一君） 今、課長も補佐も言われておりますけれども、予算は見込み

であって、それだけ取れればいいんですけれども、まあ取れるように頑張っても

らわなくちゃいけませんが、特にこういう返礼の品等はやはり牛嶋委員が言って

おりましたけれども、地元の阿蘇の牛を宣伝していただいて、足らんくらい寄附

が来るとですね大変喜ばしいなと。思わん来るかもしれんですよ、それを期待し

ております。お願いします。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長、沼田です。ありがとうございます。最終的な

この事業の目的としては、あか牛の消費を拡大して、最終的には生産者を増やし

ていくというか裾野を広げるというかですね。で、あか牛の生産者も潤っていた

だく。そういうところまで広がっていけば、そういうところも一応目標にはして

おりますので、どうぞよろしくお願いします。 
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○委員長（芹口誓彰君） ほかに。なければ私のほうから一言。ふるさと納税の業務

委託料インターネットで先ほど委託、これは単年度ですか。毎年委託ということ

になるのですか。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） この委託料につきましては毎年になります。毎年契

約更新をしていく。来年からこの寄附額が先ほど９％と言いましたが今度は８％

に落ちますけど、やはりこの金額は相当掛かります。これはどこの会社を使って

もソフトバンク系列を使ってもこの広告料ですね、これは大きゅうございます。

毎年契約をしていきます。 

○委員長（芹口誓彰君） 毎年この金額でということですね。はい、分かりました。

ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようございますので、これで質疑を終わります。続い

て討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしと認めます。これから本案について採決をいたし

ます。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については原案のと

おり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、税務課に関連する付託案件については終了いたしました。税務課の皆

さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました財産管理課関連の議

案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に所属と氏名を言って発言をしてく

ださい。それでは、財産管理課の説明を求めます。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤でございます。財産管理課の今回の補正につき

まして、担当係のほうから説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。それで

は順を追って説明させていただきたいと思います。座って説明させていただきま

す。 

まず歳入のほうで１３ページをお開きください。１６款財産収入、２項の財産
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売払収入、２目生産品売払収入，１節の生産品売払収入で１２万円を計上させて

いただいております。これは色見総合センターの太陽光発電の売払収入を見込ん

でおります。一応１２万円ということで月一万円を見込んで１２万円を計上させ

ていただいたところでございます。歳入に関しましては、財産管理課は１件でご

ざいます。 

続きまして歳出のほうよございますでしょうか。１５ページをお開きください。

２款総務費、１項総務管理費、６目町有林管理費の１３委託料で１００万円を計

上させていただきました。これは町有林の間伐等の作業委託を計上させていただ

いております。町有林関係につきましては、大きく分けますと２３団地ほどござ

いますけれども、そのうちの中から間伐等で今年度については１００万円ですけ

れども計上させていただいたところでございます。 

続きまして、２１ページをお開きください。４款衛生費、１項保健衛生費の４

目環境衛生費で１８備品購入費を１３万円計上させていただいております。これ

は現在、犬の箱わなのほうが持ち出し可能な使用できるものが１基しかございま

せん。今かなり野犬とかですね、その分が通報等かなりあっております。１台で

は今ちょっと対応できないところでございます。設置しまして１週間程度はその

場所に置きますので、すぐかかれば１日で回収できますけれども、２、３日、１

週間程度かかるということで、その間に別なところからの通報等もございますの

で、もう１台購入させていただくということで１３万円を計上させていただきま

した。 

続きまして、２２ページをお開きください。款、項同じく９目の衛生費降灰対

策費として７節の賃金６４万８,０００円、１４節の使用料及び賃借料で２３万４,

０００円計上させていただきました。これは４月、５月につきましては既に御存

じのとおり、第２・第４の水曜日を火山灰の回収日ということで回らしていいた

だきました。今火山灰のほうも噴火等があっておりませんので、あんまり多くは

出てこなくなるだろうということで６月からにつきましては，毎月１回第４の水

曜日を回収日とさせていただいたところでございます。今後につきましては、ま

だ火山灰の噴火等、排出等が増えれば、回数等も増やしていかなければなりませ

んけれども、現在のところ６月、７月、８月につきましては月１回第４水曜日を

回らせていただくということで回覧等も回しております。その回収等に６４万８,

０００円の賃金と２３万４,０００円のトラックの借上げを計上させていただきま

した。これは１年間を見込んで月１回が大体２日かかっておりますので６人分、

それにトラックのほうが基準単価で１,５００円、１時間でかかりますので、それ

の８時間の２日分を見込みましてその９カ月分ということで計上させていただい
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たところでございます。 

続きまして、２３ページをお開きください。５款農林水産業費、１項農業費、

９目の物産館等管理費、１５節の工事請負費で２３８万５,０００円を計上させて

いただきました。これは奥阿蘇キャンプ場のバンガローの塗装改修ということで

計上させていただいております。バンガローのほうが２階建てが３棟ありますし、

平屋建てが６棟ありますけれども、今年度につきましては２階建てのほうをさせ

ていただくということで、２３８万５,０００円を計上させております。今年度、

来年度２７、２８、２９年度であと炊飯棟等もございますので、３カ年で一応塗

装等の改修等を終わらせていただきたいかなということで、今回は２階建ての分

を計上させていただきました。 

○財産管理課施設管理係長（津留大輔君） 施設管理係、津留です。２５ページをお

開きください。６款商工費、１項商工費、４目湧水館管理費、１１節需用費の中

の修繕料７８万円を計上いたしております。内訳としまして、湧水館外壁塗装が

３０万円、及び湧水トンネルの墜落防止手すり修繕に４８万円、合計の７８万円

を計上いたしております。外壁につきましては、平成６年以来塗り直し等行って

おりませんので２１年間経過しております。破損や防腐効果等が無くなっている

ために塗装を行うものであります。外壁につきましては湧水館、上の施設の前に

設置してあります下に墜落しないための防止用の手すりがございますが、そちら

も傷んでおり危険性がありますので今回改修の費用を計上させていただいており

ます。 

続きまして、同じく６款１項５目温泉館管理費、７節賃金１２万円です。これ

は管理作業人夫の賃金となっております。これは当初予算で計上しておりました

分が、今６月までの間に賃金として支出をしていく分がございますので、今回追

加で計上をさせていただいております。 

続きまして、１１目需要費です。１１８万６,０００円修繕料です。内訳としま

しては、高森温泉館男女脱衣場の床の張替え費用を計上いたしております。平成

７年のオープン以来、籐製の床にささくれが生じておりまして、現在は布テープ

等で補修をしておりますが、見た目も悪くまた足に刺さるなどの危険性もありま

すので、改修のための費用を計上いたしております。 

最後に、１４節使用料及び賃借料に１０万円機械借上料を計上いたしておりま

す。こちらも先ほどの賃金に伴いまして、各種修繕作業等に必要な機械借上料１

０万円を追加で計上いたしております。 

以上です。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐、田上です。続きまして、同じく７目
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観光施設管理費で１１節の需用費のうち修繕料ということで１００万円を計上さ

せていただいております。これは当初５０万円計上させていただいておりました

けれども、高森駅公園等にあります浄化槽が破損いたしまして、その分で四十数

万円既に使用することになりましたので残りがございません。今後施設等でトイ

レの改修とかトイレの故障とか起きる可能性が多々ありますので、修繕料は

ちょっと持たせていただきたいということで１００万円を今回計上させていただ

きました。 

同じページの８目商工費降灰対策費で、７節の賃金で９６万円。１０８万円あ

りますけれども、このうち財産管理課に関係しますものについては９６万円計上

させていただいております。これは高森温泉館等の樋等にかなり枯葉等溜まって

おります。またあの側溝等にも溜まっておりますので、高森温泉館だけではござ

いませんけれども、温泉館や商工観光関係に付随する建物等の除去等に９６万円

組ませていただいております。基準を１万２,０００円という単価で組ませていた

だきました。８０人ほど計上させていただいているところでございます。 

続きまして、１１節の需要費で消耗品に１０万円計上させていただきました。

これは温泉館の露天風呂等で、火山灰の清掃等を行わなければなりませんので、

その時火山灰等が降っております関係上、消毒剤を入れる必要がございます。露

天と混浴のほうにはですね。ですので清掃する時の消毒用の分ということで１０

万円計上させていただきました。 

続きまして、１４節の使用料及び賃借料で５１万９,０００円計上させていただ

いております。これも先ほど言いました火山灰の除去等にトラック等を使用させ

ていただきますので、その分の借上げということで５１万９,０００円計上してお

ります。 

１８節の備品購入費で５０万円計上させていただいております。これは高森温

泉館を中心にですけれども、露天風呂とかの清掃には高圧洗浄機のほうが必要で

ございまして、今現在あるものが高い所とかが届きません。そういう高い所とか

をする場合も必要でございます。そのためエンジン式の高圧洗浄機を導入してい

ただきたいということで５０万円計上させていただきました。 

続きまして、３０ページをお開きください。９款の教育費、１項教育総務費、

８目教育費降灰対策、７賃金このうち９６万円を社会教育施設火山灰除去のため

に賃金として計上させていただいております。これも各社会教育施設等が財産管

理のほうで管理しております関係上、色見の総合センタ－、色見の体育館、上色

見総合センターや体育館のほうがかなり火山灰が積んでおります。そのため、樋

や先ほど言いました側溝等の除去のために計上させていただきました。これも１
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万２,０００円の８０人分ということで計上させていただいております。 

１３節の委託料で、社会教育施設総合センター降灰対策清掃委託で６０万円計

上させていただいております。これは当初では同じ施設管理費の降灰対策費とい

うのを設けてありましたけれども、各項の中で一つにまとめるということで、そ

ちらに上げておりました降灰対策の清掃委託分をこちらのほうに組み替えしたと

ころでございます。これはセンター等のワックス清掃を去年もやっておりました

けれども、色見、上色見につきましては今年度も新たに再度やらせていただくと

いうことで、計上させていただいているところです。 

１４節の使用料及び賃借料につきましては、同じく機械借上げで財産管理関係

で５１万９,０００円計上させていただきました。単価等につきましては先ほどと

同じように基準単価を基に４０日分の単価で計算して計上させていただいており

ます。 

続きまして、３１ページをお開きください。９款の教育費、６項の社会教育費

の中で５目の社会教育施設費の中で、７賃金、１１需用費、１３委託費、１４使

用料及び賃借料で３６万円、２１万６,０００円、１４万１,０００円、１０万円

というふうに計上させていただいております。これは社会教育施設関係のほとん

どが委託で各地区のほうに管理をお願いしてる部分がございますけれども、それ

以外に、入り口部分とかそういう部分につきましては、別途草刈り等が必要に

なっております。ですのでその分等を含みますところで賃金のほうは３６万円、

機械借上料のほうで１０万円を計上いたしております。委託料のほうは今年度は

上色見と色見と草部のほうの総合センターのほうについては、清掃の予定の年で

ございましたのでワックス清掃をかけさせていただくということで計上している

ものでございます。それに修繕料でございますけれども、２１万６,０００円につ

きましては、上色見と色見の総合センターが平成１９年に開館して以来、塗装等

行っておりません。今のうちにしとくと安価で塗装等の改修ができるということ

で、２カ所分を計上させていただいたところでございます。 

続きまして、３２ページをお開きください。同じ款、項、目で１５節工事請負

費で７６９万２,０００円計上させていただいております。これはそのうち７３０

万円については上色見生涯学習センターの体育館の防水工事でございます。昨年

利用者のほうから指摘等ございまして、雨漏り等があるということで確認しまし

たところ、三十数箇所の雨漏りがございます。これだけ雨漏りがあるとなれば

ちょっと一時的な修繕等では間に合わないということで、体育館全体の屋根の部

分の防水工事ということで計上させていただいているところでございます。もう

１件が色見生涯学習センターの排水管布設工事に３９万２,０００円計上させてい
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ただいております。これは色見のほうの生涯学習センターで排水のほうが詰まっ

て、もう新たに総合センターや保育園等が一緒に排水のほうがあっておりますけ

れども、はけ切れないということで道路の側溝までの排水を確保するということ

で、３９万２,０００円計上させていただきました。 

続きまして、１６節の原材料費で２０万円、社会教育施設等の生コン代や砕石

代等の原材料を見込んでの計上でございます。 

１８節で備品購入費で４万８,０００円計上させていただいております。これは

尾下の体育館の会議室用のストーブが今、故障等しております関係上、今回備品

購入費として計上していただいたところでございます。同じく先ほど説明しまし

たとおり、７目の教育費降灰対策費で６０万円減額しておりますけれども、これ

は降灰対策費が教育費のほうで一本化された関係上６０万円を組み替えしている

ところでございます。 

最後になりますが、３３ページをお開きください。１２款諸支出金、１項基金

費、９目の色見総合センター再生可能エネルギー基金費で２５節の積立金で１２

万円計上しております。これは先ほど歳入の部分で説明しましたとおり、太陽光

の売電収入でございますが、その分を積み立てということになっておりますので

その分の増額を計上させていただいたところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） これで財産管理課の説明を終わりますが、これから質疑に

入りますけれども、降灰対策につきましては、これから特別委員会も設置されて

おりますので、そこいらでまた取組みについては審議をされるかと思いますけれ

ども、予算につきましては質疑を受けたいというふうに思います。 

それでは質疑を行います。質疑ございませんか。はい、どうぞ岩下委員。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。財産管理課、また新しく名前変わりますけれども

町有財産の管理ということで非常に大変だと思いますが、この項目がですよ非常

に多岐にわたっとるじゃないですか、款項目。降灰対策費、施設管理費。これは

何とか新しく課の名前が変わればですよ、来年度からになると思いますけれども

一本化できませんかね。予算の計上の仕方ですね、そういうのは全然考えてい

らっしゃいませんか。教育費にまたがったりいろんな社会教育施設。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐、田上でございます。実を言いますと

今現在の財産管理課のほうでは、１款と７款、８款以外につきましては全部すべ

て該当する項目ございます。それで財政とですね、去年も大分一本化されないだ

ろうかという話はしております。ただ現時点ではちょっと難しいということです

ので、今度またそのあたりも財政のほうと協議をしながら、もう少ししやすい方
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向にするといいかなとは思っています。今年はこれでも大分集約されたところで

ございます。実質今までは同じ費目の中で、湧水館管理費なら湧水館管理費の中

で、政策推進がする部分と財産管理がする部分というのがそれぞれいくつもまた

いでおりました。少しはまとめられるところはまとめて教育委員会の社会教育施

設費の中の部分も高森町民体育館とグラウンドについては、別個費目を設けてそ

れ以外の財産管理が扱う部分というのは目のほうで処理ができるように、いくつ

かそういうので回っております。今後ちょっとまだ財政とは協議していかんと、

うちもどの費目も入っていかんといかんもんで、非常にやりにくいとは確かにご

ざいますので、ちょっとまた協議させていただきたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） 確かに今、岩下委員が言われるように、町の財産、施設、

広域がすべて一括してその今後名前を変えますけど生活環境課ということになる

わけですけど、やはり予算項目につきましても今後そういったことで総務課、財

政管理とも打ち合わせて、やはりまとまるところはまとめて予算計上されるよう

に一つ検討してみてください。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。この予算内のほうでお願いしたいと思います。２

５ページ６款１項５目の１１節先ほどの修繕料です、１１８万６,０００円。温泉

館の男女の脱衣場の床張り。これ先ほどちょっと聞いた時に修繕が正しいのかど

ういう工事内容か、床全面に張り替えられるのであれば工事請負費でいったが本

来の姿じゃないかな。ただ部分的にされるのならば修繕かなというふうに思いま

すけれども、あとの修繕料のところもちょっと引っかかるところがありましたの

で工事請負費に計上すべきなのか、修繕費で取り扱われるのであればそこらをも

う少し丁寧に説明をしていただいたら幸いですけれども。 

○財産管理課施設管理係長（津留大輔君） 財産管理係、津留です。ただいまの御質

問に対しまして、御回答をさせていただきます。修繕費１１８万６,０００円計上

いたしております。内容としましては男湯脱衣場７５平米、女湯脱衣場７５平米

の床全面の張替えの内容となっております。いま現在張られているものをはぎ取

ります。はぎ取りプラスはぎ取り手間、産廃の処理費及び張替え一式工事修繕、

修繕であり工事でもございます。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。そこまでなるとやっぱり、発注の仕方なんですね。

それが正しいのか正しくないのか。全面ということになると少しなんか引っかか

るなと。そこらの修繕料等結構ございます。その下の同じページの７目のこの需

用費についても高森駅というか、あのステージ公園のトイレの４２万円修理しま

したということですけれども、その修理分の内容も前の予算ですのであれですけ

ども、その仕事の発注の形態が分かればなと思う。 
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○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐、田上でございます。高森駅公園のほ

うの修繕でございますけれども、これはブロワーの取替えでございます。ブロ

ワーの部分とブロワーといいますかと風を送る部分、全部で３基、４基のうち３

基を取り替えています。古式の部分が２基ありまして２基は両方とも取り替えて

おりますし、送風のほうにつきましては２個あるうちの１個取り替えとるという

ことで、修繕という感じでさせていただいたということでございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 今のこれについても、やはりブロワーの取替えではなく全

く新しいものに取替えたら備品購入になるかもしれんしな。今言われるように購

入しても発注形態によって変わってくるわけな。これは修繕というのは傷んだと

ころを元の原型に復する。それが修繕であって、これについては財務提要に書い

てありますので、そこあたりはきちっとした対応をして今後またどっちにするか

は十分に検討してみて、予算計上してください。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤でございます。委員長の御指摘のとおりかなと

私も今来たばかりですけど思いました。修繕の中にも賃金等もはいっとらんかな

という部分も正確には発注、工事が大きければ工事請負ということになるかと思

いますので、一応中身につきましてもうちょっと精査しまして、どうしても必要

があると判断すればまた修繕する時期にもよりますけれども、もう一つ先でよけ

ればまたあれですけれども、これを分ける必要があるとすれば、その辺の検討は

いたしたいと思いますけども、一応今までがこういう予算のあり方で今まで対処

してきたものと思いますので、修繕をする時期を考えてもう１回検討はさせてい

ただきたいと思います。 

○委員（岩下健治君） 正しいような方向で予算を組んでいただいて、内容について

どうのこうの言いよるわけではありませんので。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに何かございませんか。はい、本田委員どうぞ。 

○委員（本田生一君） 本田でございます。３２ページの１０目の工事請負費これも

私の地元でございますけれども、上色見の生涯学習センター体育館の防水工事と

いうことで、金額が上げてありますけれども、相当な金額でありますが先ほど雨

漏りが何箇所て。ですから屋根の修理をするわけですか。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 課長補佐、田上でございます。箇所数的には三

十数箇所ということで、行く度に違っておりますけども、大体三十箇所ほど雨漏

りしております。一部は結露等もあるかもしれませんけれども大体三十数箇所の

雨漏りでございます。屋根の部分を全部屋根全体を真ん中から西側のほうが相当

雨漏りしておりますので、西側だけという選択もあるかもしれませんが、その全

体をせんと東のほうも漏れております。主に真ん中から西側ということですので
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今回全体をさせていただくということで計上させていただきました。ちなみに去

年の阿蘇郡の人権の研修会も会場となっておりましたけれども、発見が直前でご

ざいましたので会場変更とかできませんでしたので、そのままカラーコーンをお

いて東側を中心にさせていただいたところでございます。その時もちょうど雨が

降りまして、数箇所の雨漏りがその時も出ております。ですので、上色見の地区

には体育館として町民体育館等もございますけれども一応上色見の地域の体育館

でもありますので、今回これだけ雨漏りするんなら一部では対応できないという

ことで屋根全体を考えてすっきりさせていただいて今回出させていただくところ

でございます。 

○委員（本田生一君） 本田でございます。この体育館も私たちも使用しておりまし

たけども、何か少しおかしいなという感じぐらいで私おったんですよ。でも今聞

きましたらこのぐらいの雨漏りのすごい急なことでですね。この体育館の使用度

につきましてもほんとに利用価値が私もみんなに言っておるんですけどね、とに

かく一般質問なんかでもやらせていただきますけれども、大変これ御迷惑をおか

けしますが、やはり雨漏りで体育館がそのままでは使用できないということで大

変お世話になりますが、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

では質疑がないようございますので、これで質疑を終わらせていただきたいと

思います。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしということでございますので、これから本案につ

きまして採決をいたします。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予

算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、財産管理課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。財

産管理課の皆さん、お疲れさまでした。 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、お諮りいたしますけれども、暫く休憩をしたい

と思います。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ２５分から再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されましたＴＰＣ事務局関連の議案第４２

号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に所属と氏名を言って発言をお願い

いたします。それでは、ＴＰＣ事務局の説明を求めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長の東でございます。それでは一般会計補

正予算の説明を係長のほうから説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○情報管理係長（芹口孝直君） 情報管理係、芹口です。よろしくお願いします。そ

れでは１６ページをお開きください。まず２款１項１２目の電算費ですね、こち

らの１３節の委託料。広報誌電子データ化作業委託料３５万４,０００円を計上し

ております。これは「広報たかもり」が過去４０年分のストックを電子データ化

して、ホームページの上で掲載するものとなっております。 

続きまして、１８節の備品購入費です。こちら８６万４,０００円、内訳としま

してデスクトップパソコンを３台、３９万６,３６０円。こちらは現在職員のパソ

コンが不足しておりますので、その不足分を計上しております。続きまして、

ノートパソコン２台分、３１万６,６５６円。こちらは１台は議会の閲覧用として、

もう１台は職員への貸出し用、若しくは税の申告等で貸し出す場合などに使う用

途として１台計上しております。続きまして、タブレットパソコンこちら１５台

ですね４５万円。こちらをペーパーレスを今後進めていく観点から各課、各１台

ずつそれと町長、教育長ですね。あと予備分も併せまして１５台分計上しており

ます。 

続きまして、１９節の負担金補助及び交付金、熊本ＧＰＭａｐ負担金ですね。

こちらは昨年より単純に増額したために計上しております。 

続きまして、２０目のたかもりポイントチャンネル事業費７節の賃金ですね。

こちら臨時職員賃金ということで、２０７万２,０００円ですね。こちらは臨時職

員のカメラマン、現在各課にカメラを貸出しして取材していますが、対応できな

いもの等もありますので、臨時職員を募集するために計上しております。 

続きまして、１２節の役務費。こちらスクランブル放送の初期費用３０万円と

なっておりますが、これは民放の会社から番組を購入して、ＴＰＣで放送する場

合、録画ができないような設定にしないといけないのですが、これを録画を不能

にするための初期費用となっております。 
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以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上でＴＰＣ事務局の説明を終わります。これから質疑を

行います。質疑はございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。すみません。１６ページの２０目です。臨時職員

の賃金がありましたよね、カメラマン用だということですけれど、これ何名とか

いう詳細は分かりますか。 

○情報管理係長（芹口孝直君） 情報管理係、芹口です。こちらは２名を予定してお

ります。期間は１８５日を予定して一人当たり５,６００円。７月からということ

で３月までの２名分ですね。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか。ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。今の同じページで備品購入費８６万円でパソコン

が合計２０台ですか、デスク、ノート、タブレットそれと貸出しということです

けれども、すべてＴＰＣのほうで今後も管理していかれるということですかね。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東でございます。貸出し用ですので、

電算の係りで管理をします。各課に１台ずつ貸し出すという形ですね。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。現在もそういう形で貸出しされている備品もある

んですかね。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東です。今職員が使っているパソコン

につきましては、リースになっております。税務で今３台ほどありますがそれは

備品というかですね、うちのほうから貸し出している。申告等に使う予定ですね。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。今後においても、こういう備品購入についてはも

う電算のほうで管理されていくということですかね。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい、事務局長、東です。職員分については電算

のほうで管理していくという、はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは質疑もないようでございますので、これで質疑を

終わります。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論もないようでございますので、これから本案につきま

して採決をいたします。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算に

つきましては原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、ＴＰＣ事務局に関連する付託案件につきましては終了いたしました。

ＴＰＣ事務局の皆さん、お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それではただいまから、本委員会に付託されました政策推

進課関連の議案第４２号「平成２７年度高森町一般会計補正予算について」を議

題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に所属と氏名を言ってから発言をお

願いしたいと思います。それでは、説明をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます、政策推進課長の甲斐です。今

回の説明は、この補正予算書のページの順に進めていきたいと思いますので、途

中で入れ替わりがありますけれど、お許し願いたいと思います。それでは係長の

ほうから説明いたします。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係の今吉です。歳入のほうから説明し

ていきたいと思います。１０ページのほうお開きください。１４款国庫支出金、

２項国庫補助金、２目総務費国庫補助金の３節過疎地域等自立活性化推進交付金

になります。こちらが過疎地域における喫緊の諸課題に対応するために、基幹集

落を中心として周辺の集落との間で集落ネットワーク圏を形成し生活の営みを確

保、生産の営みを知るために地域コミュニティ組織等が行われている取組みに国

が支援し、継続的な集落内に自立活性化を図る団体に対して交付される交付金で

す。こちらのほうで事業費１,２００万円のうちの全額の採択をいただいておりま

すので１,２００万円を計上しております。歳入のほうは以上になります。 

続きまして歳出のほうになります。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原です。ここからはそれぞれの係の

予算項目の中に、各係が入っている部分もありますので、予算書に沿って説明さ

せていただきます。 

まず１５ページをお開きください。総務費の総務管理費１０の企画費のほうで

今回企業誘致交渉関係旅費といたしまして７万円掛ける５名の３５万円。それと

各種研修会等旅費といたしまして１万６,８００円掛ける５名の８万４,０００円

を計上させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） 続きまして、１１目の地域振興費のほうになりま

す。９節の旅費のほうについて、日本で美しい村連合関係旅費としまして５０万
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４,０００円を計上しております。こちらのほうは素晴らしい地域資源を持ちなが

ら過疎にある美しい町や村が日本で最も美しい村を宣言することで、自らの地域

に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこと、住民によるまちづ

くり活動を展開することで地域の活性化を図り、地域の自立を推進すること、生

活の営みにより作られてきた景観や環境を守り、これらを活用することで観光的

付加価値を高め地域の自然のことと地域内の発展を寄与することの以上が高森町

の観光立町推進基本条例の基本理念と合致していることから、平成２５年度に地

域資源の審査を受けて加盟しております。その分の旅費としまして、まず内訳の

ほうが、定期総会で長野県の木曽町で開催されます旅費としまして１２万円、補

佐役会議は東京都で１回あるのが７万円、ワーキング会議が４回こちらは連合が

抱える課題解決に向けた協議を行うために政策推進課の課長補佐の定光課長補佐

にワーキング会議に参加してほしいと依頼があっておりますので、東京で行う会

議４回分の旅費として２８万円を計上しております。また九州ブロック会議が２

回福岡市と湯布院のほうで計画されておりますので、それぞれ１万６,８００円を

計上しております。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 続きまして、天草高森横軸連携事業関係について御

説明申し上げます。天草高森横軸交流連携につきましては本年３月１９日に本町

高森町と天草市のほうで、両地域の更なる発展と地域生活の向上を目指して天草

市と高森町との横軸交流連携に関する協定を締結したところであります。その締

結に伴いまして、本年の５月１日にちょっと名前が長いんですけれども、天草高

森横軸連携実行委員会設立準備委員会を立ち上げております。こちらの組織のほ

うでは来年度の実行委員会設立へ向けた協議、それですとか県内外での物産特産

物等の販売会等や観光ＰＲによるブランド価値の向上、それと天草高森両地域で

開催されるイベント等での連携を目的として組織が立ち上げられております。そ

の準備委員会の中で、これは職員派遣の分の旅費になるんですけれども、現在予

定しておりますのが、東京の銀座にあります熊本県の東京事務所の銀座熊本館の

イベントですね。そちらのほうが東京で８泊の２名分、それと天草の今天草市さ

んのほうが福岡をメインターゲットに今観光施策のほう行っておられますので、

福岡市でのイベント１泊で１万６,８００円掛ける２名分を計上させていただいて

おります。そちらのほうが合わせて３７万４,０００円、こちらは事務局の職員の

旅費となっております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。次、下の分の１１節の

需用費について説明いたします。消耗品費の１０万２,０００円ですけれども、こ

ちらのほうは日本で美しい村連合に関する消耗品費になっておりまして、機関誌
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のほうが毎年４回発行されております。１５０円掛けるの２０部ずつの４回で１

万２,０００円、それと併せまして本年度ガイドブックが新しく発行されているこ

とになっておりまして、加盟後に新規で購入する団体が５０冊の割り当てがある

ために、１,７２８円掛けるの５０冊で８万６,４００円を計上しております。あ

とは先ほど旅費でも説明しました各会議等での資料代としまして３,０００円を計

上しております。 

続きまして食糧費のほうです。食糧費のほうも美しい村連合の定期総会と補佐

役会議、ワーキング会議と九州ブロック会議のほうを併せまして、４万円を計上

しております。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。続きまして、食糧

費の２４万円のうちの最初の４万円、今吉係長の方から説明がありましてけれど

も、残りの２０万円の分は、本町でイベント開催時に天草市のほうからハイヤ踊

り披露のために人が来られますので、その際の食料費として４０名分で２０万円

計上させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） 続きまして、印刷製本費の４３万５,０００円にな

ります。こちらのほうは「高森じかん」といいまして、２年前から実施を行って

おります体験プログラムになります。こちらは高森町観光立町推進基本条例に基

づきまして、競争力の高い観光地を目指して開催されます。地域の方や地域の生

活に直接触れることによりまして、今までとは違う新たな観光分野の開拓を目指

して開催しております。その分の印刷製本費としましてパンフレットの印刷代が

８,０００円掛けの４３．２円の３４万５,６００円、ポスター印刷のほうを１０

０枚いたしますので単価が８８５．６円で８万８,５６０円を計上しております。 

次、１３節の委託料になります。こちらは今御説明しました「高森じかん」の

冊子のデザイン委託料としまして５万円を計上しております。 

１９節の負担金補助及び交付金になります。日本で最も美しい村連合の負担金

としまして、会費が人口６,８６３人の掛ける４０円で２７万４,０００円、それ

に伴う東京事務所の負担金が２０万円で合計４７万４,０００円を計上しておりま

す。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係、馬原でございます。この上にあります

天草高森横軸連携実行委員会設立準備委員会負担金について説明させていただき

ます。こちらは先ほど経緯は申し上げましたけれども、本年５月に設立準備委員

会のほうを設立させていただいております。こちらのほうが行政担当者そのほか

に総合型地域スポーツクラブの運営委員さん商工会青年部長、農協青壮年部等か

らなっており、行政レベルだけでなく商工農と民間でのレベルでの連携を図ると
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ともに来年度の実行委員会の設立を目指し、協議検討を行う組織となっておりま

して、本年度は先ほど申し上げました物産展のほかに理事会の開催でありますと

か、海山の共同パッケージの開発、それと高森と天草市でコラボした商品開発に

向けた取組みを行う予定となっております。設立準備委員会全体の予算は現在１

５０万円を想定しておりまして、５０万円が熊本県の里モンプロジェクトの補助

金のほうで残りの１００万円を天草市のほうと高森町のほうで５０万円ずつ負担

するような形で想定させていただいております。 

引き続き、節１９の目の政策推進費について説明させていただきます。こちら

のほうは国直轄補助事業としまして美しい農村再生支援事業関係の旅費といたし

まして、上京７万円掛ける４名の２８万円の旅費のほうを計上させていただいて

おります。それと併せまして、上京及び買物等の折の会費及びお土産代といたし

まして５万円を食糧費のほうで計上させていただいております。 

それともう１点が、委託料といたしまして政策推進時必要となる企画やデザイ

ンの委託料として、例年同様３０万円のほうを計上させていただいております。

政策推進事業費のほうは以上となります。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。１７ページのほうをお

開きください。２款総務費の１項総務管理費、２３目の過疎地域等集落ネット

ワーク圏形成支援事業費になります。こちらは１９節の負担金補助及び交付金の

ほうで１,２６０万円を計上しております。こちらは歳入のほうで先ほど説明いた

しましたけれども、高森町森人と暮らし研究会で交付予定としまして計上してお

ります。実施内容としましては、熊本大学工学部建築学科の研究室と連携いたし

まして、地域内外の交流と移住定住の構築のために２００万円、支援組織の構築

事業例えば観光立町推進組織の構築も併せて行う予定であります１００万円。

ネットワーク圏活性化プラン構築としまして３００万円、加工品開発としまして

３００万円、集落ネットワーク圏形成事業としまして３００万円、それと併せま

してそのほかの費用としまして６０万円を併せまして１,２６０万円を計上してお

ります。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係、馬原でございます。予算書の２４ペー

ジのほうをお開きください。款６商工費１商工費の３の観光費について御説明申

し上げます。こちらはまず８の報償費についてですけれども、こちらは熊本市内

で行われるイベントの際に高森町をＰＲするために風鎮祭の造り物の展示を今計

画しておりまして、その際の謝礼金として２万円計上させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。１１節の需用費の消耗

品の２７万円ですけれども、こちらは今町の中心部に街路灯が２００本設置して
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おりますが、現在は町民の方への見本としまして、高森町の風まるが描かれた街

路灯フラッグを５０枚つけております。付け替えることで町の雰囲気が変わるこ

とから賑わいのある町並みを演出するために、今回は街路灯を全部２００本分の

フラッグを制作するための費用としまして計上しております。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係、馬原でございます。続きまして、１２

節の役務費のほうこちらテレビ、ラジオ新聞等の各種メディアへの広告費といた

しまして、４５万円を計上させていただいております。 

続きまして、委託料となりますけれども、高森町観光立町人材育成業務委託と

いたしまして１００万円。こちらのほうはデザインセンターの観光県事業関係と

いたしまして申請しておりまして、そちらのほう採択いただいた後は、４割補助

金が出るような形となりまして、デザインセンターのほうが委託するような形と

なりますので、デザインセンターへの負担金として６０万円に減額して計上する

予定になっております。こちらの人材育成業務の詳しい内容は、現在熊本県の観

光連盟のほうが進めております熊本県観光プラットホーム構築事業という事業が

ございまして、こちらの業務内容が地域素材の旅行商品化や宣伝活動の強化であ

りますとか、魅力ある観光地形成に向けた人材育成、研修会や意見交換会などの

開催ですね。それと観光旅行促進のための環境整備いわゆる旅行商品を作りっぱ

なしにするのではなくて、その作った旅行商品の受注発注も観光連盟のほうで管

理しますよという業を担う事業がありまして、こちらのほうが参画する市町村か

らそれぞれ負担金を拠出してその市町村に対して協力するというふうな形になっ

ておりまして、こちらのほうの事業を活用させていただきたいと考えております。 

続きまして、高森町観光パンフレット製作委託料として１５３万５,８６８円計

上させていただいております。こちらのほうは、現在高森町のほうにあります観

光パンフレットというのが、この一枚紙のマップ等が載っているパンフレットに

なっているんですけれども、これだけではどうしても載せきれない情報等があり

ますもので、いわゆるほかの市町村さんですとこういうふうなパンフレットであ

りますとか、こういうふうなそれぞれの観光パンフレットがございますので本町

のほう一応イメージといたしましては、大体Ａ５タイプのこういうふうな形のパ

ンフレット、バッグ入るような形で作成させていただければなと思って計上させ

ていただいております。こちらのほうもデザインセンターの元気再生支援事業を

活用して申請する予定となっておりますので、そちらの採択された場合はそちら

のほうが上限５０万円の２分の１補助をもらっておりますので、歳入のほうで５

０万円計上させていただければと思っております。 

それでは続きまして、高森殿の杉案内看板設置委託料となっております。殿の
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杉のほうで、本年度昨年ＮＨＫの全国放送の生放送とかでいろいろメディアに出

る機会が増えた関係で、現在殿の杉に来られる観光客の方が大分増えてきており

ますので、案内看板を取り付けるとともに駐車場の整備といたしまして、駐車場

の砂利のところの舗装等ができればと考えております。そちらのほうはこちらの

委託料の高森殿の杉の案内看板設置委託料。それと続きまして、１５の工事請負

費のほうで高森殿の杉駐車場整備として上げさせていただいております。 

続きまして、１９の負担金補助及び交付金の御説明申し上げます。こちらは風

鎮祭の助成金といたしまして２７５万円、新酒とふるさとの味まつりの助成金と

いたしまして３２万円、南阿蘇えほんのくに活動事業助成金といたしまして３７

万５,０００円、ジェネシス５起源展助成金といたしまして５０万円を計上させて

いただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） 続きまして、まちづくり係、今吉です。地域コ

ミュニティ活動推進事業助成金７５万円。こちらのほうは、平成２５年度から地

域活動が行う自主的な地域に根ざした地域活動事業に対して、予算の範囲内で交

付する事業としまして本年度は１５件の予算の計上をしております。 

続きまして、花のあるまちづくり推進事業助成金になります。こちらは日本で

最も美しい村連合に加盟する町としてふさわしい花のあるまちづくりを推進する

ために、平成２６年度から町内の団体が人々の目に付く場所に、花の植栽を行う

事業に対して助成をしております。５万円掛けるの１０団体としまして５０万円

を計上しております。 

続きまして、でんでん祭り助成金になります。こちらのほうは冬の集客のみな

らず商店街の活性化及び産業振興にも繋がるツーリズムビジネス型の冬のイベン

トとして平成２５年度から開催しております。高森町といえば田楽というイメー

ジが強いために、田楽に加えて新たな食への展開を目指し実施するための助成に

つきまして６０万円を計上しております。 

以上になります。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係、馬原でございます。続きまして、目、

節４の湧水館管理費について御説明申し上げます。こちらのほうは、報償費とい

たしまして今年の冬また開催する予定でございますクリスマスファンタジーの賞

品代といたしまして８９万円、そして需用費といたしましてこちらもクリスマス

ファンタジーで使う消耗品代とクリスマスツリー代を合わせまして２０万８,００

０円。それとクリスマスファンタジーのポスターチラシ代といたしまして印刷製

本費に１５万７,０００円。ページをめくっていただきまして、続きまして、本年

度高森湧水トンネル公園内にプロジェクションマッピングを設置したいと思って



 － 2 7 － 

おりまして、そちらの委託料として１,５００万円計上いたしております。現在の

トンネルの状況ちょっとプロジェクションマッピング設置等関係で御説明申し上

げますと、昨年度のトンネルの入園者数が、３００円取りだした平成１６年度の

入園者数に比べて約３４％と非常に落ち込んでいる状況になっております。入園

料のほうも３４％。ただ片一方で施設自体が一般開放されて２０年経っておりま

して、施設内の設備のほうの老朽化が進んでおりまして、例年維持経費のほうは

年々上がっていっている状況であります。昨年度の収入と支出のほうを比べてみ

たところ、昨年度は入園の収入に比べて維持経費のほうが高かったという現状が

ございまして、このまま湧水トンネルを現状のまま放置しておきますと、このま

まどんどん赤字が広がっていくおそれがあると私どもは考えております。ただ、

もう一方といたしまして昨年度の入園者数が８万９,７４３名入っておりますけれ

ども、観光統計調査等の人数でみるとやはり湧水トンネル公園の入園者数という

のが、観光客の見込み数としては最も多い。町として最も集客があるのは湧水ト

ンネル公園である部分がありますので町としては、今回のプロジェクションマッ

ピングの設置で入園料の増を目指すだけでなく、そちらで入園料が増える入園者

が増えることによって、町の観光資源施設のコンテンツとしては高森湧水トンネ

ルは最大のものであると考えております。ですので今回のプロジェクションマッ

ピングの設置によって人数を増やして入園料増やすだけはでなく、その効果が周

りに波及するものと考えております。一応計画といたしましては今回のプロジェ

クションマッピングの設置を機に、広報活動もいわゆるプロジェクションマッピ

ング電飾とかになりますと、今ファームランドさんでありますとかいろんなとこ

ろがやっていますので、そのいわゆるメディア系の引きでいうとちょっと弱い部

分があるのではないかと私どもは考えおりまして、プロジェクションマッピング

にすると、やはりウォーターパールの開設、当初と同じようにほかの施設にはな

かなかないものですので、しかも屋内の常設型のプロジェクションマッピングと

なると県内でも私が把握しているところでは１カ所しかございませんので、強い

引きになって、メディア等の露出も増えて入園者数が増えるものと考えておりま

す。当面の目標を入園者数、入園料収入を平成２１年度の水準、入園者数が１５

万人、入園料収入を４,０００万円に向上させることを当面の目標として、今回プ

ロジェクションマッピングの設置御承認いただけたらなと思っております。湧水

トンネルのもう一つの特徴としまして、入園者数が増えることによるコストの増

というのはない部分となりますので、基本的に１,５００万円を３００で割ると５

万人入園者数が増えればもう１,５００万円についてはペイして、それから先増え

た分についてはその入園料収入として上がっていくものではないかと考えており
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ます。もう１件、プロジェクションマッピングの特徴といたしまして、ウォー

ターパールと違い、いろんなパターンの映像が出せますのでその季節に応じた映

像が出せますので、今の場合例えばウォーターパールは夏来ても冬来ても一緒で

すので、要するに夏七夕まつりのときに見られたら、もう冬はいいかなあという

ふうになっている、シーズンじゃない部分の集客にもつながっていくのではない

かというふうに想定しております。以上がプロジェクションマッピングの設置委

託料になります。 

続きまして、目８商工費降灰対策費の賃金。こちらのほうで観光交流センター

に降り積もった火山灰の除去作業が必要なため、観光交流センター火山灰除去賃

金を１２万円計上させていただいております。 

以上となります。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課の甲斐です。今係長のほうから説明した

事項につきまして補足説明したいと思います。まず先ほどから出ております日本

で最も美しい村につきまして、ちょっと詳細を説明したいと思います。日本で最

も美しい村連合というのはＮＰＯ法人です。これは平成１７年に設立されており

まして、現在１０年目となっております。当初から熊本県で入っているのが南小

国町が入っております。今熊本県の加入ではうちと球磨村。ですから全部で３町

村入っているということであります。南小国町は黒川温泉が中心ですけど、黒川

温泉もかなり有名にはなってきておりますが、ここ１０年くらい掛かっていると

いうことです。南小国町は先ほど申し上げましたように、当初から加入されてい

る関係上、連合の副会長をされております。ですからいろいろ連合の中枢であら

れますので、今後いろいろな面で手助けをいただけるものと確信しているところ

であります。また今回は先ほど説明しましたように、うちの定光補佐のほうが連

合から精鋭８町村選ばれております。そのワーキング会議に出席する旅費、これ

が先ほど計上しておりますけれど、４回東京のほうに行って、ワーキング会議の

中枢になってくれというふうに依頼があっておりますので、その分の旅費等を計

上しております。これのメリットですけど、この美しい村の中にサポーター企業

というのが６０社ほどあります。その中にはカルビー製菓とかサッポロビール、

サカタのタネとかそごう・西武とかがあります。一番中枢であります北海道の美

瑛町ですね、これはジャガイモの産地ですけど、結局カルビー製菓とコラボして

ポテトチップなんかが生産に結び付けられております。うちに今話が来ているの

が株式会社そごう・西武から、うちの鶴の子芋をちょっと送ってくれないだろう

かということで少量ですけど最初送りました。それでスープを作っているという

ことです。それが味が良かったということで、今年度３５０キロの鶴の子芋の発
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注がありました。結局それはお歳暮商品としてスープを作って、そして販売した

いと。このスープメーカーとしては東京では有名ということですけど、スープス

トック東京というところが生産に加わるということになっております。今後これ

がうまくいけば、鶴の子芋の販路というか消費拡大が非常に進むのではないかと

いうふうに期待しているところです。 

それともう一つ先ほどから出ております天草連携についてですけれど、先ほど

言いましたように、３月１９日に天草市のほうで町長及び向こうの市長立会いの

下、協定書の締結を行っております。この連携協定は県下では初めてであります。

県もものすごく注目していただいておりますし、また同時に評価をいただいてお

りますので、今後県からの後押しも非常に期待できるのではないかというふうに

考えております。ただし、自治体の規模の違い、結局天草市は２市８町が合併し

ております。８万人の人口がおります。うちは合併していなくて７,０００人の人

口ですけど。今まで天草がいろいろな実績を持っております。天草ハイヤ、牛深

ハイヤを中心として、イベントとかにいろいろ実績を持っておりますので、うち

としては天草市に便乗するような形で、今後のイベントとかいろいろな大会に参

加していきたいと考えております。今申し上げましたように、東京とか福岡でイ

ベントを行うのにも、なかなかやっぱり難しいところがありますので、天草ハイ

ヤを中心にそれを盾に取って宣伝されておりますので、そこに便乗させてもらえ

るならというふうに考えております。それと本年度の風鎮祭について、牛深ハイ

ヤを招致するようにしておりましたけれど、やはり風鎮祭にとってはどうしても

１７、１８日の開催ということですので、今年でしたら月曜日、火曜日になるわ

けです。そうした場合向こうからの参加はなかなか厳しいものがありますので、

町としては町行政主導の新たなイベントを計画しておりますが、今回までは天草

との準備委員会の段階ですので、今年は農林水産省の補助事業でやっております

美しい農村再生支援事業。これがＲＫＫが中に入っておりますけれど、ＲＫＫが

１年を通してずっと取材しております。それをＲＫＫ主催のイベントですね、そ

こに天草のハイヤ踊りを招致できたらというふうに考えております。ＲＫＫとし

ましては、夕方の夕方いちばんとか、ＢＳＴＢＳこれで特別番組、特集も組んで

おられるということですので、そこに天草ハイヤを招致したらというふうに考え

ております。風鎮祭につきましては、今準備委員会というか実行委員会があって

おりますけれど、まだ先ほど申しましたように１７、１８で決定ということでは

ないようであります。ですから、もしかしたら土・日になれば、やはり一番の昔

からの祭りである風鎮祭に天草ハイヤを呼んだほうがいいのではないかというふ

うに考えております。そこはもう日にちの決定次第だというふうに私たちも考え
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ております。それと本会議の時にも言われましたけれども、旅費が全般的に多い

のではないかということですけど、やはり国の高率の補助、例えば１０分の１０

今回の過疎集落地域等集落ネットワーク圏事業もそうですけど、１０分の１０の

事業を取ってくるには町長自ら国の機関に行きまして、いろいろ情報を仕入れる

ということが大事ということで、やはりその辺の旅費が多くなっておりますし、

また今の補助事業のあり方としまして、例えば国のホームページに載せて、それ

を町村が閲覧して、それに公募に応募するような形が多いです。特に応募した後

プレゼンテーションですね、プレゼンをしてくれということで、昨日も補佐と町

長が参っておりますけれども、昨日というか先月ですね、プレゼンテーションに

参っておりますけれども、なかなかやはり町長と担当者が行ってプレゼンテー

ションをしてくれということが多いですので、自然と旅費のほうが多くなってく

るのは現実であります。あと今年は地方創生のビジョン作り、地方創生戦略作り

がありますので、その辺の研修会も東京、福岡が多くなっております。その辺で

も旅費が全般的に多くなっているものと思われますので、どうぞ御理解いただき

たいというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） これで政策推進課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。何点かございます。まず第１点目、今補足説明と

いうことで重複する部分もありましたけれども、甲斐課長のほうからまず第一に

日本一美しい村連合の話がございました。確か高森町は加盟して１年足らずだと

思います。今説明があったように当初から加盟されている南小国町、特に黒川で

すね１０年経過しているということで、昨日も課長から説明がありましたように、

今度定光補佐がワーキング会議に５、６回上京される行かれるということですけ

れども、この件については、補佐が行かれるということは高森町自体が発言力を

増すために行かれるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。それがまず

第１点です。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。先ほど申し上げましたよ

うに、美しい村に加盟している町村が５５町村あります。今回は精鋭８町村を選

択するということでその一つに選ばれております。ですから今後高森町の発言力

は必ず伸びてくるものというふうに思われます。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。立山です。多分そのような目的で行かれる

と思いますので、補佐、頑張っていただきたいと思います。次が課長のほうから

話がございました天草・高森の横軸連携についてですけれども、私も今年は選挙
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の関係で参加しなかったわけなんですけれども、去年のですかハイヤに参加しま

して、あのような気のどきいぐらいのおもてなしではなかったわけですね。言葉

は悪いんですけれど、上げ膳据え膳というか莫大に接待をしていただきましたけ

れども、先ほど課長の話の中にありましたように、お返しと言うと語弊があるか

もしれませんけれども、風鎮祭が絶好のチャンスではないかと思いますけれども、

去年もそうだったように、日にちが変えられないということで、どうしても呼ぶ

チャンスがないわけですね。たまたま何年かに一遍は土・日に挟まりますので、

何年前だったですかね、ちょうど土・日で開催されて、四、五十名市役所の方が

中心になって非常に祭りが盛り上がった記憶がありますけれども、あと便乗して

のいろいろな天草市の銀座プレスであったり福岡でイベントがあるわけなんです

けれども、どうしても片一方は８万人規模の自治体、片や高森町は７，０００人

規模の自治体ということで、どうしても銀座プレス、福岡辺りでするのは無理と

いうかできないのではないかと思いまして、課長のお話の中にありましたように、

それに便乗して高森も名をうるということで非常にいい計画だと思います。話は

また戻りますけれども、もし風鎮祭が今度の１７、１８日でウィークデイになっ

た場合は、絶好のチャンスは、あとは去年もおととしもあったように、千年祭で

すね、千年祭に呼ぶのも１０月の末ですかね、非常に土・日呼ぶのもいいのでは

ないかと思いますけれども、今年度風鎮祭がウィークデイになった場合の千年祭

あたりの予算等が計上してありませんけれども、そのあたりはどうなっているの

でしょうか。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。昨年は千年祭を計画して

おりましたが、台風接近のために中止しております。やむなく観光協会主催の新

酒とふるさとの味祭りで天草ハイヤを披露していただきました。今年度は、阿蘇

千年祭りも当初は県の主催で始めたわけでありまして、今年度は先ほど申しまし

たように、行政主体の祭りを作りたいということですけれど、まだ天草との連携

につきましては準備委員会の段階です。ですから今年度は先ほど言いましたよう

に、農水省の補助事業でやっている美しい農村再生支援事業で委託しております

ＲＫＫのイベント、これに天草ハイヤで披露させていただけるならというふうに

持っていく次第です。ですから今年度は一応千年祭のほうは開催しない方向で進

めております。 

○委員（立山広滋君） よろしいですか。もう１点最後に、立山です。それとこれも

課長の話の中、係長も説明されましたけれども、昨日配られました補正予算の概

要説明で施策による国庫補助採択事業ということで高森町型「ネットワーク居住

構築」事業ということで事業費が１,２６０万円ですか、そのうちの国の補助が１,
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２００万円ほとんど国の補助で特に総務省の補助なんですけれども、一説に私が

耳に入れましたところ、非常に総務省あたりの採択を受けるのは難しいという話

を聞きました。それでさっきこれも課長のほうから説明があったように、１０分

の１０とか３分の２とか身にしみて職員の皆さんが、ここ４年間補助率のいいの

を町長、担当あたりが上京していろいろ取ってこられますけれども、これはただ

単に先ほどの定光補佐が町長と一緒に上京されましたという話がありました。ど

こでも上京していると思います、ほかの自治体もですね。ただ単にどこか役所を

回って高森町です、お願いしますということでは、たぶん予算は付かないと思い

ます。話の中にあったように挨拶は最低限必要なんですけれども、プレゼンをし

たりいろんな事をされていると思いますけれども、そのための旅費が多くなって

いる訳なんですけれども、私の個人的な考えとして、旅費はいくら使おうとバッ

クしてくる金は相当の金額になりますので、もう微々たるものと私個人は思って

おりますので、その辺のところを今後継続してやっていただいて、過去４年間に

負けないような効率のいい補助金等を国から取ってきていただきたいと思います。

そのための旅費計上等は別にいくら掛かっても、それだけの仕事を持ち帰ってく

ればいいのではないかと私個人は思っておりますので、今後とも政策推進課はま

だ生まれてまだ日が浅うございますので、絶好のここはチャンスだと思って、一

生懸命国あたりと話をしながら、いい予算を町民の手出しが少ないような予算を

今後とも立てていただきたいと思います。 

   以上です。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。先ほど出ました高森型

「ネットワーク居住構築」事業これは事業費が１,２６０万円で国補助は１,２０

０万円ということで６０万円の一般財源になっておりますが、１,２００万円のう

ちやっぱり補助対象外がありますので、どうしても一般財源を付けているわけで

す。ですからこれも全額補助と同じような形というふうにとってもらったらいい

と思います。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。観光のほうでちょっとお尋ねですが、高森殿の

杉の駐車場の看板等の委託費でございますが、高森殿の杉は個人管理ですよね。

ちょっと話いくつかあったのですが、杉の周りの管理とかはどんなですか。余り

踏みつけたり傷んでいたら牛とかがおるし、そこ辺の管理までみてあるんですか

ね。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係長、馬原です。殿の杉のほうは、一応町
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有地とはなっているんですけれども、村山区の地上権のほうが設定されておりま

して維持管理のほうは、村山区と牧野組合さんのほうでしていただいているのが

現状でございます。今回の駐車場整備と看板設置についても、村山区及び牧野組

合長と話合いを行っていただきまして、今年度は見に来られる方が最低限度の不

自由を感じないような設備としての整備を行うということで、その駐車場と看板

設置を行うこととなっております。それと別にいたしまして、国が実施している

地方創生型の交付金のほうで、牧野入り口と観光客の入り口を分立する計画も平

成２６年度の補正予算のほうで上げさせていただきまして、繰越しで実施する予

定となっております。 

   以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 牛嶋委員。 

○委員（牛嶋津世志君） もう一つよろしいですか。トンネルのほうのプロジェク

ションマッピングですか、これ設置するのは奥のほうの床にしてある所だと思い

ますが、そこ辺りのいすの設置とかそういうのはどういう感じでされるんですか。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。プロジェクション

マッピングのほうは、１,５００万円計上させていただいておりますけれども、実

は一番最初、業者のほうに見積り依頼したときは５,０００万円で来たんですよ。

私どもも４月まで県におりました関係上、いくつかの業者を知っておりましてそ

れぞれ聞くんですけれども、基本的に億とか何千万後半とかという話でしたので、

湧水トンネルの中でどのように展開していくのがいいかというのを考えた場合に、

先方に金額をもちろん抑えてくれという話をして、３分で４プログラムでこの金

額になっております。ですので湧水トンネルのウォーターパールの手前のほうに

設置させていただいて、いすとか置かずにですね、逆に湧水トンネルの中に１カ

所に何百人何千人も集まるとまた逆に危なくなるので、１５分に１回の３分間流

させていただくことを今想定しておりまして、１５分に１回でありますと終わっ

てすぐでもウォーターパールに戻ってくれば次の３分が始まりますし、その待ち

時間もちょうどそれぐらいがいいのではないかということで、その場で立って観

ていただけるような３分ぐらいのプログラムを今想定しております。 

   以上でございます。 

○委員（牛嶋津世志君） ありがとうございました。分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。はい。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。今のプロジェクションマッピングに関連してです

けれども、いわゆる湧水トンネルの入園者を９万人ぐらいから１２万人へ目標と

いうことでございます。ただ私ちょっと南鉄さんのですね、あそこの韓国人、台
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湾人の方が立野高森間にトロッコ列車とかそういう限定じゃなくて、阿蘇の景色

を車窓から眺めるということでどちらかに降ろして迎えに行く。ただ高森町に来

ますと駅から１５０メーターくらい歩いてみると何もないので、バスも迎えに来

ますし、そういう人を何かこう湧水トンネルまで誘導できないかなというふうに

思っておりますけれども、そこらのなんか南鉄さんの話合いとか、紹介とかの話

合いは持てないかなというふうに考えております。多い時は貸切バスが２０台ほ

ど駅の方に止まっている、大体８台ぐらいは毎日平日でもそのくらいは入れ込ま

れておるということですので、入館料というかそれを半額にしてでも旅行会社に

もかけないかなという考え方はないでしょうか。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。先日、南阿蘇鉄道の代表

取締役会があっております。その中で今トロッコ列車限定ですけど、観光客が約

５万人来ているそうです。そのうちの半分２万５,０００人が外国人だそうです。

トロッコ列車で来た人は、今言われたように全部バスでほかの所に行くわけです

よね。ですから高森に湧水トンネルが近くにあるんですけど寄っていないのが現

状です。ですが今後は、先ほど申しました観光プラットホーム事業というので、

これちょっと馬原君から説明してもらおうか。県のほうで詳しくやっております

ので、そちらのほうで説明しますのでよろしくお願いします。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。今の課長の御説明

に補足で説明させていただきますと、現在私どももトロッコ列車から降りたお客

様の誘客、滞在時間の延長は一番課題だと考えておりまして、もし今回の予算の

承認をいただければ観光プラットホーム事業の中で一つはバスとは違うんですけ

れども、個人の方が乗れる旅タクプランといいまして、タクシーで殿の杉と湧水

トンネルと白川水源を巡るプランがエコ商品化できないかというところで、今私

どものほうでも旅行商品の造成を行っているところであります。それとこれはま

た別の話になるのですけれども、私が県の観光課にいる時に、いろいろやはりイ

ンバウンド関係で台湾のエイジェントさんのアテンドを行程表の相談等を受けて

おりまして、その中にトロッコ列車と湧水トンネルも入れているところなんです

けれども、インバウンドの担当の方がおっしゃるには、台湾のお客様は湧水トン

ネルそのトンネルの中に入るのに余り魅力を感じられないそうなんです。それは

なぜなんですかねとお話をしたら、トンネル系の観光資源は中国のほうにいっぱ

いあるみたいで、台湾からわざわざ日本に来られる方が中国にあるような形のそ

の坑内であるとかトンネル内とかの資源ていうとちょっとアレルギー反応を起こ

されるところがあるそうで、トロッコ列車はとても喜ばれますけれども、そこか

らトンネルがなかなか難しいとたいねという話を当時の海外の担当の方がおっ
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しゃっておりました。ただ、どちらにしてもトロッコ列車からの誘客は滞在時間

延長も含めまして、町にお金が一番落ちる部分にはなってくるかと思いますので、

食も含めてまた今後評価していただけたらとは思っております。 

   以上でございます。 

○委員（岩下健治君） はい、分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかには。はい、どうぞ。 

○委員（本田生一君） 本田でございます。今のプロジェクションマッピングですか。

これの金額１,５００万円ぐらい掛かりますけれどもね、観光面を考えますと、今

高森町におきましてはもう観光地といえば何があるかといえばその湧水館、千本

桜があったりトンネルがあるじゃないですか千本桜の。もうあんまりこう何をす

るかなという観光地をいうならばですね。できますならこういうことを考えてい

ただきまして今皆さま方言われるようなところまで幅広く湧水館に入っていただ

くような企画等も考えていただいてやっていかれればいいかなと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか答弁は。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 政策推進課長補佐の定光です。プロジェクショ

ンマッピングの観光客への遡及効果ですけど、実例といたしまして鳥取にある砂

の美術館というところがありまして、これが２０１３年の１２月にクリスマス時

期に十日間プロジェクションマッピングをやられて、この期間だけで１５倍、普

段のその期間の１５倍の集客効果があったと。これの事業費も１,５００万円程度

でやっているということなので、それぐらいの遡及効果はあるのではないかと考

えてはおります。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。２、３点ちょっとまとめて質問させていただきま

す。まず１５ページ、企画費、旅費です。普通旅費３５万円。これちょっと説明

の中で企業誘致に向けた旅費ということでちょっと説明があったわけですが、ど

んな企業の誘致を考えておられるかをお願いしたいと思います。それから２４

ページ観光費ですね。その中の１１節の需要費、消耗品費の中で街路灯のフラッ

グの２００本ということで組まれましたけれども、この２００本で街路灯の設置

がすべて終わるのかお願いをしたいと思います。それから次の１５節の工事請負

費、高森殿の駐車場の整備ですけれども、先ほど説明の中で入り口を今後２カ所

考えよっとですか。その構想もちょっと説明をお願いしたいと思います。それか

らその上の案内看板設置ですね。これは大変いいことと思います。私が考えるの

は、その先に清栄山もあるんですね、高森町の観光として。その上の標高メー
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ター数というかそういうことは標木は今設置がないかと思います。そのほうにつ

いても設置はついでにしてもできないのか、清栄山についての看板もできないの

か。お願いをしたいと思います。それからもう一つ、プロジェクションマッピン

グですね。これについても１,５００万円すべて一般財源ということですけれども、

これでも安いうちだということでさっき説明がありましたけれども、本当に入園

費やそれで賄いができるのか委託料とかいうのをこれは年間として委託する、一

回だけで済むのか、機械設備あたりの分には補助はないのかその辺をよろしくお

願いしたい。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいまのいくつか質問がございましたけれど、それぞれ

担当係のほうから答弁をお願いしたいと思います。どうぞ。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。最初言われました企画費

の旅費、普通旅費の３５万円、企業誘致関係について御説明いたします。これは

御存じだと思いますけど、誘致企業である柳河マシンテックさんが今経営不振と

いうことで、引き払われております。その跡地がまだそのまま残っております。

柳河さんとしてはいつ景気が回復するか分からないので、そのまましておきたい

ということを言われております。しかし、どうしても固定資産税とか掛かります

ので、ある一定の期間を定めて貸付を行いたいということを言われております。

その関係もありまして、柳河マシンテックさんは群馬県が本社なんですけど、そ

ちらの方に打合せといいますか、貸し付ける期間とか料金とかを詳細に聞きたい

というふうに思っております。それが１件ですけど、それと後は地方創生がらみ

で人口ビジョンとか、地方版総合戦略を作る上で、今国のほうで言われておりま

す東京圏内から地方への移住とかで、やはり東京の在住の企業とかに交渉に行く

費用として東京の出張を挙げております。それからもう１件は、これも長年の懸

案ですけど、阿蘇ソフトの村。これがもう何十年もそのままの状態になっており

ます。現在、入りたいという希望がこの群馬県ですけどあっております。具体的

には、控えさせていただきたいと思いますけれど、農場のような形で作らせても

らえないだろうかということで話が来ておりますけれども、これはあくまでも県

の土地ですので、うちのほうで許可ができておりません。その辺の事情聴取に今

までも数回行っておりますけれど、群馬県のほうに行く分の旅費を計上させてい

ただいて、東京、群馬で７万円の５人日ということで３５万円を計上させていた

だいております。 

   以上です。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。街路灯のフラッグの件

ですけれども、平成２５年度に国の事業と町の事業併せまして、２００本の街路
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灯を整備しております。その分の２００本すべてにおいてフラッグを設置する予

定で今回計上させていただいております。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 政策推進課長の甲斐です。殿の杉の駐車場整備と入

り口の整備ですけれど、これは入り口の整備ですけれど、これについては平成２

６年度の国の予算、地方創生先行型で観光客と牛の防疫体制を確立するというこ

とで、それで事業計画を上げております。それで認定になっております。具体的

には今考えているのは牧野組合長とも話しましたけれども、牛の入り口はあくま

でも牛の入り口でそのまましておくと。別に入り口を設けて観光客入り口ですよ

ということで、そこは牛が通らないような工夫ですね、例えばすれ違いにした人

間だけが通れるような工夫をして別のところに入り口を設ける。そこに防疫体制

もする例えば消毒液を置いたりですね。ということで防疫体制を確立していきた

いというふうに考えております。それと先ほど言われた看板につきましては、国

道からの入り口に１本、牧道に入りまして殿の杉まで何メーターという表示を考

えております。それともう一つは駐車場の表示ですね。この３本を考えておりま

したけれど、先ほど興梠議員が言われましたように、上には清栄山という山があ

ります。その辺も一緒に表示できたらしていきたいというふうに思っております

し、また標高差についても分かればここは何メーターですよとか、上が何メー

ターですよとか、その辺も入れられれば入れていきたいと考えております。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 企画観光係の馬原でございます。すみません、先ほ

どのプロジェクションマッピングの設置委託料の件なんですけれども、こちらの

ほうに一応今年度分の維持管理費のほうは入っております。来年度分以降につい

ては一応こちらの委託料のほうが現在プロポーザル方式で委託しようとなってお

りまして、その上で、翌年度以上のランニングコストも明記していただく旨記載

するようにしております。ただ見積もりをいただいた業者さんからはランニング

コストといたしまして、当社はゼロでもそちらで管理してもらっても大丈夫です

というお話だったんですけれども、そうするといざ故障した時に、元本として１,

５００万円払っていて途中で湿気で悪くなりましたというのはあれなんで、そこ

らへんはしっかり見てくださいとお話したところ、大体年間１５０万円程度の、

はい、毎月、その代わりその場合は毎月検査に来て常に管理はするような形のラ

ンニングコストの場合だと、毎月の人件費等が掛かって１５０万円程度のランニ

ングコストが分かっております。ただ、こちらのほうプロポーザル方式でいろい

ろ出していく中で、もう少し圧縮できていくのかなとは思いますけれども。毎年

これぐらいの金額が掛かるわけではないということです。ただ、ランニングコス

トが少し掛かってくるような形になってくるということです。 
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○委員（興梠壽一君） 興梠です。今の説明では毎月ランニングコストで１５０万円

維持管理費として予定しているということですか。ちょっと分からなかったすみ

ません。 

○企画観光係長（馬原孝平君） 毎年です。毎年。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。先ほど岩下委員が質問されました駅での観光客、

多いときはバスが２０台来とると。普通でも７、８台あそこの駐車場に入っとる

ということで、そのバスとは関係なしに今度は個人のお客さんですね。マイカー

でやってこられるお客さん。ただ汽車に乗って２、３人で来られるお客さんが

ちょっと町見てすぐ引き返してどこか行かれるということなんですけれども、一

つ提案ですけれども、どうしてそういうことされるかという事を考えた場合はど

こでも駅等に行くと、駅の前とか観光案内所があるじゃないですか。こがんとこ

ろがありますよとか、ちょっと相談するところが尋ねるところ。だけん駅前にそ

ぎゃん観光案内所的なものが設置できないかなと思いますけれども、いかがなも

のでしょうか。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。観光立町推進条例のほ

うで計画を作っておりまして、その計画に基づいて今観光立町案のほうを進めて

いくんですけれども、その中で一番重要になっているところが観光推進組織の構

築になっております。やはり議員さんがおっしゃるように、駅を降りてからの案

内というところが大変欠けておりまして、すぐ引き返してしまわれるお客様もい

らっしゃるということを聞いておりますので、町としましては駅周辺のほうに観

光案内ができるようなスペースといいますか、今探しておりまして、そこが見つ

かったり設置のほうができるようであれば、駅の周辺で観光案内と移住定住等も

併せました事務所を作っていけたらと考えております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにはありませんか。 

○委員（立山広滋君） 最後にこれは予算と関係ありませんけれども、何日か前に回

覧板で回りました、高森町の農産物を集めてどこか直売所で販売するということ

で、何かする人の名前と何ば出すかというのと回覧板で回ったと思います。それ

で場所はまだ未定ということなんですけれども、場所等はどういった所を考えて

おられるのでしょうか。もう既に場所決まったのでしょうか。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。場所についてはやはり

国道沿いは車の集客が一番の臨めるというところで、トイレとバスが入る駐車場

のスペースのところを考慮した結果、アスカさんの中に町のコーナーを設けさせ

ていただいて、そこで直売所としての機能をＰＲさせていくのが、一番適してい
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るのではないかというところで、今のところアスカさんのほうで考えさせていた

だいております。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。ほかにないようでございますので、これで質

疑を終わりたいと思います。 

   続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしということでございますので、これから本案につ

きまして採決をいたします。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予

算につきましては、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定しました。 

以上で、政策推進課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。い

ろいろ政策推進についての皆さん方には昼食時間に入り、御苦労さまでございま

した。これで終わります。 

お諮りいたしますけれども、休憩時間を取らなくてはなりませんので御飯を食

べて、１時１５分から再開ということでお願いします。御苦労さんでした。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時４５分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、総務課関連の議案第４２号「平成２７年度高森

町一般会計補正予算について」を議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に所属と氏名を言って発言をしてい

ただきたいと思います。それでは、総務課の説明を求めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐の岩下でございます。ただいまから御説明

をさせていただきたいと思います。 

予算書の５ページをお開きいただきたいと思います。第２表債務負担行為の補

正ということでこちらにつきましては、財政係のほうで取りまとめを行っていま

す関係上、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

まずアグリセンター、トラクターのリース料ということでこちらは１５０万円

の４年分というところで６００万円でございます。続きまして、テレビ会議シス

テムログ解析等手数料こちらは１２４万７,０００円の２年分ということで、２４

９万４,０００円でございます。テレビ会議システムリース料につきましては、内



 － 4 0 － 

訳が２１３万１,０００円の２年分ということで、４２６万２,０００円でござい

ます。こちらが今申し上げましたのが追加の項目でございます。続きまして、廃

止の項目ですが、ＩＣＴソフトウェア（コラボノート）こちらの使用料につきま

しては、平成２７年度から平成３０年度までということで限度額を設定しており

ましたが、本年度２７年度の一括払いをしたほうが良いという、担当からの説明

で、これは全部廃止ということにさせていただきたいと思っております。 

次のページをお開き願いします。６ページ第３表地方債補正、こちら地方債に

つきましては追加で御説明を申し上げたいと思います。３番、４番こちらが町道

整備事業でございます。３番は過疎債４番辺地債５番が消防の小型可搬ポンプこ

ちらを３台購入するということで過疎債。６番は詰所と詰所のトイレ改修こちら

が過疎債で３８０万円。７番社会教育施設です。こちら上色見の体育館の屋根の

改修ですね。それと町民グラウンドの防球ネットこちらも改修でございますが、

こちらも過疎債で入れさせていただきたいと思います。ここで１点御報告でござ

いますけれども、過疎債、辺地債につきましては借り入れをする時点におきまし

てそれぞれ過疎計画と辺地計画にそれぞれ事業名と金額、これが事業費とか起債

額も含めてですけれども、これが盛り込まれていないといけません。町道整備事

業につきましては両方とも過疎債、辺地債とも現行の計画で対応することができ

ますが、５番目以降のポンプ消防関係のものと、７番目の社会教育施設の関係に

つきましては、現在のでは対応できません。軽微な変更と軽微でない変更と変更

するためには必要でございまして、追加するためには変更が必要でこの件に関し

ましては県の同意を得て、それから市町村の議会の議決が必要となって計画が成

立するわけでございますが、今回６月の選挙後の補正ということでございまして、

予算上は計上させていただきますが、計画の変更につきましては、そのスケ

ジュール関係で９月の定例会で御提案させていただきたいというふうに考えてお

りますということを御報告させていただきたいと思います。 

続きまして、歳入のほうに移らせていただきたいと思います。歳入のほうは総

務課関連は。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。防災のほうを担当し

ております。９ページをお開きいただけますか。分担金の項目でございます。款

が分担金です、分担金及び負担金になっております。消防費の分担金としまして

消防施設の整備事業費分担金ということで、昨年条例を作りまして、一向に進み

ません防火水槽と消防団の詰所に限って事業ができるようにという制度にしまし

たので、そこに１割の分担金を徴収するという条例を作っております。その関係

で今年度におきまして、第一分団草部の社倉にありますけれども、社倉の詰所と



 － 4 1 － 

第４分団村山の分でそれぞれ申請があってまいりましたので、その分に係る分担

金でございます。 

   以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下でございます。１３ページをお開き

願います。１３ページの１７款寄付金につきましては、昨日の本会議でも御説明

がございました、ふるさと納税寄付金こちらの受入れということでございます。

１８款繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金。今回の補正に伴う財

源の調整といたしまして１億５,４０８万円を計上させていただきました。これに

よりまして、今年度の財政調整基金からの繰入金の合計につきましては、その左

側に書いてございますが、真ん中ほど２億円を若干超えておる数字というふうに

なっております。 

続きまして、１４ページをお願いします。町債につきましては先ほど地方債の

補正でも御説明いたしましたとおりの数字をこちらに計上させていただいており

ます。 

続きまして、歳出につきまして御説明させていただきます。歳出につきまして、

２款の総務費から１５ページから、９款教育費までにつきましての２節の給料と

３節の職員手当等、それから４節の共済費それぞれ款ごとに増額、減額をいたし

ております。これは６月１日の人事異動の関係でそれぞれ人件費の調整、異動等

を行ったものでございます。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） それでは同じ１５ページですみません、同じ費目な

んですけど担当が変わりますもので申し訳ございません。２款の総務費の一般管

理費の１９の負担金のところでございます。これにつきましては、公共的施設整

備事業というのを町が設けております。その事業の中の街路灯の申請が森地区と

市野尾地区でそれぞれあっておりますのでこれについて６万８,０００円の計上を

させていただいております。 

私のほうからもう一つ、２７ページをお開きください。中段以降の８款の消防

費でございます。２目の非常備消防費の中で先ほどから出てまいっております１

８の備品購入費で小型可搬ポンプ３台ということで、これを購入するということ

で上げさせていただきました。これが入れる場所といたしましては、まず下色見

の９分団ですね。それと村山の４分団の１部、それともう一つは１３分団の河原

でございます。それぞれの機械の経過年数が、４分団の１部が平成８年に導入し

ております。それと９分団が平成７年。１３分団も同じく平成７年の導入でござ

います。大体ほぼ２０年を経過しているということでございます。続きまして、

３目の消防施設費になります。これにつきましては需用費委託料、それと工事費



 － 4 2 － 

それと負担金補助及び交付金ということで上げさせていただいております。需用

費につきましては消防費と各施設の修繕料ということで上げさせていただきまし

た。委託料と工事費でございますけれども、この分につきましては先ほどお話し

ました消防団の詰所の改修です。その分の設計委託料と工事請負費ということで

上げさせてただいております。最後の１９の負担金でございますけれども、これ

につきましては永野原区の消火栓の整備事業ということで、これは公共的施設整

備事業のほうで対応しておりますので、３分の２の補助部分でございます。それ

と４目の防災管理費で給料と職員手当と共済費ということで組んでおります。今

度の６月１日の異動によりまして、総務課の中をまた細かく分けたのですが、そ

の中に防災というのを特化しましたので、自衛隊の退官した方を防災士とかそう

いったのをお持ちなのですが、この方を任期付きで雇うということにしておりま

す。今現在の所は短時間の勤務で今上げておりますので大体月に１７万円程度の

支給になるかと思います。１人です。この方の目的としましては、一つ目に住民

の防災意識の高揚がまずうって上げられます。それと二つ目に、我々職員に対し

ても同じようなそういったものを、啓発なり意識高揚の後援なり応援なりいただ

いてということと、その際に消防団員につきましても、持ってらっしゃるノウハ

ウをしっかり伝授をしていただくということで、防災を含めてトータルの面から

防災を捉えていきたいというふうに展開していきたいと考えてこの三つの計上を

させていただいております。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下でございます。続いて、３２ページ

をお開き願います。３２ページの１番下のところでございます。１２款諸支出金

でございますが、こちら、ふるさと納税寄付金を応援基金費のほうへ積み立てる

ものでございます。必要経費を差し引いた１,０４９万５,０００円を基金のほう

へ積み立てるという予算でございます。 

次、また一枚めくっていただきまして、３４ページにつきましては、この補正

予算に伴います給与費関係の明細を付けさせていただいております。 

すみません、途中説明を漏らしておりましたので、１６ページへ戻っていただ

いてよろしいでしょうか。１６ページの下から２行目まず、２１目の庁舎等管理

費で需用費の修繕料を追加させていただきました。こちらは１００万円追加いた

しております。これと連動というわけではないんですけれども、次の２２目の総

務費、降灰対策費。こちらも修繕料で５０万円を追加させております。この分け

ております関係は、いずれも庁舎と高森総合センターの関係の修繕費というふう

な考え方なのですが、降灰によって例えば玄関の屋根に水が溜まって、内側の天
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井が落ちてきているということが去年ぐらいから何回か発生していまして、既に

今年度に入りまして、もう四十数万円の修繕料が掛かったりしております。その

火山灰による修繕ということで何らかの措置、交付税措置なりそういう措置が期

待というかそれも考えられますので、同じ修繕でも降灰を原因とした修繕と一応

それに伴わない修繕とに予算上分けさせていただいて、修繕料を追加で計上させ

ていただいております。ちなみに通常の修繕料、降灰に伴わない修繕料につきま

して平成２６年度の実績で２３０万円ほど掛かっております。これは平成２６年

度の実績ですが、今年度は当初予算で８０万円しか見ておりませんでした。８０

万円ですとまず足りないのは見えておりますので、今回早めに修繕料を追加計上

させていただいておりますので御了承いただきたいと思います。 

すみません、もう１点漏れがありました。歳入の１３ページをお開きいただき

たいと思います。これも下のほうの雑入の項目の中の上の２行でございます。大

阿蘇絵画展展示絵画額縁破損に係る損害保険金ですね。その次の高森中学校２階

多目的トイレの火災保険金ということで、それぞれ保険金関係、共済金、掛け金

それと受入れにつきましては、行政係のほうで担当しております。こちらの受入

れを計上させていただいております。 

以上、一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま総務課の一般会計の説明が終わりました。 

まず、私のほうからお礼を申し上げたいと思いますけれども、３月の議会で人

件費、異動があれば給与費明細をつけてほしいということで要望しましたところ、

早速今回予算書の中で３４ページ以降給与費明細書を付けてございます。お礼を

申し上げたいと思います。 

それでは、これから質疑を行います。質疑ございませんか。はい、岩下委員。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。さっき自衛官の方、再任用の件ですけれども、こ

の方たちは定数条例の中に入るのでしょうか。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。再任用は大きく分けると二つあります。フル

タイムの方と、短時間の再任用がございます。短時間の場合は週５日ございます

が、１日お休みをいただくか、時間を例えば９時・４時にするかというやり方が

ございます。フルタイムの場合は定員内で任用しないといけませんが、短時間の

場合は定員外ということでいいということになっております。 

○委員（岩下健治君） はい、ありがとうございました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにはございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（立山広滋君） 立山です。先ほど政策推進課のほうで申し上げまして、

ちょっと重複しますけれども、私は財政のプロではございませんので補佐から笑
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われるかもしれませんけれども、政策推進課、総務課もそうなんですけれども、

町長等度々上京されて旅費もよく計上されていますけれども、先ほども政策推進

課の審議の中で言いましたように、今後旅費等が伴う場合の上京、これはどんど

ん財政を渋らんで出していただきたいと思います。それはどうしてかと言うと、

例えばこれも言いましたけれども、総務省関係の予算をぶんどってくる、ぶん

どってくると言うと言葉は悪いんですけれども、獲得してくる場合は１０分の１

０とか３分の２とか非常にほとんど手出しがないような過去４年間の状況でござ

いますので、旅費を使った以上にそれだけの仕事を持ってこられますので、その

辺のところは岩下補佐が今言いましたように、渋ることなく出していただきたい

と思います。それとそのためには、これも言いましたけれども、ただ国に行って

「高森町です、よろしくお願いします」じゃ何も予算は付かないと思います。プ

レゼンするためにはその前の下準備、資料作り勉強等ございますので、それが仕

事といえばそれまでなんですけれども、そういう努力をしてこうやってされてい

るような状況ですので、その辺のところをよく考えていただきたいと思います。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかには。はい、牛嶋委員。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。さっき再任用をされる自衛官の人は、お年はい

くつですか。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 総務課長補佐、後藤でございます。年は７月２８日

が誕生日でございまして、５４歳。退官の一番最初の年なんです。 

○総務課長（佐藤武文君） あくまでも予定者でございますので、お間違いのないよ

うにお願いします。 

○委員（牛嶋津世志君） 若いもんじゃないとＯＢの年取ったつが来ても余り意味な

いかなあと思って。ありがとうございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかには。ございませんか。 

私のほうから１点１３ページなのですが、繰入金で財政調整基金を組み替え併

せまして、２億６４１万８,０００円。残金は大体どれぐらい。基金の残、現在の

ところは。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下でございます。昨年度平成２６年度

末の財政調整基金残高でございますが、１２億９,４００万円ですので、この取り

崩しによりまして約１０億９,０００万円計上ということになります。 

   以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） それから５ページのテレビ会議システムの手数料等計上し

てありますけれども、このテレビ会議は、いつどこでどのような方と会議をされ
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るのかお尋ねしたいと思います。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下でございます。これにつきましては、

教育委員会のほうで行う学校ＩＣＴ関係、今回補正で上げていますＩＣＴ活用実

証事業費、国のほぼ全額補助事業でございますが、遠隔地間のテレビ会議、小中

学校間のテレビ会議ですとか、そういうそのテレビ会議の分になります。 

○委員長（芹口誓彰君） 最後に１３ページ、高森中学校２階の多目的トイレ火災保

険が４３万２,０００円入っております。これ、いつ火災が。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。２月１６日だったと

思います。その日に恐らく漏電、結果が出てないんですよね。漏電から多目的ト

イレですので車椅子のトイレが２階の設けてありまして、そこから冬の凍結防止

用のヒーターがありまして、それがゴミと付着して漏電してということで。その

一帯がボヤぐらいではありましたけれども、そういうことです。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに質疑。はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。この予算書と関係ございませんけれども、多分１

７日からだったと思いますが、野尻の朋遊館のお風呂ですか再開されたというこ

とだったと思いますけれども、現在どうなのか、大丈夫なのか経過をお知らせ願

うならと思って。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。申し訳ありません、今日は出張所のほうから

出席をしておりませんが、当初は１月中には洗浄を終えて再開する予定でおりま

したけれども、菌が発生したということを保健所に連絡をいたしましたところ、

保健所も立ち入り検査をしないといけないということで立ち入り検査がございま

して、その時点でいろいろ指摘を受けております。その指摘事項を一つずつ、つ

ぶしていったわけですけれども、再開するためにいろんなことをするためには費

用が掛かりますのでこの費用については、平成２７年度当初予算に計上させてい

ただいて、４月以降にいろんな機器のオーバーホール等をやって最終的に保健所

のゴーサインが出ましたので、６月になって再開をさせていただきました。ただ

再開をするためには，高額になるために３月に補正をして対応する方法もあった

んですけれども、ちょっと時間も掛かるだろうということで、当初予算のほうに

組ませていただいて整備をしてきたところです。当初、浴室を設置した時とどう

違うかといいますと、やはりあの経費の節減であるとか利用者を勘案していって、

最終的には１週間に３日ですか開場するようになって、やはりその時、その時の

担当によってこれだけやめとこう、これだけやめとこうというところでやって

いった結果、本来しなければいけない部分が抜け落ちとったというのが大きな原
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因です。ですから、そこのお湯については毎日開場する場合には温度が下がらな

いし、循環機も回していきますので菌が発生する可能性が少ないんですけれども、

一日使ってそれを加熱せずにそのまま置いておくと、菌が増殖するわけです。で

すから言い方は悪いですけれども、早めに分かって大きな被害が出なくて良かっ

たなという感じをしておりました。本来だったらぱっと短時間でオーバーホール

をして再開をしたかったんですけれど、それで時間が掛かったという状況です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。すべてのもう保健所の方のクリアをしての再開と

いうことですのでありがとうございます。先ほど人員の中で甲斐末久さんが野尻

のほうの出張所におられるということですが、お風呂のほうの管理も兼ねておら

れるのか、別に誰かおられるのか説明をお願いしたいと思います。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。その人員についても置くようにという指導が

ございましたので、その部分についても予算に計上して職員ではありませんけれ

ども、人員を確保して対応しております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○委員（本田生一君） 本田ですが、今のことについてちょっとお伺いしますが、職

員と別にもう１人誰か今置いとるわけ。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。臨時的ではありますけれど、その時間帯だけ

ではありますけれども、対応をしていただいております。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。すみません。先ほど財政調整

基金からの繰入れで２億を超えるということで御説明を申し上げました。そうい

うことによって財政調整基金が２億円減ると予算上はそういうことになりますけ

れども、補足で説明させていただきますと、現時点で繰越金ですね、平成２６年

度からの繰越額がほぼと言いますか、見えまして３,０００万円以上予算額よりも

多く出ております。予算額６,０００万円ですけれども、９,０００万円以上の繰

越金がありました。そこで３,０００万円程度。それから特別交付税につきまして

は、当初予算で５,０００万円見ております。これは例年１億５,０００万円前後

出ております。今年も平成２７年度につきましても、それぐらいは見込んでも悪

くはないとは思うんですけれど、特別交付税なもんですからどこかで大災害が

あったりすると、地方への配分ががぐっと減ってしまいますので、そういう面で

最低ラインの５,０００万円というところで見ております。そこで例年どおりいき

ますと、この後１億円程度は特別交付税での増額が見込めると予想されると。そ

れともう１点は、普通交付税につきましても今年はやはり国が、昨年度から６％

ぐらい減額というふうに当初は申しておりましたけれども、最終的には昨年レベ
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ルの１％程度の減額というふうに変わってきた経緯もありますので、私どももど

のあたりの数字を捉えていいかというのが見通しを立てるのが難しかったのです

が、若干抑えたところで普通交付税も見ていますので、この後増額というのは少

しは期待ができるのかなというふうに考えております。普通交付税につきまして

は６月の下旬ぐらいに、そろそろ今年の額がはっきりするところであるんですけ

れど、一応そういう状況ですので、単純に基金の取り崩しが２億円ということだ

けではないということを御理解いただきたいというふうに思っています。 

   それからもう１点、先ほど立山委員が言われました上京ですね、東京への出張

旅費。各省庁への交渉とかプレゼンとかそういったところへの対応というか、旅

費については配慮していただきたいということで申し上げられましたけれど、私

もやはりその効果、前から言われている費用対効果というのを考えると、今の町

長の動きというのは十分それに値するというふうに考えていますので、今後もそ

ういう方向で私も対応していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） すみません。概要説明の一番最後ですね。公共施設の総合管

理計画の。これは総務課ではなかったですかね。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。総合管理計画の策定につきま

しては、財産管理課のほうが主体でやっておりまして一応財政も一緒にやってい

ますが、基本は財産管理課のほうでございます。 

○委員（興梠壽一君） 予算であるこの中身と平成２６年度から策定作業に着手し、

本年度完了見込みであるということで今後の計画ですね、どのような方向でその

解体とか建替とかそういうことに着手されていかれる計画はありますか。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。実務的には、すみません財産

管理課がやっていくことで、細かいところまでは私のほうでは把握しておりませ

んが、この国が求めている公共施設の総合管理計画の策定というのは、そこまで

突っ込んだところまでは求められていないのが現状でございます。今回後ろで付

けていました一番最後のほうのページの分というのは、それを進めていく段階で

分かってきた数字で現在こういうふうになりますと。この後それをどこまで突っ

込んで計画として盛り込むかというのは市町村の判断ということになります。で

すので今年一つ一つの建物まで解体するとか、これは継続するとかそういうとこ

ろまではする必要はないと私は考えています。ただこの現状からすると、これか

ら先何年間と掛けて、その全体的に本当に町がどうして行かないといけないのか

というのを改めてたてる必要はあるんじゃないかなという程度ぐらいまで考えて

いるというところでございます。 
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○委員長（芹口誓彰君） 総務課長、補足があれば。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。昨日佐伯議員さんのほうから施設についても

若干触れられた部分がございまして、町長もその部分については答弁をいたした

と思います。今ございます施設につきましては、それなりに目的を持って設置し

た施設でございますけれども、これをこのまま維持できるかどうかそれは分から

ないし、また整理すべきは整理すべきじゃないかというやり取りがあったという

ふうに思っています。ですから町長といたしましては議員の皆さまとも相談をし

ながら、この行く末ですね、どういうふうに管理するか処分するかということは、

相談していかなければならないというのが町長の考え方ということを補足させて

いただきたいと思います。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。建物においては各地区において愛着があったり、

いろいろな考えがあろうかと思います。町の意向、地元の意向、議員の意向、そ

ういうことがいくつも出てくると思うとですよね。そちらの協議あたりはこの会

議をしながら検討されていくということですか。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。当然、きっちりした形で委員会なりを設ける

かどうかはまだ今後のことと思いますけれども、議員さんたちも当然町民の皆さ

んの代表として意見を持っておられると思いますので、その辺も町内の考え方も

ちゃんと御理解をいただく、それから必要性もちゃんと訴えていただくというや

り取りをしながら、結論を出すという方向性でおるということでございます。 

○委員長（芹口誓彰君） それではただいま係長のほうから普通交付税，特別交付税

の話がありましたけれども、交付税につきましては今後の地域創生の動向いかん

によってまたかなり影響が出てくるかと思いますけれども、慎重に今後財政運用、

財政計画等を見比べながら慎重に財政運営をやっていただきたいというふうに思

います。 

 これで質疑を終わりたいと思いますがよございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

   続いて、討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終結いたします。これから本案につきまして

採決をいたします。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につき

ましては原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定しました。 
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以上で、総務課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。総務課

の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されました議会事務局関連の議案第４２号、

平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題といたします。 

これから、議会事務局の説明を求めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議会事務局長（佐藤幸一君） 議会事務局の佐藤です。改めましていろいろお世話

になります。予算については、詳細に係長が説明しますので、御承認方よろしく

お願いいたします。 

○議会事務局係長（白石孝二君） 議会事務局、白石です。それではただいまから、

議会事務局関連の平成２７年度高森町一般会計補正予算について御説明をさせて

いただきます。 

   ページは補正予算書の１５ページの上ですね。今回の補正予算は昨日設置決議

がありました地方創生特別委員会および降灰対策特別委員会の視察研修の関連の

費用であります。まず１款議会費、１項議会費、１目議会費の９節旅費につきま

しては、先ほどの地方創生特別委員会及び降灰対策特別委員会の所属委員さんそ

れと同行職員の研修旅費として計上させていただきました。地方創生特別委員会

は、地方創生研修のための旅費、それと降灰対策特別委員会につきましては、県

外の降灰状況視察のための旅費を計上させていただきました。また次の１４節の

使用料及び賃借料につきましては、同じく特別委員会視察研修に必要な高速道路

使用料及び研修費に必要なバスの借上げ費用を計上させていただきました。議会

からは一応２項目ということで上げております。この視察研修を実施することに

よって、より特別委員会の活動の活性化につながるものと思っておりますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げて、以上簡単ではございますが説明

を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま議会事務局の説明が終わりました。質疑に移りた

いと思います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑なしと認めまして、これで質疑を終了いたします。 

   続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしと認めます。これから本案につきまして採決いた

します。議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につきましては原
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案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、議会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。お疲れ

さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 引き続き日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について

審議をいたします。 

閉会中の継続調査につきましては、１.行財政の運営に関する事項、２.地域振

興に関する事項、３.町有財産の管理に関する事項、４.環境衛生に関する事項、

５.町税に関する事項、６.防災に関する事項、７.地籍調査に関する事項、８.商

工の振興に関する事項、９.観光の振興に関する事項、以上、９事項を閉会中の継

続調査事項とすることに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定をい

たしました。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。大変御苦労さまでございました。 

これで総務常任委員会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時００分 
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平成２７年第２回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２７年６月１９日 

 

開会 午前１０時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 改めまして、おはようございます。定足数に達しましたの

で、文教厚生常任委員会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

それでは、本委員会に付託されました健康推進課関連の議案第４２号、平成２

７年度高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

歳入歳出予算ございまして、係別ではなくページに沿ってお進めする点は御了

承いただきたいと思います。 

では、歳入のほうから説明させていただきます。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

予算書９ページをお願いします。歳入。１２款２項４目の衛生費負担金、２節

健康増進事業健康診査負担金及び３節健康診査負担金、その分を減額しておりま

すが、この事業は同じく健診関係なんですが、２節は健康増進法に基づく健康増

進事業に関する分の負担金として区別して掲載しております。２節健康増進事業

健康診査負担金は、契約の時点において料金徴収を健診機関でしていただくこと

になりましたので、負担金を徴収していた分を減額しております。同じく３節健

康診査負担金も健診機関にて料金徴収になるため減額しております。 

続きまして１０ページ、４目衛生費国庫補助金、４節子育て支援交付金。これ

は新しく子ども・子育て支援交付金が新設されまして、その中で利用者支援事業

母子保健型ということで、子育て世帯を包括して支援していこうという補助金で

ありまして、その中に母子保健に関することを行う人件費として、保健師分を計

上しております、その補助金です。国及び県で３分の１ずつの交付金があります

ので計上しております。 

続きまして１１ページ、１５款２項４目衛生費県補助金です。これは同じく先
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ほどの子育て支援交付金で、県の補助分として計上しております。 

歳入は以上です。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係、二子石です。 

１９ページを御覧ください。これは歳出のほうになります。４目老人福祉費、

こちらの負担金補助及び交付金で、今回１５万円の補正で計上しております。こ

れは、新規地区の老人クラブ設立に伴います準備補助金ということで、こちら３

地区分を見込んで１地区５万円で合計１５万円を計上しております。 

続きまして、その下の介護保険事業費、こちらの操出金でございますが、今回

新たに行います生活支援サポーター派遣事業の町負担分として、介護保険特別会

計のほうへ１８万４,０００円繰り出すものでございます。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

２１ページをお願いします。４款１項１目保健衛生総務費、１節の報酬です。

これは先ほどの、子育て支援交付金における保健師の人件費として充当してる部

分です。それから８節報償費。スマイルフェスタの健康部門賞品代として計上し

ております。１３節委託料。これは先ほどの自己負担分の料金徴収を委託する関

係上、減額しております。 

続きまして、３目健康増進事業費、１３節委託料。これも自己負担金の徴収を

委託したために減額するものです。１４節使用料及び賃借料も、これはスマイル

フェスタにおけるリース料として計上しております。 

続きまして、２２ページ。５目母子保健費、１３節委託料。これは子ども医療

費を今まで償還払いということで、一旦、医療機関に料金を支払って領収書を

持って払い戻しをするというものでしたが、町内医療機関に限り、今回、窓口で

の現物支給ということにしたいと思いますので、そこで予算のほうを扶助費から

委託料に切り替えるものであります。委託料として１５８万６,０００円増額し、

その分、扶助費から減額しております。 

以上です。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課、以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） いいですか、１０番の佐伯です。 

本会議の中でも課長言ったように、今回のひとり親の医療費のね、いろんな制

度が変わること、それと中学３年生までの医療費の問題、それについて住民の方

が間違えられないように、あくまでも町内の病院にかかった分については窓口負

担はいりませんよということですね。それと検査等についてはそれは別ですから、

そういうことについては自己負担になりますよと。町外の病院に行かれた分につ
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いて、要するに子どもは概ねおそらく町外の病院が多いんですね、ですから間違

われることもあると思います。ですから、そういった時にやはり請求をしなかっ

たとか、もらいそこねたとかいう問題が出ないようにするためには、やっぱり啓

発をしっかりやっていかれないといけないと思いますので、その辺の、大変、回

覧板とかいろいろ回すと、また住民の中から非常に回覧板が多すぎるという批判

もありますから、大変だとは思うんですけれども、できればもう中学校３年生ま

でですから、中学校の子どもたちに持って帰らせるとか、小学校の子どもたちに

持って帰らせるとか、要するに該当する親に分かればいいわけですから、そうい

うふうな方法でですね、いろんな方法考えられると思います。ポイントチャンネ

ルもありますから。そのあたりを要望しておきますので、よろしくお願いしとき

ます。 

○委員長（立山広滋君） はい、発言はよかですか。 

○健康推進課長（馬原恵介君） じゃあ一応、健康推進課長の馬原でございます。 

今、佐伯委員がおっしゃったようにですね、やはり周知徹底というのは必要だ

と思いますので、それについてはですね、ちょっと暇がございませんけれども、

どういった形でかは行いたいと思っております。それから今後に向けてもですね、

やはり高森町以外の市町村では、県内全部大丈夫ですよというところもあるもん

ですから、それにつきましては、支払機関等と今から検討させていただきまして

ですね、とにかく保護者の負担が減る形を取っていきたいというふうに考えてお

りますので、それについてはまた合議させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員（佐伯金也君） よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） 今、副議長と課長のほうが質問、答弁されましたけれども、

これはよい機会ですので、ここにちょうど広報委員の委員長さんと副委員長さん

がいらっしゃいますので、その辺のところも詳しくですね、分かりやすく広報に

載せられるといいかなと思いますので、委員長さんよろしくお願いしときます。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。 

○委員（佐伯金也君） １０番、佐伯ですが。 

介護保険については今後ですね、お年寄りの方たちが、やっぱり年金が減っと

ります。非常に大変な思いされとりますから、相談があった時には親切に分かり

やすくですね、お年寄りだからなかなか分からない部分が、理解させるにも時間

がかかる部分があると思います。ですから、そのあたりは注意していただく。そ

れと、肢体不自由の介護は問題ないんですが、認知症ですね、今一番話題になっ

てるの、これがやっぱり家庭の負担ちゅうのは、これは精神的な問題が出てきと
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るようです。本人に意識がなくても、やっぱり認知症っていわれる方たちがい

らっしゃる。そういう方たちを在宅介護でする分において、非常に、家庭の方た

ちが仕事はしなくちゃいけない、でも目が離せない、疲れる。だからといって、

じゃあ無理に家に鍵をかけておいていっても心配だ。そういう問題がありますか

ら、介護については十分、役場の窓口だけでの相談じゃなくして、やっぱり時に

は、先ほど課長が言われた人材がちょっと不足しとるちゅうことでございますか

ら、足りない分についてはですね、やっぱり、どんどん町長のほうなりに御相談

していただいて、人件費あたりを出していただいて、そして対応していただくよ

うに、そして自宅まで行って直接相談を聞かれるようなですね、体制をつくって

もらうように要望をしときますので、よろしくお願いしときます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） どうですか、係長何か、今のに対してよかですか。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 頑張ります。 

○委員（佐伯金也君） 頑張ってください。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。 

○委員（本田生一君） ８番、本田と申します。 

この老人福祉費の中でですね、負担金補助及び交付金というようなことで、こ

れ新規の地区単位老人クラブの設立の準備助成金てなことで今言われましたが、

老人会の役員のなり手などがいなくてですね、老人会を辞められる会も多いんで

すが、今回、準備助成金としてですね、３地区くらいあるというような話ですが、

参考にどこら辺かちょっとお聞かせ願いますか。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

まだちょっと係の者が６月に赴任したばっかりの者ですから、代わりに私のほ

うでお答えさせていただきます。今回はですね、一応、おっしゃったとおり新規

というのを、要は今、以前はあって今はやってないところについての掘り起しと

いうことなもんですから、具体的にどこっていうわけではなく、今から新しく

やっていきたいっていうところをですね、探していきたいというところです。と

いうのは、やっぱり老人会がなくなる要因の一つにですね、代表者をする者がい

ないというのもあるもんですから、そういったことで老人クラブ連合会のほうも

ですね、人材育成等もやっていきたいというふうに考えていらっしゃるもんです

から、そういったところで、それをやりながらとにかくまとまりそうなところを

目星をつけていきたいということなもんですから、どこってスポットではなく、

とりあえず町内全域でやってみて、それから、どうにか会になりそうなところに

対してとりあえず補助金をやってみたらどうか、形を動かしていきましょうとい
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うことになっております。とりあえず３地区ということで御連絡をいただいてる

とこでございます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） ８番、どうぞ。 

○委員（本田生一君） はい、本田です。 

今、老人会の中でもですね、もう今、その地区によっては６０過ぎでですね、

もう老人会に入ってくれと、そういう地域もあるんですよ。ですから、今、今後

におきましてはそういう会長等につきましてもですね、昔の８０、９０の方が老

人会長とかなられておりましたけれども、今、地区によってはですね、もう６５、

７０ぐらいの人が老人会長になっていくようなところも出てきているようであり

ますので、今後、そこら辺をですね、助成してもらうとありがたいなと思います。

よろしくお願いしときます。 

終わります。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに発言ありませんか。どうぞ。 

○委員（牛嶋津世志君） １番、牛嶋です。 

予算のことじゃなくて、ちょっと健康推進です。職員の他町村との何か出向と

かがちょっとあったと聞いとるんですけど、そのあたり、もう一回ちょっと詳し

く教えてもらっていいでしょうか。よそから、南阿蘇からだか高森に来られてさ

れてたとか何かそういうのちょっと聞いたことあるんだけど、それはなかったん

ですか。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

ちょっとお求めになってる答えになるか分からないんですけど、まず人材のこ

とにつきましては、一応、昨年度まで熊本県のほうから職員がうちの課のほうに

参っておりました。それから、あとはですね、保健師関係の仕事はですね、広域

的に南阿蘇村と一緒にやるということは今はないと、昔はあったんですかね。以

前は保健師関係は子どもに対してもですね、医療については一緒にやっとったこ

ともあるんですけど、あと思い当たる節といえば。 

○委員（牛嶋津世志君） 職員で南阿蘇から来られとるというような。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 出身者はおりますけどですね。 

○委員（牛嶋津世志君） 何か知らんけど言いよったですね。いやもう一回確認して

からですね。 

○健康推進課長（馬原恵介君） すみません、はい。申し訳ございません。もう一つ

考えられるのが、地域包括支援センターという、要は高齢者対策の部屋みたいな

んですけど、そこが職員ではなくてですね、一応、町の直営で委託というか嘱託
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職員として雇ってるんですけど、そこには南阿蘇村から３月まで一人参っとりま

した。 

○委員（牛嶋津世志君） じゃあ、職員じゃなくてですね。 

○健康推進課長（馬原恵介君） はい、はい。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○健康推進課長（馬原恵介君） すみません。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに発言ありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、１０番、佐伯です。 

今、本田生一委員が老人会のこと言われたね、要するに地域の老人会ちゅうと

は、私たちが議員しとった時、およそ１０年くらいになりましたもんな。かなり

減ってしまいましたね。もう今からのとこは６０歳くらいから老人会入ってくれ

て言われて、もうやがて私たちも入らなん時代になってきよるんですが、それ

じゃあ、ちょっと早すぎる。やっぱり７５くらいからだろうなと思うんですけど

も、なかなかそれにしても、やっぱり地域によってはまだ現役の方がいらっしゃ

るもんですから、なかなか今回、またつくるためのっていう予算立てられとるけ

ども、かなり苦労されると思います。でね、一つの案なんですが、やっぱり私た

ちはお寺あたりの門徒会持っとりますね、総代会とか持ってるんですが、そちら

のほうがね、かなりもう７５歳以上のお年寄りの方たちが多いわけですよ。西蓮

寺さんにしろ光専寺さんにしろ含蔵寺さんにしろ、そういう方たちが多いです。

ですから、もう地域にこだわらずに、できればね、そういうふうにして団体があ

るところで、もう老人会つくられませんかというような、僕は働きかけができな

いものかなと思いますから、それがいろんな制約等も考えた上で御検討していた

だければいいかなと思います。政教分離とかいろいろあるからね、いろいろ大変

だとは思うんですが、そのあたり、もしかしたらでけんことはないと思います。

いろいろ職域で団体つくったりしよったじゃないですか、それと同じな感じでね、

地域にこだわらずに、その団体をそのまま老人会というふうにできませんかとい

うことで、検討していただきたいと思います。それとあと一つ、これも医療費の

問題で出とりますし、今ここで、これ認定こども園はどがんなっとかい。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 福祉です。 

○委員（佐伯金也君） 福祉のほうかな。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 今日の午後というかこの後。 

○委員（佐伯金也君） 野中さんいらっしゃるからお聞きいたしますが、病中病後の

子どもたちの問題、今非常に両親お勤めの方たちがいらっしゃいます。その方た

ちが病院に行くのに、子どもたちを連れて行く時にはお休みにならないかんと、
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どちらかが。非常に頭を悩まされとります。ですから、特に小学校ぐらいならい

いんですけども、小学生以下保育園、幼稚園の子どもたちについては、もう親が

休まなければならないという実態が出とりますね。ですから、その点について医

療のほうと福祉のほうと両方が関係してくると思います。後ほど福祉のほうもお

願いいたしますけれども、そのあたり縦割りでやるんじゃなくして、その辺、横

の連携も馬原課長のほうにお願いをしときますので、よろしくお願いしときます。 

○委員長（立山広滋君） 課長、２点ありましたけれども、答弁お願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

まず１点目でございます。直接的に事務を司ってるのは社会福祉協議会なもん

ですから、その点については、私たちのほうから社会福祉協議会と協議をいたし

まして、先ほどのですね、やっぱり組織化、今は部落会というか行政区単位が多

いもんですから、そこを越えてできるんであれば、そういった方向も考えていた

だくということで、こちらのほうからまた口添えはさせていただく。 

○委員（佐伯金也君） 検討をですね、よろしくお願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） それから、２番目の乳幼児のですね病中病後の件に

つきましてはですね、なかなかやっぱりおっしゃるとおり、今高森のほうではそ

れをですね、対応できるものがないと思います。ただ、今子育て支援センターと

いうのがありまして、計画もちょっと大きいものをつくろうという話があります

ので、その中でどうにかならないかって話は、今後検討する課題にはなってくる

と思いますのでですね、そうすれば、そこで１日いなくてもパートでお勤めいた

だける方も雇用することができますし、それにより保護者も改めて仕事に専念す

ることができるということで、やはり、ただ箱ものをつくるだけではなく、その

中身を入れてですね、内容を充実させるということも必要だと思っておりますの

で、その点については、福祉課とですね検討させていただきたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに発言ありませんか。 

○委員（佐伯金也君） もうありません。 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番、興梠です。 

ちょっと確認だけさせてください。２１ページの健康推進事業費マイナスので

すね、これは今まで住民検診として厚生連が受けていたんですけども、役場の職

員の方が徴収されていたのを、今度は厚生連がもう直接徴収ということで理解し

ていいのかな。 

○健康推進係長（野中裕美子君） はい。 

○委員（興梠壽一君） そういうことでいい。 
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○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに発言ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４２号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 続いて、議案第４３号、平成２７年度高森町介護保険特別

会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係、二子石です。 

高森町介護保険特別会計補正予算書のですね。３ページの歳出。すみません。

歳出のですね、詳細のほうが８ページのほう。すみません。歳出。包括的支援等

事業費のですね、区分で１の報酬から１４の使用料及び賃借料まで組んでおりま

す。こちらのほうは、先ほど言いました生活支援サポーター派遣事業実施に伴い

ますですね、サポーターの育成についての経費でございます。報酬につきまして

は、講師を呼びまして３回ほど講習会等のための講師謝礼。旅費についてはサ

ポーターの費用弁償等で組んでおります。また、事業に必要な消耗品費や食料費

を組んでおります。あと、役務費と使用料及び賃借料ということで、使用料はバ

スの借上料ということで計上しております。 

以上で説明終わります。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 
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これから、本案について採決します。議案第４３号、平成２７年度高森町介護

保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。健康推

進課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） まず、教育委員会事務局関連の議案第４１号、高森町外国

語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

議案第４１号で御提案申し上げました、高森町外国語指導助手の報酬及び費用

弁償に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。今回の条例は非常

勤職員、いわゆるＡＬＴの非常勤職員でございます。報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法を条例で定めるように地方自治法のほうで定められるとおり、今

回、条例を合わせるものでございます。昨年までは、外国語専門の派遣会社と委

託契約を連結し、本年もですね引き続き委託契約を計画いたしておりましたが、

なかなかですね、いい人材というか先生方がですね、ＡＬＴの方がいなくてです

ね、契約をしていないという状況でございます。今回は、町が外国語のＡＬＴと

直接交渉を行いまして、契約をしたいというふうに考えております。それに伴い

まして、非常勤職員の報酬等が発生しますので、条例を制定する必要があるとい

うことで、今回ですね、条例の制定をお願いするものでございます。どうかです

ね、よろしくご審議賜りご決定をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） 質疑じゃありません。議案第４１号につきましては、本会議

中に事務局のほうからも詳しく説明があっとります。町長のほうからもあっとり

ますね。４２号のほうで予算も出させとりますので、指導助手を選ばれる際に、

要望なんですけれども、できれば子どもたちが好きそうな先生を選んで、やっぱ

り好きな先生が授業をすると子どもたちが熱中します。関心が薄い先生が来られ

ると、その科目は成績が下がります。そういうこともありますので、十分に人選



 － 1 0 － 

をされまして、そのあたり要望しときますので、よろしくお願いしときます。 

以上です。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

大変ありがたい御意見をいただきまして誠にありがとうございます。私ども、

本当に頭を痛めておりました。今おっしゃったように、人材がですね、やっぱり

ものをいうということで、実は昨年来ずっと派遣会社やってきましたがどうして

も気に入りませんので、最終的に決裂をしたところでした。したがいまして、い

ろんなところ等々ですね、また尽力のほうをしまして、やはり経験のあるそして

実績もある、ここに推薦書等もありますけれども、もう皆さん方が見ていただい

て、あ、この人ならという方をですね、今考えて今後予算でいただきましたら、

町のために子どものためにやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。ありがとうございます。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番、興梠です。 

従来は派遣会社を通じての雇用ということでしたけども、前任者は１年だった

んですかね、その時の派遣会社との契約は何年だったのかをちょっとお聞きした

いのと、今度、町のほうが直接交渉できるというようなことですけども、任期に

ついてはどのようなお考えをお持ちかをちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○教育長（佐藤増夫君） ＡＬＴの補助についてはいろんな形式がありますが、派遣

会社を経由してる雇用というのは、郡内では高森町だけです。郡市会ではですね。

しかし、そこにいい人材がおれば上手くいくわけで、一昨年まではベテランのＡ

ＬＴがおりましたので、とてもいい制度だということで私ども考えてましたが、

昨年新たな人材になりまして、学校の先生との折り合いが、まずあんまりよくな

くて途中で辞めて本国に帰りました。そして新たな若い方が、日本に初めて来た

方が派遣されて来て、学校現場も非常に困る、そして、これは契約の中で町民の

方の英会話教室も担っておりましたので、そちらのほうからもですね、要望書等

をいただき、これはどうにか町のですね、子どもたちにとっていい人を人選しな

きゃならないというのが大きな課題でございました。したがって、派遣会社とか

なり綿密に、ここの職員も学校現場も一緒になってやりましたが、二人候補を出

しましたが、どうしてもその候補について私どもがこれは高森のためにならない

ということで、したがいまして、派遣会社のほうもですね、もうギブアップしま

して、もうこれ以上できませんという最後通告を３月の終わりから４月にいただ

きました。現在ですね、雇うということになれば、基本的には予算等もございま

すので１年契約でございますが、今日また後で見ていただきますけど、国の大き
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な事業をですね、英語教育の事業をいただいとりまして、これがいわゆる３年指

定ということですので、３年間は少なくともその方を中心に英語教育が、もう全

国的に動くような形にしなきゃならないとうことで考えてるところです。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、分かりました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４１号、高森町外国語指導助手の

報酬及び費用弁償に関する条例の制定については原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

次に、議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

議案第４２号、高森町一般会計補正予算の審議の前にですね、大変、申し訳あ

りませんけど、今資料をお配りしてますが、新教育プランと本会議でですね採択

を受けました委託事業、要するに補助事業ですけど、これの説明を行った後にで

すね、一般会計補正予算の説明に移りたいと思いますけども、そういうことで進

めたいと思いますがいかがでしょう。よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） いいですか、１０番、佐伯。 

その説明を受けます。あと予算の説明なんですけれども、本会議でかなりの質

問があっとります。議員さんたちも、もう１週間前に議案をだいたい見られとり

ます。質問がなかった部分と自分たちが重要だと思う部分、そのあたりをね説明

していただいて、その他については議員さんのほうから説明を求めますから、そ

ういうふうな形でよければそういうふうによろしくお願いしときます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。じゃあ、お願いします。 
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○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

今、おっしゃられたところには感謝させていただきます。新教育プランという

ことで資料を出しましたが、おかげをもちまして、３年間いろんな成果をですね

いただいております。また議会の御協力もありがとうございました。そこに左側

に丸印を３つ付けておりますが、これが本年度、国の委託事業ということで国費

をいただいとる事業でございまして、今回は国や県の施策に乗ってという形で、

本会議で佐伯議員のほうから、町長の国がらみのですね、事業について大変評価

をしていただきまして、私も大変うれしく思いますが、教育委員会もその３つが

本当に至難の業でしたけども取れましたので、それを軸にこれからのですね、新

教育プランを進んで行きたいということでの今回の提案がありますので、どうぞ

お含み置きをいただき、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○審議員（堺 昭博君） 審議員の堺でございます。 

私のほうからは、新規事業といたしまして３つの事業をしとりますので。 

○委員（佐伯金也君） それはもうよか。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

それでは早速ですね、予算の中に入っていきたいと思います。予算の説明につ

きましては、それぞれ担当係長にですね、説明させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

まず、学校教育課のほうからお願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

それでは、予算書のほうを元に説明のほうを進めさせていただきたいと思いま

す。 

始めに予算書の５ページを御覧ください。債務負担行為の補正を行わさせてい

ただきました。追加のほうですが、テレビ会議システムログ解析等の手数料を平

成２８年度から２９年度までに２４９万４,０００円を計上させていただきました。

こちらは、ＩＣＴの遠隔事業を行う際のシステムの設定、また維持管理のほうで

３年間の事業ですので、来年度、再来年度分を計上させていただきました。また

同じく、テレビ会議システムリース料としまして４２６万２,０００円を計上させ

ていただきました。次に廃止の項目ですが、ＩＣＴソフトウェア（コラボノー

ト）の使用料として、２７年度から３０年度までを２４０万設定しておりました

が、これは後の補正でも説明いたしますが、本年度で一括してお支払いをするこ

とに変更することに伴い、廃止を出させていただきました。 

続きまして、１０ページを御覧ください。歳入のほうの説明をさせていただき
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ます。国庫支出金の国庫委託金、教育費国庫委託金の項目ですが、新規事業の一

つでありますコミュニティスクール推進事業委託金として１２８万５,０００円を

計上いたしました。続いて、同じく国庫委託金としまして、ＩＣＴの活用による

教育の質の維持向上に係る実証事業委託金としまして８６４万円を計上いたしま

した。 

続きまして、１２ページを御覧ください。１５款の県支出金の３項県委託金で

すね、教育費県委託金として英語教育強化拠点事業委託金として２９１万６,００

０円となっております。これは実質的には文部科学省が行う国の事業なんですが、

国との契約先が熊本県となっておりまして、高森町は熊本県と再契約を行うとい

う関係で県の歳入に上げさせていただきました。 

それでは、歳出の説明のほうに移らせていただきます。 

２８ページを御覧ください。９款教育費の１項教育総務費の御説明を申し上げ

ます。まず始めに２目の事務局費ですが、１１節需用費のほうに１７５万７,００

０円を計上させていただきました。これは主に修繕費のほうに充てておりまして、

タブレットの修理費、スクールバスの修理費等の修繕費として上げさせていただ

きました。１４節の使用料及び賃借料ですが、こちらも先ほどの債務負担行為の

ほうで削除いたしました、ＩＣＴソフトウェア（コラボノート）というソフトの

使用料として１８０万円を計上させていただきました。１８節の備品購入費とし

まして、小中学校の遠隔授業に使いますマイクスピーカーシステムのほうを４

セットということで６２万１,０００円を上げさせていただきました。 

続きまして、３目の学校教育費に移ります。１節の報酬費としまして、ＡＬＴ

の報酬を８月から３月の８カ月分としまして２６０万円を計上いたしました。ま

た、４月から当初雇用あてしとりました教育指導員が、高森中央小学校の町費教

職員となりました関係から、その分の人件費として２０６万５,５００円を減額い

たしております。９節の旅費ですが、ＡＬＴの通勤費としまして１６万円を増額

し、これまでの指導員が減となったことで１７万８,８００円の減ということで

トータル１万８,０００円の減となっております。 

２９ページに移ります。１３節の委託料ですが、先ほどの説明がありましたよ

うに、これまで英語助手のＡＬＴの派遣会社に支払いを予定しておりました部分、

委託料として４３４万１,０００円がありましたが、これを全額減としております。 

続きまして、５目のコミュニティスクール運営協議会費となります。こちらが

国の事業で採択がありました部分になります。主な支出としましては、８節の報

償費ですが、８月末に開催予定しております、高森町新教育プラン推進フォーラ

ムの講演会の講師謝金として１５万円を計上しております。９節の旅費ですが、
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７月の末に行われます全国コミュニティスクール研究大会等が、新潟県の上越市

で行われますが、こちらのほうに町の教育委員会、学校の担当事務職員等３名が

参加いたしますので、その分の旅費として２７万円を計上しております。１１節

の需用費に移りますが、印刷製本費として２５万円を計上しております。こちら

は、事業が終わった後の事業報告のパンフレットを全町民に配布するための印刷

費と、８月末に行われる新教育プラン推進フォーラムの周知チラシとしての印刷

代を計上しております。 

続きまして、６目の英語教育強化拠点事業費等の説明に移らせていただきます。

こちらも国からの採択が決まりました国の新規事業の部分になります。主な支出

としまして、賃金のほうに１９０万円計上しておりますが、これは主に小学校で

行われます英語の授業に対して、こちら英語指導助手と書いてありますが、正式

には非常勤指導補助員の部分として１時間２,０００円の賃金で来ていただく部分

を年間１９０日来ていただくところの旅費と賃金で計算しております。９節の旅

費ですが、こちら研修旅費として３０万円を計上しておりますが、文部科学省へ

の説明会、協議会等に参加を３回、また先進地視察で、広島県への視察として６

名参加するところで計上しております。１２節の役務費ですが、英検受験料とし

て４２万３,０００円計上させていただきましたが、こちらは小学校５年生から事

業の対象であります中学校、高校生を含めました３５１名の英検の受験料をこち

らの事業のほうから負担をするというものでございます。 

続きまして、７目のＩＣＴ活用実証事業費の説明に移らせていただきます。主

な支出としまして、９節の旅費として３２６万９,０００円を計上させていただき

ました。こちら、研修旅費としまして東京都及び北海道への先進地視察として計

上させていただきました。次に費用弁償ですが、こちら実際、有識者として東京

からと宮崎からの大学の有識者に対して、高森町のほうに来ていただく旅費のほ

うを主に計上させていただきました。 

３０ページのほうに移ります。１２節の役務費としまして、テレビ会議システ

ムのログ解析等手数料として２６１万６,０００円を計上させていただきました。

先ほども説明しましたが、これはシステムの構築また維持管理等の費用として上

げさせていただきました。また１４節の使用料及び賃借料としまして、同じくテ

レビ会議システムのリース料として２００万８,７０４円を計上させていただきま

した。 

８目の教育費、降灰対策費を説明させていただきます。こちらは昨年から続い

ております阿蘇山の噴火活動によりまして、学校施設等にも大量の火山灰が降っ

ております。それの学校施設の火山灰除去費用として２４万円と委託料の学校施
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設のワックス清掃委託として、中学校の体育館へのワックス清掃を予定しており

ます。教育総務費の説明は以上となります。 

続きまして、２項の小学校費の支出のほうの説明をさせていただきます。学校

施設管理費として、修繕料ですね２１３万１,０００円を見させていただきました。

主に高森中央小学校のブランコ、受水槽、トイレの修繕費と高森東小学校のガス

配管の修繕費として上げさせていただきました。また１８節の備品購入費ですが、

高森東小学校の体育館の放送設備の入れ替えとして６２万５,０００円を上げさせ

ていただきました。 

では３１ページに移ります。続きまして、中学校費の説明に移らせていただき

ます。学校管理費として需用費４０万７,０００円を計上させていただきました。

こちらは、高森中学校の少年消防団が今年２年生が１６名増加したことに伴いま

して、作業服等が不足しておりますので、それの購入費として上げさせていただ

きました。１８節の備品購入費ですが、高森中学校の業務用の電話機が、もう老

朽化して度々電話がつながらないということでありましたので、現在置いてあり

ます８台を入れ替えるところで８６万４,０００円上げさせていただきました。学

校施設管理費に移りますが、修繕料として５４万８,０００円上げさせていただき

ました。これは高森中学校の太陽光パネルの計器の交換、また高森中学校の多目

的トイレの改修として上げさせていただきました。委託料ですが、高森東中学校

のトイレのほうが現在ちょっと使えなくなっておりますので、これを屋外兼用ト

イレとしてつくり直すための設計委託料として上げさせていただきました。 

学校教育係からの説明は以上です。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。よろしくお願いします。 

ページは３０ページをお開きください。８目の教育費、降灰対策費の中で７の

賃金で町民体育館火山灰除去賃金として４８万円上げさせていただいております。

これにつきましては、町民体育館のほうにも火山灰が降っておりますので、それ

の除去賃金として４８万円計上させていただいております。同じく１４節の使用

料及び賃借料の町民体育館火山灰除去機械借上料として１３万円同じく計上をさ

せていただいております。 

続きまして、３１ページを御覧ください。６項の２目社会教育総務費の中で負

担金補助及び交付金で４公民館の改修工事を上げさせていただいております。こ

れにつきましては、公共的施設整備事業補助金で１０分の４の補助とさせていた

だいております。 

続きまして、３目文化財保護及び文化振興費の１１需用費、印刷製本費ですが、

これにつきましては、昨年までおられた竹田先生のほうが３年間高森町の文化財
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についていろいろまとめられております。これの印刷製本費といたしまして３７

万８,０００円を計上しております。一応、ここに持って来てますけど、こういう、

また分かりやすく写真付きで高森町の文化財ということでまとめられてますので、

一応、これ５００部印刷する予定としております。 

続きまして、４目の地域改善対策事業費の中で、１４節使用料及び賃借料につ

きましてですが、今年度、２０１５年度が熊本県人権教育研究大会が阿蘇市体育

館をメイン会場にですね、１０月１７、１８日に開催されることが決定しており

ます。これにつきましては、約３,０００人規模の大会となっております。その中

でのバス借上料といたしまして、中型バス２台で２日間ということで２６万円計

上させていただいております。続きまして、負担金補助及び交付金ですが、これ

も今説明いたしましたが、熊本県人権教育大会が阿蘇でありますので、それの資

料代で３,０００円×２００名で６０万円、弁当代といたしまして７００円の２０

０名の１４万円、合計７４万円をですね高森町人権同和推進協議会のほうに補助

をいたしまして、そこから各部会のほうに資料代と弁当代を流していきたいとい

うふうに思っております。これにつきましては、阿蘇管内の市町村全てを補正予

算で対応するということになっております。 

３２ページをお開きください。６目の町民体育館等管理費の中で委託料という

ことで、９７万９,０００円上げさせていただいております。これにつきましては、

来年度が平成２８年度熊本県民体育祭が阿蘇大会で開催されます。高森町におい

てもソフトボール男子が町民グラウンドで開催されることが決定しております。

その中で町民グラウンドのほうがですね、建設後３０年以上経過いたしておりま

して、一度もネットの改修工事を行われておりませんで、防球ネット等が腐食し

て非常に危険な状態であるための、設計委託とさせていただいております。続き

まして、１５工事請負費です。町民グラウンドナイター照明改修工事で１６５万

３,０００円上げさせていただいておりますが、現在、町民グラウンドのナイター

設備につきましてが、以前はコインのタイマーで入れてましたけど、それが

ちょっと壊れておりまして、現在教育委員会職員が、ある時は強制でつけて強制

で消すということを対応しております。それでそこのタイマーが壊れております

ので、それを修繕するのと、ナイターの電球が切れている電球がありますので、

それの電球取替えとタイマー改修工事を行うようにしております。続きまして、

同じく先ほど説明いたしましたが、町民グラウンド防球ネット改修工事というこ

とで１,７４８万円計上させていただいております。これにつきましては、先ほど

説明しましたが、防球ネットの改修工事を実施したいというふうに思ってます。

工事の内容といたしましては、今、防球ネットがグラウンドに４つありますけど、
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入り口側のネットと一番奥のネットを土台から改修していきたいと思います。両

サイドにネットが付いてますけど、それも全て改修をしたいというふうに思って

ます。一応、かなり腐食してますので、来年の県大会のためにもですね、選手の

皆さんに安全安心の環境でしていただくためにも今回補正させていただいており

ます。 

以上です。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係の中川です。よろしくお願いします。 

補正予算書の３２ページをお開きください。２目学校給食費について説明いた

します。１１節需用費の修繕料ですが、４２万７,０００円予算計上しております。

主な内訳についてそれぞれ説明いたします。まず始めに中央小調理場におけるＬ

ＡＮ配線工事に８万６,０００円予算計上しております。これまで、ＬＡＮ配線が

なく栄養教諭が職務上、情報を収集することが難しい状況でした。しかし、ＬＡ

Ｎ配線によりインターネットが使えるようになり、より素早い情報収集が可能に

なります。続きまして、中央小調理場のボイラー循環ポンプ及び安全弁取替工事

に１４万４００円予算計上しております。これは中央小調理場稼働から２３年が

経過しておりまして、設備の老朽化による改修工事です。続きまして、突発的修

繕対応分としまして２０万円予算計上しております。これは東中調理場、中央小

調理場共に稼働から２０数年が経過しておりますので、突発的な修繕等にも対応

できるように予算計上させていただきました。 

以上が学校給食係からの説明となります。 

○委員長（立山広滋君） 今、住吉係長が説明したネットで、たぶん１,７４８万しま

すと。ちょっと。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） すみません。１,０７４万８,０００円です。すみま

せん。失礼しました。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番、興梠です。 

いただいた資料の中で、事業説明等は記載してありますけども、委託事業、文

部科学省からの委託事業ですね、３つ持って来ていただいております。本当にす

ばらしい事業をですね持って来ていただいてますけども、これは、日本でですね、

どのぐらいの実証事業ですかあるのかですね、そこを高森町がモデル校として選

ばれたということですので、そこのとこをですね詳しくちょっと説明をいただき

たいと思います。それから、この事業の中で一つですね、人口減少社会における

ＩＣＴの活用の教育の質の向上については少し詳しく説明をいただきたいんです

が、３月の一般質問でもあったかと思いますけども、特に東中においては１学年
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が生徒数の中で女の方が１名というような、大変少ない生徒数になってきており

ます。今後、学校の存続についてもですね、いろんな問題が出てくるかと思いま

すけども、こういった問題に対してどのような対応ができるのか、それと現在の

教育長にありまして、高森町の教育プランも立ち上げられてですね、すばらしい

事業がなされています。それでホームページ等も何万件というようなアクセス数

があるということですが、私は単純に思いますと、高森町の教育のやり方に対し

てですね、皆関心があると思います。そこで子供たちがここの授業を受けたいと

いうような、たぶん、そういう方もおられるんじゃないかと思いますけども、実

際ここの教育を受けたいとかそういう話が今までなかったかどうかですね、そこ

もちょっとお聞きしたいと思いますが、よろしくお願い申し上げます。 

○教育長（佐藤増夫君） 私のほうがまとめてお話させていただきたいと思います。 

３つの事業につきましては、文部科学省のいわゆる地方創生とか人口減少社会

を見据えたいわゆる目玉事業というところ、それが３ついただいとります。 

まず初めの首長局との共同によるというのは、本年度、新たな事業として文科

省が打ち出しました。教育委員会制度が変わりまして、首長局との共同をどうす

るかというところで、高森町は新たな学校をモデルに新教育プランそのものを全

て、全校をですね公募で申請いたしまして、審査結果は大変優秀な施策であると

いう評価を受けて採択をいただいております。全国で４地域ということで文部科

学省が打ち出しています。 

２番目の英語教育強化拠点事業ですが、これはですね全国で２２カ所というこ

とで、実は昨年度からこれは始まった事業でして、昨年度、熊本市が錦ケ丘中校

区です。熊本市が１年早く受けとります。熊本県は受けておりませんでしたので、

これは是非、県教育してほしいということで文科省にお願いをされて、県の教育

委員会が採択した事業でござまして、じゃあ、それをどこでどうするかというと

ころで、高森町が新教育プランで英語教育をやっておりましたので、是非、採択

して高森町がその指定校としてやってほしいということで、特に県の教育委員会

のほうからですね、肝入りで。したがいまして、英語の教員が二人加配されまし

て、予算規模も１年３５０万ですけれども、県が５０万であとの３００万は高森

で使うという形で、文科省や県がですね、肝入り事業として動かしていくという

ことで、県の教育長もいろんな会議のたびに英語拠点事業を今からやります、高

森町でやりますという形でされとります。今後非常に、その英語教育は動いてい

くのじゃないかな。九州でもおそらく２カ所か３カ所ぐらいしか取れてない事業

をいただいております。県教委のほうから非常に。 

それから、３番目の人口減少社会というこの事業は全国で９カ所という数で、
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これとてもやはり、予算規模は１,０００万で３カ年ということで予算規模も大き

かったんですけれども、かなり学校現場、県の教育委員会等もですね支援をいた

だき、私どもも相当力を入れて公募申請にですね応募したところですが、これも

無事に採択をいただいております。この事業につきましては、文部科学省が説明

の中では教育の質の維持向上というところで、この維持向上というところにこの

事業の大きなポイントがあるということで、どんどん人口が減少していく中で統

合も難しい地域等がですね、やっぱり全国に広がっている。そこにできるのは、

もうＩＣＴではないかということがいろんなところからいわれていますが、そう

いったものから日常的に遠隔授業等を通して子どもたちの教育が維持向上できる

というところをですね、狙った事業です。先ほどもありましたが、ホームページ

が今の形になって２年になるんですけど、高森町の４校に、４１万８,０００件の

アクセスが行われています。その中で一番多いのが高森東小が１５万件です。高

森中は１２万件ということで、もう、いろんなところから今そういう小さな学校

にもアクセスがされている時代になってきています。なお、この事業については、

とても４０から５０の応募があったと聞いておりますけれども、高森町は先駆け

て県の教育委員会の指導で、この遠隔授業等については今までも取組みしとりま

して、昨年９月には朝日新聞本社から取材があって、朝日新聞の１面に紹介させ

ていただきました。それが終わった後にすぐに京都府議会の議員さん方が視察に

来られました。それはやっぱり人口減少社会でどんなふうに動くのかということ

で。それから現在ですね、青森県の弘前市の教育委員会から近々視察ということ

で来ておりまして、先日は島根県の隠岐の島の議員さんたちが視察させてほしい

という、今依頼のほうが来ておりまして、今後のですね、いわゆる人口減少社会

をどうするかというところをですね、今後の教育の大きなテーマになる部分、そ

こを今度、高森町が実施すると、なお、その東小だけが恩恵を受けるんじゃない

かというような考え方もありますが、これは高森中央小、高森中学校もですね、

同じように連携することによっていろんな教育が展開できるんじゃないかと思っ

ていますし、また、それを土台としまして、今度は他地域との結びつきというか、

そういったところもできるようになってくると思います。先日、高森中でも生徒

が一人入院したということで、その子の病院とを結んで授業を提供するという試

みなども出てきておりまして、これからのですね、大きな教育の方向性になるこ

とは間違いないんじゃないかなと思います。そこを、今後力を入れてやりたいと

いうふうに思ってます。東京工大の清水先生という全国的な方がいらっしゃるん

ですけど、その方もここのいわゆる運営委員という形で入っていただくというこ

とで、県教委のほうも全面的に応援をしていただいているようなことです。よろ
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しくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） ３番、興梠です。 

一番最後にちょっとお尋ねしました、今まで転校したいとか転入したいとか、

そういう声はなかったのかちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

高森に転校したいという声はありましたが、これは教育委員会としては、これ

は就学の原則が住民票に基づいて就学を受け入れるということですので、越境入

学とかいうようなこと等については就学の法に合いませんので、ですから、そう

いった形で高森に住民票を移していただくということであれば、これはもう通常

大いに受け入れますという形で話をしていますが、そういうふうに高森でできる

ならという声は２、３は実際あったのは事実です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、分かりました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） ちょっと予算とか私もちょっと外れますが、今はＩＣＴの

個別授業ということで始まりましたですね。それで、ちょっと私の前、ＰＴＡ

やってた頃からいつも思っとったんですが、寄り合って議員がこうやって審議す

るのはですね、ずっとやられてたと思うんです。学校のほうの現場を議員のほう

がどれだけ把握されとるか、逆に議員のほうがですね、もうちょっと学校のほう

に出向くようなことをやらんと、ここの机上の討論だけでいつも終わってるん

じゃないかというのが一つどうも気になってですね。質問で選ぼうと思いました

けど、これは、議会の議員のほうから学校のほうに、ちょっと校区内の議員だけ

ど案内をしてくれとかいう申し立てが前からあったらしいんですが、校区内外の

議員さんだけの案内とかだけじゃなくて、もう議員全員にですね、こういう学校

の地域事業とか新教育プランの事業内容とかを案内をいただいて、議員のほうも、

要は学校全体を見通して現場のほうをちょっと把握することもやらないかんかな

と思いますので、教育委員会のほうから学校のほうにもう一回、ちょっと話して

いただいて議員全員で、一応、来る来ないは別にして、案内とかは出してもらう

ようにお願いしたいと思いますので、そこを事務局長、よろしくお願いします。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

今、要望というかありました件についてはですね、学校とも協議しましてＩＣ

Ｔ関係の研究発表会等につきましては、議員さん全員にですね御案内を出して来

ていただきたいというふうに考えておりますので、その時はよろしくお願いした
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いと思います。 

○委員（牛嶋津世志君） ＩＣＴの時だけ。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） ＩＣＴも子どもの分とも含めてですね。 

○委員（牛嶋津世志君） 一応、来る来ないは自分たちの都合と思いますから、一応

全員にお願いしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

ちょっと３２ページのこの表の中でね、町民体育館と管理その辺の委託料、工

事請負費が出してありますけどね、これはもう先ほど、係長からも言われました

けどれも、来年、県民体育祭が高森でございます。今、皆さんが御覧になってい

ただくと分かりますけれども、もうネットがグラグラしております。これはもう

こういう予算組んでいただいとりますけども、体育館ですけど、今度は逆に体育

館のほうが雨漏りがだいぶしておりますけども、それの対応はいかがなされてい

ますか。お聞きしたいと思います。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

体育館の雨漏りにつきましては、今現在は簡単な修繕はできるんですけど、大

掛かりになると、もう何億とかいう改修になるので、それはちょっと、今のとこ

ろまだ考えてはいません。雨漏りにつきましては建設当初からずっと雨漏りをし

てる状況なんですけども、改修になると、ちょっと大掛かりな改修になるので、

そこはちょっとまだ考えておりません。 

以上です。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

その辺は雨漏りの分は箇所箇所の簡単な補修はやってましたか。簡単な補修は。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 係長から説明します。簡単な補修はできます。 

○委員（本田生一君） それでもいいですから、なるべくですね、下に利用してる方

がですね、体育館の中で雨漏りするというのは、こがん体育館あるですかとかい

ろいろ言われるでしょ。ですから、そこら辺はできるところだけでもいいですか

らね、応急処置じゃありませんけどもね、大々的にやるならもうそれは金額がね、

つくったほうがええごっなかかねては思う。よろしゅうお願いしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（興梠壽一君） よかですか。３番、興梠です。３点ほどちょっとお尋ねしま

す。 

２９ページのですね、英語教育強化拠点の中で英検の受験料を負担していただ

いとりますけども、３５１名分ということですが、今までの等級と級ごとの合格
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率、分かりましたら簡単でいいですがちょっとお願いをしたいと思います。 

それから、その次のページですね、テレビ会議システム、これはどのような事

業なのかをもう少しちょっと詳しく。それから、それによっての効果をですね、

どのようなことがあるのかをお尋ねをしたいと思います。 

それと、先日でしたか小中一貫の法案ですか、ちょっと詳しく分かりませんけ

ども、小中一貫について何か法案ができたということですが、この辺について少

し詳しく説明いただきたいと思いますが。もうこれが通りますと、小学校中学校

の区別が大変つきにくくなると思いますけども、小中学校の一つになるのか、そ

の辺もちょっと含めてですね、一つお願いをしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、じゃあ、どなたか。英検。 

○学校教育係長（法花津和明君） 資料がちょっと手元にないんですけど。 

委員長。学校教育係長、法花津ですが、英検の資料のほう、ちょっと取り寄せ

で退出したいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。じゃあ、テレビ。 

○審議員（堺 昭博君） 審議員、堺でございます。 

テレビ会議システムにつきましては、今、４校をテレビ会議でもう現在結んで

授業を進めています。この事業に関しましては、例えば、教室の後ろにカメラを

据えて前の板書を映すわけですが、非常に今のままでは画像が荒い、それと声も

少し音質が悪い。専用機をリースいたしまして、それで４校を結ぶ。１台は教育

委員会に置いて役場と学校を結ぶというようなことをやっていきます。授業の中

では、例えばＡＬＴのネイティブな発音を全ての学校に共有する。もしくは、児

童生徒数が少ない教室の中で、例えば意見の言い合いをする時、たくさんいろん

な意見出たほうがより深まっていくわけですね。ですから、その練り合いする場

面で大きな学校とつないで、同じ課題を与えて子どもたちに考えさせて深めさせ

ていくというようなことをやっていきます。その中で子どもたちの思考力や判断

力、それから問題解決、課題解決能力とかそういったものを育んでいきたいとい

うふうに考えています。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

小中一貫教育について少しお話しさせていただきます。高森町教育プランの重

点施策にコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育ふるさと教育というこ

とで、高森町としてはこの小中一貫教育については、この新教育プランのですね

一つの重要施策として今まで進めてできていきます。そのために、コミュニティ

スクール等のですね、しながら中学校区ということでやってまいります。そうい

う前提がございますが。それともう一つは、文部科学省の教育課程特例校という
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制度を田中真紀子文部科学大臣時代にいただきまして、小中一貫の英語教育とか

ができる特別なものもいただいて、今、高森の新教育プランも動いてきたんです

が、一昨日、成立しました改正学校教育法はどういうことかといいますと、今ま

でそれは、いわゆる地域、各自治体が主導でやっていた部分があったんです。例

えば東京の三鷹市、今度は羽犬塚。三鷹市はコミュニティスクールを中心とした

小中一貫です。東京の品川区は施設一体型でやってきた小中一貫教育。ところが

学校教育法上は、小学校、中学校という制度しかございませんでしたので、小中

一貫校という制度をですね制度化してほしいという動きがずっと、いわゆる現場

から国のほうに声が上がってきて、ようやく今度の通常国会に議案が上程されて、

それが成立したということで、来年の４月１日から、本年度は教育委員会でした

が、今年度の文科省の目玉事業は実はその学生の改革なんです。ところが、御承

知のように選挙制度のことが出たもんですから、あれが一番やってきて小さくし

か出てこなかたったんですけど、平成２２年に今の学生がされて大きな改革なん

ですね、ですから、来年度の４月１日からは地方自治体で従来の小学校、従来の

中学校、それと新たにできた言葉が義務教育学校、これをどういうふうに自治体

が学校を進めていくかということを、自治体が選択するようになってきます。そ

の義務教育学校についてはですね、二つの種類がありまして、実は地方教育新計

画、創生会議の中ではですね、実は小中一貫校という言葉を使った学校、いわゆ

る施設が一体になった学校なんです。もう一つは小中一貫連携校という形で初め

は出ていたんですが、仮称だったんですけど、そういうふうに同じ義務教育学校

でも、いわゆる施設が一体になった学校でやるところと、それから施設が一体

じゃない、例えば高森中と高森中央小は離れています。しかし、それを義務教育

学校という形で指定すれば、これも義務教育学校なんです。じゃあ、義務教育学

校と一般の学校はどう違うかといいますと、義務教育学校は私どもが文部科学省

に規制緩和があってますので、例えば、そういうように特例校とか、いろんな手

続きをしながら、うちが英語教育ができるようにふるさと教育ができるようにと

やっていたことが、一切そういったのを抜きにして義務教育学校は、その学校で

自治体がある程度任された形で教育課程が組める。高森町が今やっているような

ところあたりが、もう手続きせずにそういうとこはできるというところで、そう

いうようになったんです。いわゆる今やってる英語教育やいろんなところがどん

どんと全部膨らんできていますが、そういったものが、もっと手軽にできるよう

な学校制度に変えるということなんです。したがって、来年４月からがどうなの

か。だから高森で考えますと高森東は施設一体型等に向いています。しかし、完

全な施設一体型じゃありません。でも国の出方がまだ分かりません。施設一体型
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は基本的には校長一人になりますので、そうした時に、校長も一人になって事務

職員も一人になって養護員も一人になってということで、国がうまい具合に人員

を減らすために持ってくるならば、それはあまり乗らないほうがいいわけですの

で、少なくとも連携型の施設分離型の義務教育学校についてはですね、もう来年

の４月から高森町は動く、そういうそじょうにありますし、それは得策じゃない

かと思います。今後また教育委員会内部とかそういったのが具体化した中で検討

していく。そういう形になると思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、ありがとうございました。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） 待ち時間の間に一つ。１番、牛嶋です。 

学校給食でちょっとお尋ねします。以前に学校給食は外部委託をするような計

画で上がっとったと思うんですが、予算等にあったつが。そこら辺はどういうふ

うな経緯があったかちょっと教えてもらっていいですか。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

給食等の外部委託についてはですね、その後の教育委員会、私もう３年目にな

りますけども、私が赴任してからは話があっておりません。ということは、今の

状況のままで推移をしていく。役場がですね非常勤職員を雇って、そのまま推移

していくのではないかというふうに考えとります。外部委託についてはですね、

委員会内部では話を進めておりませんので、ないというふうに考えておりますが。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、１０番、佐伯ございます。 

細々と説明をしていただきまして、ありがとうございました。あんまり質問は

したくはないんですけれども、ただ、今、教育長のほうからお話がありました、

小中一貫とか英語の問題、ＩＣＴの問題ですね、私もあんまり関心はなかったん

ですよ、最初はね。今回、議会に当選をいたしましていろいろ町長のほうから説

明を聞いたり、教育長の説明を聞いたりした時に目が輝いてくる、非常に夢が

いっぱいなんですね、要するに、テレビ会議システムについても一緒なんですけ

れども、結果、今、堺先生が言われた４校をして、そして病気で入院された子ど

もに対してそれを使ったりという話で、今後については、やっぱりそういうこと

が十分必要になってくるんだろうな。要するに、不登校の子たちが少なからずい

らっしゃいますから、その子たちをどうにか引き出したいと、学校も一所懸命

やってるんですけども、なかなか今難しい状況ですね。しかしながら学力が落ち

ることだけは避けてもらいたいということで、そういう方面にも使えるわけです。
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それと、小中一貫の中で高森の場合は独特なんですが、外輪山の中にある小学校

と中学校、そすと、山東部にある東小学校と東中学校、今、言われたとおり小中

一貫、施設でいけば東のそっちは一貫できるんだと思う。ただ、高森はもうこの

パイの中で感じればね、小中一貫だといえば一貫だと思うんですけれども、非常

に事業が展開しやすい、そういう環境にあると思います。よその学校も見に来る

と思うんですけれども、そこあたりで人員の配置が私も非常に心配です。小中一

貫につられて手を上げたところで、言われたとおり校長は一人、要するに本校に

分校を置いたような形で見られると怖いな。要するに、中学校が本校で小学校が

分校みたいな取り扱いの小中一貫の形にきたなら、非常に怖いと思います。です

から、そこらあたりについては十分の文科省の動きを見ていただいてですね、そ

ういうことがないように気を付けて動かれたらいい。ただ、高森の場合は山東部

とこの高森の町内があります。将来的には小中一貫の中で義務教育学校とかいう

言葉が出てくる中で、再編を迫られる時期が来ると思います。どの辺までどうい

う形で再編をするのかということも踏まえた中で、小中一貫と義務教育校という

のをタッグを組ませて、うまく住民の方たちを納得させる形でやっていただけれ

ばいいかな。そうすることが、やっぱり将来的には子どもたちの公平公正な教育

を受ける権利、義務教育、学校ということでうまくいくと思います。あと幼稚園、

すこやか子育て支援、認定こども園、これ文部科学省と厚生労働省が、当時は保

育園も半場強制的に認定こども園にしなさいということだったんだけれども、今

年になって、去年か、保育園についてはまだまだということで、幼稚園だけは認

定こども園制度申し込まれとったがいいということで、これも文部科学省の範囲

内、将来的には小、中、認定こども園、これ三つを連携した形のおそらく姿に

なってくると思います。ですから、教育長はいろんな情報をお持ちですから、そ

のあたりについてもですね、十分先読みをした形で進んでいただきたいなと思い

ますので、よろしくお願いしておきます。これは質問じゃないです。私の要望で

いいです。 

○委員長（立山広滋君） よかですか、もう答弁は。 

○委員（佐伯金也君） 答弁はいいです。それとあと一つ。本田議員が質問された、

あそこの、今はあそこ何ちゅうと。町民グラウンドですね。フェンスのあれ。こ

れ設計委託料が組まれてます。これはあら設計委託料と工事費は、私、一緒じゃ

ないだろうかと思うんですね。要するに、内容的に設計を見てもらって設計を頼

むから設計委託料なんだろうけど、僕は工事請負費の中でね、見た目でもう一発

つくり直しで頼めば済むことじゃないかなと僕は思っとります。できるだけ経費

を下げてください。今回見てみれば委託料が非常に多いんですね。確かに専門は
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専門の方たちに委託を頼むことが一番、より一層の効果を得ることだと思うんで

す。無駄も減らすことだとは思うんですが、委託料というのは向うが出してきた

金額ですから、交渉できる分については交渉をして、より一層の金額を下げてい

ただく努力をよろしくお願いをしたいと思いますので、これ要望です。質問はし

ません。教育長のほうには将来的には、教室にどっか、もしかしたら東小学校の

子どものところにスクリーンじゃないけども、何ちゅうかな、今テレビでやって

る物体が出てくるじゃないですか、ずっと、３Ｄじゃない、ね、もしかしたらＩ

ＣＴはね進んでいってるんだから、ＩＴからＩＣＴになったんですよ。ね、だか

ら離れたところに離れたところから先生が黒板の前に出て行って、子どもたちに

授業をするということも将来的にはないとは言えないと。私はそういうことも可

能だと思うんです。ですから、そういうことも含んで、やっぱりこれだけ少子化

が進んでおるんだから、地域の一番になるように、国内の地域の一番になるよう

にですね、少子化進んでいるけども、学校教育は一番だといわれるような先進的

な、一応、事業を探して、またこれ以上にですね、この事業に安心せんでやって

いけるように、ちょっと荷は重たくなるかもしれませんが。 

○教育長（佐藤増夫君） 私はいっぱい指導される。 

○委員（佐伯金也君） お願いします。それと住吉君が言った文化財のあれ、冊子印

刷製本代、以前教育委員会が何か出したね。何か文化財のあれで本を。高森町か

何か。あれ教育委員会で出したつかどうか知らんけども、何か出とった。（「い

つ頃。高森の心。」と呼ぶのもあり）それかな。（「３冊」と呼ぶ者あり）それ

じゃない。厚いほう。黄色いほうです。（「私たちの高森町」と呼ぶ者あり）何

か歴史が載ってるやつ。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 小学生の社会科付属本ですか。 

○委員（佐伯金也君） そんなそんな。それとあといっちょまたあったよ。何か文化

財のつが。甲斐、何だったあの人。甲斐有雄さんの件以来書いてあったりしとっ

とがあった。 

○教育長（佐藤増夫君） 甲斐有雄さんのは社会科の副読本にもちょっと出ておりま

すし、それから「高森の心」も出てます。 

○委員（佐伯金也君） 出とった。ところがね、皆ねかさばるんです。要するにポイ

ントチャンネルがあるわけね。確かにそがんして冊子にして出すことはいいこと

かもしれない、しかし、言っちゃ失礼だけども、あそこの中部清掃センターの古

本センターに行ったら本の雑誌が出とるといいます。そんなには出てないと思う

けど可能性はあるね。そんな取扱いをされるような可能性もあるわけだから、も

う少し関心が持つように、あなたたちが満足するんじゃない。住民が満足するよ
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うな内容よろしくお願いをしておきます。 

○委員長（立山広滋君） はい、今のは答弁はよかですか、要望ですか。 

○委員（佐伯金也君） はい、要望です。全て要望です。 

○委員長（立山広滋君） はい、法花津係長どうぞ。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

先ほどの英検の件についてお答えさせていただきます。高森町ではですね、小

学校、中学校の英検の受験者に対して年１回受験についてですね、受験料のほう

の補助を行っております。昨年がですね、高森中央小学校のほうでですね、４０

名ほど、はい。児童英検というのを受験されまして、高森東小学校で１０名受験

されております。児童受験というのはですね、合否ではなく正答率を出す方式に

なっておりまして、こちらがブロンズという。 

○教育長（佐藤増夫君） いやそれはいいから、中学校の英検のことを。 

○学校教育係長（法花津和明君） じゃあ、中学校のほうで、はい、すみません。で

は東中学校のほうですが、英検３級、英検４級の受験者が１００％の合格と、英

検５級の合格率が８８.９％となっております。高森中学校がですね２６年度の資

料がちょっと見つかりませんで、２５年度でお答えさせていただきます。平成２

５年度の高森中学校が、英検準２級が５０％、３級がですね６８.４％、英検４級

が８４.２％、英検５級が７６.６％の合格率となっております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、ありがとうございました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに。はい、どうぞ。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長の佐藤です。 

先ほど、国の事業で英検の受験料が出てきたのは、高森高校も今回の事業に

入っていますので、あの高校と言ったのは高森高校です。だから町内の小学校、

中学校、高森高校の児童、生徒が受ける英検の費用を国が負担するという、それ

がそこに予算が出ていたところです。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４２号、平成２７年度高森町一般
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会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、教育委員会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。

教育委員会事務局の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、委員会再開します。 

本委員会に付託されました住民福祉課関連の議案第４０号、高森町ひとり親家

庭等医療費助成に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） はい、住民福祉課長の阿南です。 

今回の条例につきましては、先日の本会議で説明しましたように、現在償還払

いで行っている制度はですね、町内の病院等に限り現物給付に変えるための改正

であります。具体的に申しますと、現在は病院を受診した際にですね。窓口にお

いて保護者に一度現金を支払ってもらい、その後、助成金の申請手続きをしても

らっていますが、今度の改正におきましては、本人の３分の１の負担分を支払っ

ていただき、３分の２はですね病院のほうから直接役場に請求してもらう制度で

ございます。よろしいでしょうか。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） はい、続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４０号、高森町ひとり親家庭等医

療費助成に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決
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定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 次に、議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予

算についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課長の阿南です。 

ページに従いまして、担当係長のほうから説明させていただきます。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい、福祉係、岩下です。 

補正予算書の１０ページをお開けください。１４款２項３目の３節子育て支援

交付金でございますけども、こちらにつきましては、子ども子育て新支援制度の

施行に伴いまして、平成２７年４月１日からの子ども子育て新支援制度の施行に

伴いまして、国のほうでですね、子育て支援交付金事業というのがありまして、

それに事業の交付申請をしている事業でございます。この延長保育事業につきま

しては、これまで高森保育園のほうで実施されておりました。次の放課後児童健

全育成事業につきましては、町のほうから高森幼稚園のほうに委託をしておりま

して実施しております。次の地域子育て支援拠点事業につきましては、今ある子

育て支援センターの人件費及び運営費に充てるように交付申請をしております。

次の一時預かり事業幼稚園型につきましては、高森幼稚園さんがですね、平成２

７年４月１日から認定こども園高森幼稚園というふうに移行されましたので、そ

の認定こども園の中の幼稚園の部分、１号認定を受けてらっしゃる方の分で一時

預かり事業というのを実施するように交付申請をしております。その補助金でご

ざいます。国が３分の１、県が３分の１、町が３分の１の割合でこの事業を実施

することになっております。 

続きまして１１ページをお開けください。１５款２項３目の８節放課後子ども

プラン推進事業費補助金ですけども、こちらは県の補助金で、従来、県からのみ

補助金あっとりましたが、先ほど言いました、子育て支援交付金のほうで対象に

なっておりますので減額をさせていただいておりまして、その次の１１節の子育

て支援交付金のほうに予算計上をさせていただいております。（「１０節だろ」

と呼ぶ者あり）１１節です。（「これは１０になっとるぞ」と呼ぶ者あり）１０

節です。すみません。間違えました、すみませんでした。申し訳ございません。

１０節の子育て支援交付金です。 

はい、以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

一応、歳入のほうの大きい項目については以上です。続きまして歳出のほうの
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説明に移らせていただきます。よろしくお願いします。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係の岩下です。 

１８ページをお開けください。３款１項１目の社会福祉総務費でございますけ

ども、１１節の需用費、こちらにですね、食糧費のほうで敬老会及び金婚ダイヤ

モンド表彰の経費として食糧費を計上させていただいております。次の１９節の

負担金補助及び交付金でございますけども、こちらは社会福祉協議会のほうで在

宅老人福祉事業ということでサロン事業を実施されております。このサロン事業

の実施にあたりまして、より専門的な指導員をですね、技術習得のために、育て

るために臨時職員を雇用するということで、７月から３月までの分の臨時職員の

賃金をここに追加で計上させていただいております。金額的には１００万８,００

０円です。 

続きまして、２０ページをお開けください。こちらにつきましては、３款２項

４目の２０節扶助費でございますけども、こちらに認定こども園高森幼稚園の一

時預かり事業ということで２４７万２,０００円を計上しております。こちらは、

先ほどの子育て支援交付金の中の事業にありました、一時預かり事業の経費をこ

こに歳出項目として計上させていただいております。同じく、７目の子育て支援

対策費ですけども、こちらのほうでですね、１１節需用費で６４万２,０００円計

上させていただいております。内容としましては、消耗品で３万円、修繕料で６

１万２,０００円を計上しておりますが、この修繕料につきましてはですね、現在

使用している建物が築約６０年を経過しておりまして、壁の側面ですね、汚れが

激しいことからですね、子ども関係の施設として見た目も明るくするために壁面

を塗装するための費用です。一応ですね、４面の壁全面をですね塗装する経費を

ここに計上させていただいております。 

補正予算につきましては、主な項目は以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

色見保育園、高森東保育園のですね予算について説明させていただきます。本

来ならですね、各園長が来て説明するとこですけども、業務が入っておりますの

で私のほうから説明させていただきます。 

２０ページをお開きください。２０ページの５目ですね、色見保育園です。大

きいものを言います。１１節需用費の光熱水費、これは電気料になります。当初

ですねちょっと見込み額のほうが少なくなってきましたので、今回、増額させて

いただいております。それと備品購入費１５８万円ですね、ユニットプール１３

０万円。これは園児用の夏のプールでございまして、昭和５４年購入以来のを使

用しておりますけども、老朽化が著しくてですね、今回購入したものであります。



 － 3 1 － 

それと園庭用の倉庫を１台購入したものであります。続きまして、高森東保育園

につきまして、賃金につきましては、臨時職員を１名、７月以降ですね雇用する

ものでございます。本年度ですね新入園児が多いことや職員にちょっと長期の入

院治療の必要が生じまして、９月ではいずれにしても間に合いませんので、今回

ですね補正するものであります。それと同じく備品購入費１３０万円ですね。ユ

ニットプールを、これも先ほど申し上げましたように昭和５４年以来使用してお

りますので、老朽化が著しく今回購入するものであります。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） １０番、佐伯です。 

子どもの一時預かりですね、今までは幼稚園のほうで延長保育もされとったし

ですね、十分いいと思うんですが、あと、昔の信用組合の跡、あそこの支援セン

ターのほう、今度塗装するところだろ。あそこのほうでもされとるけれども、大

体１日でさ、どの程度の利用者があるもんだろうか。あそこの信用組合の跡は。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

ご質問にお答えします。子育て支援センターのですね１日当たりの使用人数で

すけども、平成２６年度の利用人数はですね、延べ人数で子どもさんで約１,００

０名と大人の方で７６６名、合計１,７００名の方が利用されておられます。あと、

これにですね、週に１回木曜日に朋遊館と草部総合センターを毎週交互に行って

移動サロンを行っておられます。 

以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今のをですね補足説明させていただきます。一応２６年度のですね利用者数が

ございます。今言いましたように、日ごとにはですね、すみません、センターの

ほうで日記簿をつけております。先ほど岩下係長が言いましたように、子どもが

年間１,０００名、大人が７６６名で総計のですね１,７６６名の方が利用されて

おります。後ほど。 

○委員長（立山広滋君） その後、あれは出とんよ。開いた日で１日何人か。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 一応、当然日計でつけられています。 

○委員長（立山広滋君） 統計は出しとらんとな。 

○住民福祉課長（阿南一也君） いや、１日のでなくて、年間のほうはつけてます。 

○委員長（立山広滋君） １日の平均とかは。 

○住民福祉課長（阿南一也君） １日の平均まで、まだ出ていません。年間だけはつ

けてます。すみません。センターのほうには当然１日のトータルですね、利用は
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日記録、ちょっと何をしたという形でですね、それはセンター長のほうでちゃん

とされておりますので、次回ですねセンター行かれた時に１回見ていただけると

いいかなと思います。すみません。 

○委員（佐伯金也君） 年間１,０００名というのはいかにも多いようなんだけども、

土曜、日曜はおそらく休みなんでしょう。１週間に５日、４週で２０日ですね、

１日に５名ずつした時が１００名の時が１,２００名、１年でね。そしたらその程

度利用ということにしかならないわけですね。大人の方の７００名てこれ、子育

て支援料、子どもたちと保護者の方が来られるということで解釈していいのかな

と思うんですけれども、それにしても、まあ職員がおそらく３名ほどおられたと

思いますが、職員の延べ人数でいっても、あなた、７２０名。２０日稼働した時

に３名ずつでね。それとそう比較した時に変わらんわけなんですが、子どもの数

がね。やっぱりもう少しこの子育て支援事業については、利用率が上がるように

せにゃんのかなと思います。それと、先ほど下のほうでの、午前中も言ったけれ

ども、病中病後の預かり保育でね、今、親がですよ、なかなか病気というか鼻水

が出ると保育園休ませる、咳が出ると保育園休ませる、熱が出ても保育園休ませ

る、そして親が一緒につきっきりというところの家庭が多いわけですね。その都

度、その度に仕事を休まれるんですけれども、親が。なかなか自分の子どもが病

気で、その子を預けるということは皆したがらないとは思うんですが、ただ、

やっぱり経済的にかなり苦しくなってくる、そういうわけですから、そのあたり

をどうか工夫して、病中病後の子育てをできるようなシステム、それと、そうい

う子たちをまた一緒に預かると健康な子の親は嫌がるわけですから、本当に小さ

い子たちの病気というのは伝染性が強いもんですね。はしかにしろ、胃腸炎とか

手足口病とかいろんなもう伝染性の強い病気があります。それがあるもんだから、

やっぱり皆敏感になって入れたくはないと思うんですが、そのあたりは、その病

中病後の保育対応について今後の計画等はあるんでしょうか。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課長、阿南です。よろしいですか。 

佐伯委員が言われますように、一番ですね、病中病後の一時預かりがここ最近

では一番要望があっております。実際、やってるのはですね、私もどこそこ見ま

したけども、やってるところはですね大津町がやってますですね。大津町がやっ

てます。ただ、病後児保育とかですね、それをするためには、当然隔離する部屋

が必要で、職員につきましても看護資格を持っとったりとかですね、いろいろな

要件が必要となります。今もですね、事前申し出をする、そこのセンターではで

すね面積、それこそ一部屋しか使ってませんし、一つ仮眠してた子どもあります

けども、結構もう限られております。５名から７、８名であればですね、もう精



 － 3 3 － 

いっぱいの施設ですので、いずれですね子育て支援センターを設けてですね、そ

れで設備を設けて議員さんたちのですね協力をみながら、子育て支援センターを

つくる際にはですね、当然病中病後児の保育のとかですねそういう形での取り組

みができたらいいなとは思っております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

今、課長からも子育て支援センターについていろいろ報告がありましたが、今

後においてを、そういう施設等つくる場合には協力お願いしますみたいな、今、

発言あったじゃないですか、そういうと、もしも新しいやつをつくれば利用価値

はまだ、利用度は利用する人は多くなるよね。そういうちょっとこう設備した施

設をつくればね。そこら辺はどがん思います。さっき、たけのこの１年間の延べ

人数聞きましたけども、この辺よっかまだ多くなりますよね、当然。どがん。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

先ほどのもですね、今のセンターにおいては開館日数が２２６日で、先ほど言

いましたように子どもが１,０００人、大人が７６６人で１日、先ほど佐伯委員も

言われましたが、４名から５名が精いっぱい。まあ、平均したところですね。た

だ、サロン事業とかする時にはですね、結構７、８名の方が来られたりもします。

ですが、今の施設では先ほどから言いましたように、もう面積的に受け入れる人

数が決まっておりますので、ゆくゆくは子育て支援センターをつくってですね、

うちの場合考えているのは、子どもから中学生、高校生までが学校が終わって来

て、いろいろな形で勉強したりいろんなできるスポーツ等あわせて併設してです

ね、健康センター的なもの。また、現在お年寄りが来られるサロン事業等も含め

て複合的な施設ができたらですね、子どもだけじゃなくていろんな方、そういう

プラス健康管理ですね。それと老人のサロン事業を含めたような形でですね、一

体的なコミュニティセンターというか幅広い福祉センター的なものができたら、

今後、高森町で子どもから老人までですね、子育てしやすい町であって、また健

康的に過ごせる町ができるんじゃないかという形で、そういうコミュニティセン

ターの推進を考えております。 

以上です。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

今の延長ですが、支援センター計画が上げられているんですが、これは野尻、
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草部あたりは、よう出張して交流館草部出張所に行きよるですよね、週１。海外

から来られたお母さんたちの支援かな、その人たちを連れて来る。そういう人た

ちも連れて行くというか、下りてきてもらうような支援の方法も一応盛り込んで

はあるんですかね。そういう計画もしてあるんですかね。一応、確認です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今ですね、週１回サロン事業という形でですね、子育て支援センターのほうで

野尻の朋遊館と草部の総合センターをですね１週間ずつ交代でいて、出前のサロ

ン事業してます。あわせてそちらのほうにですね、外国人の奥さんたちが来て

らっしゃいますので、簡単な識字教育学級とかですね、行っております。そうい

うセンターができましたら、当然ですね、先ほど言いましたように、子どもから

元気なお年寄りさんからですね、全て何かそういう形で送迎バスような形でです

ね全体的にどこ箇所見ていたしまして、マイクロ近くまで来ていただいて、そう

いう形で皆で交流できるそういう形ができるならいいなというのがですね考えて

おりますが、今、まだ自分たちの考えだけですね、今後はやっぱり議員さんたち

とかですね、ほかの委員さんたちの意見を聞きながら、そういう形で計画プラン

をしていったほうがいいんじゃないかと思います。ただ、あくまでそういう部内

検討会を今立ち上げております。昨年度からですね。そういう形では先ほど言い

ました、子育て支援センターと健康センターと福祉的な事業センターをですね、

３本にしたところのコミュニセンターを立ち上げたらいいんじゃないかというの

が、私たち部内検討会での意見の集約となっております。 

以上です。 

○委員（牛嶋津世志君） ありがとうございます。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番、興梠です。 

私、敬老会のあり方についてちょっとお伺いしたいと思います。と言いますの

も、敬老会については駐在さんのお世話でほとんどされているかと思います。町

のほうは敬老祝金を窓口で配ったりそのぐらいで、ほとんど駐在さんがお世話さ

れていると思いますけども、この駐在さんも、もう高齢になられた方が敬老会で

の中におられて、今駐在さんをお世話されてると思います。かなり地区のほうで

も負担になってる方もあると思うとですよ。今後、この敬老会のあり方について

町のほうでは何か検討されていることがあればですね、お願いをしたいと思いま

す。 
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○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今のところですね、その改革、そのどういう形で、今の地域主体を変更して役

場主体でするというあれはありません。やっぱり、基本的に前は大きい単位で集

まっていただいてたんですけども、今はもうそれは公民館単位とかですね、その

地域で高齢の方が多くなっておりますので、身近な公民館でですね、そこの地域

の方々と一緒に祝ってもらうという形でですね、この制度自体は続けてちゅうか

今のを続けていくんじゃないかと思っております。また元に戻して１カ所にどん

てするような形に戻ることは、ちょっと私の今のところでは考えておりません。

はい。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。いいです。 

○委員（佐伯金也君） 思い出しました。すみません。延長保育事業と放課後児童健

全育成事業、一時預かり事業幼稚園型で高森小学校の子どもたちをスクールバス

に乗せて高森中学校の駐車場で降ろして、幼稚園まで歩いて行きよります。子ど

もたちがね。延長保育。一時期、私は梅香苑の事務局長にもお話したことがある

んですが、梅香苑でデイサービスをされてるデイサービスセンターで、主にお年

寄りの方たちが朝から４時までぐらい、あそこのほうでいろいろとレクリエー

ション楽しんだり、健康管理で向うの介護士の皆さん方といろんな交流されたり

されとります。昼食食べたりね。老人福祉施設ちゅうとは段差がなくてバリアフ

リーで、非常に安全な施設です。今、課長が言われたとおり、将来的には子育て

支援センター機能的なものをといわれてるんだけども、本会議で町長が言われた

公共施設の建て替えとか修繕とかのは、主なものの目安、あの金額を見て私たち

は非常に驚いとるし反省もしとるわけですね。兼用ができるところがあるのなら

ば、やっぱり兼用していく手立ても私は必要じゃないかなと思います。その中で、

子育て支援センターと延長保育または一時預かり、そういうのを兼ね備えて老人

福祉施設あたりに、そういう機能も一緒に持たせてもらうと、そのスペースを使

わせてもらうということも、私は一つの選択肢に入るんじゃないかなと思っとり

ます。そすと、あそこには、まあ、あれは補助事業で入っとるやつだけん使われ

ると思うんですけれども、老人送迎用のバスもございます。今後については、や

はり予算の非常に厳しい中、絞られてくる中、今の町長は、国庫補助、県の補助

をたくさん持って来られます。しかしながら、私が最後に言ったように、やっぱ

り補助金が切れたらその後どうなるかということも考えていけば、せっかく玄関

を開いていき始めておるのに、補助金が切れた途端にぱっと消えてしまうような

ことじゃいけませんので、やはり、老人福祉センター、福祉施設そちらとの連携
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というものも、私は考えていかなければならないと思うんですけれども、ここで

返事はできないと思います。しかしながら、延長保育、４時以降ですね。僕は可

能性としてはあると思うんですけども、どがんでしょうかね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

今ですね、佐伯委員が言われますように、今は、放課後児童につきましては高

森幼稚園のほうにですねお願いしております。いや、認定こども園か高森幼稚園

じゃなくてですね。あそまで来ていただいて県の補助金を使っていただいており

ます。今はそこだけですね。そういう形で、ほかの施設でもその経費ができるの

であれば、お願いしたいと思いますけども、あくまで相手がいらっしゃることで

すから、お年寄りの方と子どもたちが、向うのほうで対応ができれば別ですけど

も、ゆくゆくはですね、先ほど申し上げましたように、もう子どもからお年寄り

までが来て、皆でわいわいですね、そういう楽しむために、先ほどからありより

ますところのコミュニティセンターを考えていただき、今言われておりますとこ

ろの地方創生という形で新しい仕事が生まれてですね、していくなら一番いいん

じゃないかと。今、一番タイミング的にはですね、地方創生につなげて、そうい

われますところの補助金とか活用しながらそういう形で整備できるのが一番いい

んじゃないかと思っています。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） １０番、佐伯です。 

まあ、今後についてはですね、もう非常に箱ものが新たに建てるということは、

（「せんがええ」と呼ぶ者あり）よっぽど管理費のこと考えていかんと怖いと思

います。確かにこれをしてるから必要だと言われればそれまでなんだけれども、

実際、老人福祉施設だって団塊の世代の方たちがどんどん、どんどんもうね。も

う六十七、八超してる方たちが増えてきてる。その間はまだ空洞なんですよ。そ

うした時に老人福祉施設だって将来的には、あと２０年しないうちに入所者がお

そらく少なくなってくると、だんだんこういった下降してくるということもある

と思うんですよ。そうなった時に、やっぱり先ほど言ったように、小っちゃい子

どもからお年寄りまでということであるのならば、現在ある老人福祉施設、全部

個人なんですけれども、そちらあたりと連携を考えて、なるべく新たな施設につ

いては、もうどうでも必要なら仕方ない、しかしながら、やはりその事業の方法

を変えればそれができるということであるならば、信用組合だってもともとはあ

そこは金融機関の施設だったのを、使い方を変えれば子育て支援事業で使えたわ

けですから、当然、老人福祉センターなんちゅうのは特に安全な場所ですから、

使い方を考えたり工夫をすれば、私は子どもたちも預かることができるし、全年
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齢の人たちが行っても私は問題はないと思います。ですから、やっぱりそのあた

りの連携というものを、私は考えていくべきじゃないかなと思いますから、その

あたりは老人福祉施設とのいろんな会議があった際にですね、その辺の考え方、

やっぱり意識を変えさせるということも作業的にやってもらいたいと思うんです

けども、課長さん。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

貴重な意見ありがとうございました。当然ですね、今からいろんな形で計画と

かつくっていく段階においては、当然そういう施設もですね、老人福祉施設も

入っていただきながら計画をですね、やっていきたいと思いますので、お願いし

ます。 

○委員（佐伯金也君） よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに。 

○委員（興梠壽一君） 社協とあわせて防災組織の立ち上げをされていると思います。

まだ、努力されてかなりの駐在区でできていくかと思いますけども、この予算書

見ますと、町からのその防災組織に対しての何か予算というのは全然組まれてな

い。社協は、年間３万円と何かですね出てるかと思います。組織立ち上げた中で

会費を取れというような規約が組織の中にございます。その会費を取るとですね、

組織の中に入りたくないと、高齢者の中では年金生活の方もおられるので、なか

なか負担するのも困難という方がおられるとですね、会費を徴収するのもちょっ

とためらってる組織等もございますので、町としても、できれば少しでも組織に

対して、自主防災ですのでなかなか難しいとは思いますけども、何か手立てはな

いものかなと思っておるとこですが。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

自主防災組織の担当はですね、基本的に総務課なんですよ。はい。うちのほう

もですね、社協のほうにですね、一地区、補助金で先ほど言われましたように、

３万円ですかね、３万円の何地区分かという形で活動をやってます。うちのほう

から直接制度する事業はありませんが、総務課のほうではですね、自主防災訓練

をした時の実費的経費ですね、米代とかガス代とか１回借り上げれることはその

ままやってるみたいですね。福祉のほうから直接する制度はなくて、一応うちの

ほうはそれ含めて社協に補助金とした形でやってます。 

○福祉係長（岩下雅広君） はい、福祉係、岩下です。すみません。 

私ですね、自主防災組織の立ち上げの会議に、何度か各地区出席させていただ

いたんですけど、仕事は私がどういった立場でそこに参加したかといいますと、

福祉の観点からですね、自助共助の動きをですね地区に伝えるためにあそこに
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行ったわけでですね、自主防災組織というのはあくまでも、総務課の二子石君も

一緒に行ってたと思うんですけども、ですから、自主防災組織の立ち上げについ

ては総務課のほうで、私と渡辺君のほうでは福祉の観点からですね自助共助の動

きを地区で盛りあげていってくださいというために説明しに行ったような経緯が

あります。はい。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、いいです。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか、はい。ではこれで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４２号、平成２７年度高森町一般

会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で住民福祉課に関する付託案件については、終了いたしました。 

住民福祉課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．社会福祉と健康に関する事項、２．健康保

険税に関する事項、３．保育園に関する事項、４．学校教育及び社会教育の振興

に関する事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会は閉会します。 
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お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時４０分 
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平成２７年第２回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２７年６月１９日 

 

開会 午前１０時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

まず、建設課関連の議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

建設課の土木関係の予算につきましては、町長の初日の提案説明でもございま

したように、国のハード事業関係の予算が配分が厳しい状況で、昨年に比べます

と４割程度という説明があったかと思いますが、建設課のほうですね、新設改良

土木維持費の予算につきましては大幅に減額した状態となっております。その中

で、概算説明資料の一覧表を維持と改良費の一覧表を付けておりましたが、昨年

度からの継続事業がほとんどでございます。新規につきましては下町・昭和２号

線だけの採択となっておりまして、ほかはもう昨年度からの継続ということで、

防災・減災などの防災安全交付金を活用した事業の内容となっております。 

詳細につきましては、各係のほうから説明をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

○土木係（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

それでは、１０ページをお開きください。 

国庫支出金の目７土木費国庫補助金、１、土木社会資本整備総合交付金９,９１

２万５,０００円を計上しております。この内訳としまして、中原線の改良工事、

それから路面性状調査、それから西原・前原線の防災道路、それから牧戸線の改

良工事、片山・下村線の改良工事、村山・高尾野路線の改良工事、下町・昭和２

号線の改良工事、それから橋梁近接目視の改良工事、以上の工事に対する用地交

渉並びに工事に対する補助金でございます。 
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以上です。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係、野尻でございます。 

資料の１０ページをお願いいたします。同じページです。 

住宅係といたしましては、第１４款、第２項、第７目、第２節になります。住

宅社会資本整備総合交付金といたしまして４４６万円を計上いたしております。

これは、下町Ａ団地景観向上事業ということで、景観向上を図るといったもので、

外壁の塗装等を予定をいたしております。 

以上です。 

○土木係（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

同じく、３節狭あい道路整備等促進事業費補助金１,１２５万円を計上しており

ます。これは円福寺・坊ヶ平線、昨年度からの継続で行っております。工事及び

用地並びに登記代等の補助対象でございます、１,１２５万円。一応、円福寺・

坊ヶ平線としては、２７年度で縦道の部分については完了する予定でございます。 

以上でございます。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。 

２６ページをお開きください。 

土木費の目、道路維持費、まず需用費２００万円、修繕料を計上しております。

当初予算で３００万円を計上いたしまして、さらに補正で２００万円を計上いた

しております。 

それから、１３節委託料２,０００万円を計上しております。これは橋梁の近接

目視点検、２８橋、１,６００万円。これは国のほうで定められまして、５年間で

管内の橋梁の目視点検を完了させるということで、年次計画で平成３０年度まで

に全１１２橋を目視点検を完了させる予定でございます。 

それから、路面性状調査業務委託、これは舗装する前段の基礎データとしまし

て、道路の路面の状況、構造あたりを調査する業務でございます。４００万円を

計上しております。 

それから、１５の工事請負費８３０万円を計上しております。これは町道の維

持工事といたしまして、西原・前原線の側溝整備、それから宮園・仲江線同じく

側溝整備、大楢木・社倉線の側溝整備、それから県境線の県界線の側溝整備、全

部側溝整備でございます。以下、側溝でございます。 

それから、１８節の備品購入費１５０万円を計上しております。これは昨年度

から導入いたしておりますトラクターのドッキングの前に付ける除雪用のグレー

ダーでございます。昨年度は尾下、河原、野尻、津留、それから中に導入いたし

ました。今年は矢津田、それから草部南部に導入する予定で貸し付けを行います。 
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それから、続きまして２目目、道路新設改良費について御説明申し上げます。

１４の使用料、それから１６の原材料５０万円につきましては、これは関連して

おりますので先に御説明申し上げますけれども、改良工事の付帯工事の補助対象

にならない分についての付帯工事に対する委託に対する賃金と機械借上げと材料

費でございます。 

それから、役務費１,２５０万円を計上しております。これは改良工事の用地交

渉に伴う登記代でございます。これは補助対象は円福寺・坊ヶ平線だけでありま

して、他の路線につきましては登記代は補助対象とはなっておりません。 

それから、１３の委託料３５０万円、これは先ほど歳入で申し上げました下

町・昭和２号線の改良工事の設計業務委託でございます。 

それから、工事請負費、これは先ほど歳入で申し上げました。概要の中に改良

工事の国庫補助を活用した新設道路の内訳表が入っておりますので、詳しい内容

につきましては割愛してよございますでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それから、公有財産購入費４,８８０万円、これは改良工事に伴う用地購入費で

ございます。路線名は西原・前原線、片山・下山線、村山・高尾野線、円福寺・

坊ヶ平線でございます。 

続きまして、１９の負担金補助及び交付金７００万円を計上しております。こ

れは単県道路の負担金６４５万円と、これは単県道路の負担金でございます。単

県道路は、県道の津留・柳線、それから竹田・五ヶ瀬線、それと国道２６５号線、

この３つの路線の負担金でございます。負担率が事業費の１５％でございます。 

それから、公共的施設整備事業負担金５５万円を計上しております。これは下

町ですかね、馬原豆腐屋さんの下に橋梁が架かってますけれども、中山川に。あ

そこの防護柵、ガードレールが腐食して錆びついておりますので、これを塗り替

える負担金でございます。それから、これが５万円を予定しております。それか

ら、残りの５０万円は、昭和の浄心葬祭の西側に水が集まるということで、この

排水ですね。排水の、地域から要望があっておりますので、里道の排水の整備で

す。 

次に、補償補てん及び賠償金１,７２０万円を計上しております。これも改良工

事に伴う補償でございます。立木補償、それから移転補償でございます。立木補

償が西原・前原線、それから片山・下山線、村山・高尾野線です。移転補償が円

福寺・坊ヶ平線、それと村山・高尾野線、これは移転補償というのは、ハウスと

倉庫の移転でございます。 

次に、２７ページになります。 

土木費の目、河川維持費、賃金１８０万円を計上しております。この内訳とし
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まして、賃金、中山川雑木伐採作業の賃金９６万円を計上しております。これは

以前から横町地区からの要望書、中山川の雑木伐採の要望が出ておりまして、地

域住民の方が雑木がかなり大きくなって、大雨時に流木等が引っかかり、水が地

域に流れ出して被災の恐れがあるということで、伐採の要望があっておりました、

その賃金９６万円。それから、色見川の護岸改修作業の賃金８４万円を計上して

おります。これは色見の熊野座神社の下に祠があるんですけれども、色見川に

沿ってですね。これが年々洗堀されまして、恐らくこのままいくと大雨時には祠

も被災してしまうんじゃないかという状況ですので、これも地元のほうからどう

にかしてほしいというような要望が上がっておりましたので、今回８４万円を計

上しています。 

それから、次に役務費ですが、５０万円を計上しております。これは中山川の

雑木の産廃手数料でございます。 

次に、１４の使用料及び賃借料、これは１５０万円を計上しております。中山

川と色見川護岸改修、これの機械借上げ分でございます。 

土木のほうは、以上でございます。 

○住宅係長（野尻典男君） 住宅係の野尻です。 

資料の２７ページをお願いいたします。 

先ほどの歳入と関連いたしまして、第７款、第４項、第２目の住宅建設費の中

におきまして、第１３節委託料といたしまして、下町Ａ団地外壁塗装工事設計の

委託料で７０万円。１５節本体工事ですね、そちらのほうで景観向上事業、３棟

ということで８９２万円を計上させていただいています。 

いずれの事業も平成２０年度より景観向上事業として木造住宅の外壁塗装工事

を年次計画で実施しておりまして、外壁も老化等によりまして、町内の景観や観

光面に支障をきたしているということで、計画的に景観工事を図る上からも本事

業を取り入れております。今年度は、下町Ａ団地、８棟１６戸のうちの３棟６戸

を計画予定いたしております。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

予算に関連してということでお尋ねですけれども、今年度も改良工事等が計画

に上がっております。今からの測量なり設計なり、それからの発注かと思います

けれども、まず計画されるときに用地ですね、これがほとんど了解を得られてい

るのかどうかお尋ねを。要望があった時点で、もう地元の了解を得られているか

どうかをお尋ねしたいと思います。 
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○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

道路改良関係の事業を進めるにあたっては、地域の協力なり、地権者あたりの

同意なり、承諾といいますか、契約書は交わしておりませんけれども、要望書も

頂いておりますし、承諾は得ているということで事業は進めさせていただいてい

るが現状です。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

ただ、用地の測量の時から話がなかったとかいうお話も聞いておりますので、

今後はやっぱり地元の要望の時に、しっかりと地元の説明をされて、後の工事で

何と言いますか、繰越等が起こらないようなことで気を付けてやっていただきた

いと思います。後で用地がでけんだったから繰り越しをしますとか、そういうこ

とではなくて、やっぱり年度内で予算を消化していただきたい。特に補助事業な

んていうのは繰り越すと、後のほかの事業にも影響してきますので、十分注意し

ていただきたいと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今説明がありましたが、ちょっと私は違和感を感じたことがあります。それが

何かというと、円福寺・坊ヶ平線の道路に名目が変わっておりますが、実質、こ

の円福寺・坊ヶ平線というのは、私どもが個人的に認めちゃおらんというような

話に一応なっとるばってん、大々的にここに円福寺坊ヶ平線と今回出とるわけで

す。そのへんはどういうふうになっていますか。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

この今、狭あい歪道路で今事業を進めさせていただいております円福寺・坊ヶ

平線でございますけど、これは現在の町道円福寺・坊ヶ平線で、そこの狭あい部

分を拡幅しているのが工事の内容です。昨年から、起点側から工事を始めさせて

いただいて、今、高森ストークからの進入したところのちょっと狭い道がありま

すが、あそこの三叉路のところまで今工事が終わっております。あくまでも町道

円福寺・坊ヶ平線の狭あい工事でございます。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） 何で私がこの質問をしたかというと、これはもう皆さんも御

存知のように一応議会でも百条委員会を起ち上げまして、いろんな問題が出てお

ります。その中でちょっと私も今質問をしたわけでございますが、出来る道に対

して私は反対ではございませんけど、そういう言い方については、やはり私ども

は今回、百条委員会まで起ち上げた以上は、委員としても円福寺・坊ヶ平線でい
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いのかなというふうに疑問に思うようなところがありますので、今ちょっと質問

をしたわけでございます。 

○土木係（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

今現在、この２７年度に予算を計上した係におきましては、現在の円福寺・

坊ヶ平線の管内でございます。ですので、円福寺・坊ヶ平線というような町道改

良工事ということで名前を付けさせてもらっております。 

以上でございます。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

最終的に今、下からちょっと出来ている道路があって、あれに今年中につない

でしまうわけですか。 

○土木係（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

あくまでも天神・新市街との交差点までが円福寺・坊ヶ平線の起点であります。

先ほど課長が申し上げましたけれども、あれは終点側になるんですけれども、起

点はあくまでも、天神・新市街、篠田商店の間から入ったところが起点でござい

ます。ですから、あれから下については町道ではないというふうな認識でおりま

すので、あくまでもそこまでが起点として考えております。 

以上でございます。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） ５番、芹口ですけれども、道路維持費の中で、フロントグ

レーダー、これは昨年に引き続いて今年も導入するということですけども、昨年

導入したフロントグレーダー、これは前をしていく部分ですけれども、その効果

については実際にフロントグレーダーを貸し付けている農家の方から、どういっ

た評価とか効果とか話を聞いておられるかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ますけれども。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

一昨年の大雪、２月の何十年振りの大雪で、地域、特に山東部では大変な被害

といいますか、大変な目に遭われたわけですが、その対策の町の対応策の一つと

して、昨年度、皆さんから議会でも認めていただいて導入を図っているわけです

が、残念ながらといいますか、昨年は雪が全然降りませんでしたので、効果が見

れなかったのが現状です。ほとんど去年は使っていないと思います。今年、導入

にあたって、今年の冬、雪が降れば、またそのあたりの意見も出てくるかとは思

いますが、計画的に導入するということにしておりましたので、草部まであたり

りは、本年は導入して様子を見たいというふうには考えております。 
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以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

これは委託先とかいうのは、これはもう決まっているわけですか。これは今か

らということになるんですか。これを使用した場合、今度は委託先にトラクター

の借上げとか、燃料とか、人件費とか、賃金とか、そういったものについてはど

ういうふうに考えておりますか。利用した場合。 

○土木係（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

このフロントグレーダーにつきましては、昨年度は農協にお願いして、農協か

らメーカーに発注しまして。というのも、これはフロントグレーダーは、トラク

ターのドッキングに合せて作るものでございます。ですから、ドッキングが合う

そのトラクター、ドッキングが同じメーカーだったら合うそうです。ドッキング

が合わないとアタッチメントが全然合わないということですので、一応駐在員さ

んにお願いをいたしまして、一つトラクターを選んでいただく、そしてそのトラ

クターに合うグレーダーを農協からその農家に来ていただいて、調査をして、そ

してメーカーに発注して、そして作って貸し出す。その機械借上げ等につきまし

ては、除雪サポーターの要綱に基づいて支払うということになっております。 

以上でございます。 

○委員（芹口誓彰君） 今の話を聞けば、一応トラクターを指定をして、それに合う

アタッチメントなり、あるいはそれから作って、それに合わせるということだろ

うと思いますけれども、今度はその人がトラクターを売った場合については、ま

た作り直すということになるわけ。これは非常にどのトラクターにも合うような

アタッチメントの作成方法というのはでけんわけですか。 

○土木係（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

私もそれは最初に、メーカー名といいますか、農協にお尋ねしました。という

のは、やっぱりこれはドッキングのメーカーが一緒だったら合うそうなんですけ

れども、ドッキングのメーカーが違うと合わないということですので、駐在員さ

んには長年使うようなトラクターを選んで、新しく、そういうものを選んでいた

だいて、そういうのを推薦していただくというふうにお願いはしております。 

○委員（森田 勝君） ちょっと今のによかですか。森田です。 

今、機種的にそれは恐らくドッキングはいろんな機種がありますので合わない

と思いますが、例えばその機械に合うた人のところに保管をされるていうことで

すか。そこをちょっとお聞きします。 

○土木係（荒牧 久君） 土木、荒牧です。 

保管につきましては、駐在員さんに依頼をして、貸出をしております、保管も
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含めてですね。今、聞きますところ、フロントグレーダーのメーカーは３つある

そうです。ですから、その３つの中で機種が３つあるそうですので、それに合う

ようなグレーダーということになるそうでございます。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 次に、議案第４４号、平成２７年度高森町簡易水道事業特

別会計補正予算についてを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

初日の提案説明でも申し上げましたように、今回の特別会計補正予算につきま

しては、６月１日付けで行われました人事異動に伴う給与関係の予算と、あとは

当初は骨格予算ということでございましたので、工事請負費、委託料あたりを計

上させていただいております。中身につきましては、担当係のほうから御説明い

たします。 

○水道係（今村親助君） 水道係、今村です。 

予算書、簡易水道特別会計補正予算書の７ページをお願いいたします。 

まず最初に、歳入につきまして説明させていただきます。 

第７款地方債としまして、施設事業費債で過疎対策事業費債としまして１,４０

０万円、簡易水道事業債としまして１,４００万円を今回補正計上しております。

これは後で歳出でも説明いたしますが、村山地区の水道の本管布設替工事及び冬

野地区の配水池の更新工事に伴う事業費債になります。 

以上です。 
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続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。 

８ページをお願いいたします。 

第１款水道費、一般管理費といたしまして、節の２、３、４の給料、職員手当

など、共済費につきましては、職員の６月１日付けの人事異動に伴う、それぞれ

減額となっております。節の１３委託料としましては、これは村山地区の水道本

管布設替工事の設計委託料になっております。２００万円計上しております。１

５節工事請負費としましては、村山地区の水道本管布設替工事につきましては、

現在、村山地区のこの前議会で説明がありましたとおり、祖母神社の下から、ら

くだ山に向かう、工事概要としましては４００メートルになります、の間が現在

民地の家の下を通ったりしておりますので、その本管の漏水とかの発見が難しい

状況にありますので、今回布設替えを計上いたしております。これは１,０００万

円計上いたしております。 

冬野の配水池ですね、これはＦＲＰといいまして、お風呂とかに使うビニール

で作った樹脂ですね。強化プラスチックの配水タンクがもう４０年以上経過して

おりまして、老朽化が進んでおりまして、ボルトの部分から漏水がちょっと出て

おりますので、これをステンレスのタンクに更新いたしまして、新規で安心と安

全な水を提供をするように１,６００万円計上いたしております。 

予備費といたしましては、人事異動に伴う分といたしまして２３４万８,０００

円計上いたしております。 

今回の補正予算としましては、以上計上しております。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今説明がありましたが、ちょっと高森冬野の配水池の更新工事のことについて

お伺いします。これは私たちの地域でございまして、有難く思うわけでございま

すが、先ほどから説明がありましたように、４０年ほど経っております。地域の

中で一応水神さん祭りなども起ち上げて、年に１回タンク内を掃除したりして

使っておりますが、特にステンレスに変わるというようなことで、私たち町民は

たいへん喜んでおります。その中において、工事が何月頃からになるのかちょっ

とはっきり分かりましたならば、お願いします。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

工事がいつ頃からかということでございますが、この議会予算を採択していた

だきましたならば、ここに関しましては設計が終わっておりますので、ある意味

早めの発注はできるかとは思いますけれども、今から議会議決後に打ち合わせて、

速やかになるべく住民の生活のための水の問題でございますので、早めに発注し
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たいと思いますが、今、何月というのはちょっと申し上げられませんけど、なる

べく早く発注したいと思います。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今、何で私がこの質問をしたかというと、知っとんなはるごて、これは先ほど

から言うように、町民も御存知のようにたいへん心待ちにしとったわけでござい

ますので、できるだけ早めに町民の方にお知らせして、取り換えの時にはスムー

ズにいくような対策をとってもらうといいんじゃないかと思います。本日の決裁

が通らんとはっきり言われませんけど、そちらの方面もよろしくお願いしておき

たいと思います。 

以上でございます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

先ほどから、建設課のほうも毎年水神まつりに行って、午前中に地域の方が毎

年、掃除、清掃、管理をされてきたおかげで、逆に言うなら、これだけよくもっ

たなというふうに担当課としても感謝しているところでございます。水道組合長

さんあたり、役員さんたちもおられますので、地域あたりは工事前、発注時期と

かいろいろ詳しいことが分かりましたら、速やかに連絡して、また地域の御協力

もいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかに発言はありませんか。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

先ほど工事請負費の中で村山地区水道本管布設替工事、昔、いっぱい道を通っ

とるところがありましたが、まだここのほかに民地を通っているような布設替え

せにゃいかんようなところはありますか。 

○水道係（今村親助君） 水道係、今村です。 

まだ、村山地区にも畑の中を通ったりしているところは今現在もございます。

そのほかにも畑を通ったり、やっぱり家の下を通ったりしているところが現在も

まだある状況にあります。これにつきましてもまた計画をして、布設替えをして

いかないといけない状況にはあります。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

やっぱり昔は近いところ、道路の下を通るとお金がかかったりするもんですか

ら、結構そういうところがあるかと思いますが、もうかなり老朽化しておると思

います。計画を立てられて、やっぱり限られた予算ですので、対処していただき

たいというふうに思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに発言はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４４号、平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。 

建設課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、農林政策課関連の議案第４２号、平成２７年度

高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。よろしくお願いします。 

○農林政策課長（後藤健一君） おはようございます。農林政策課長の後藤です。 

平成２７年度高森町一般会計補正予算（第２号）につきまして、それぞれ担当

係長より、この順番に従いまして御説明を申し上げます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

高森町一般会計補正予算につきまして、農林振興係より御説明させていただき

ます。 

予算書９ページをお開きいただきます。 

歳入より御説明いたします。１２款分担金及び負担金、１項分担金、５目農林

水産業費分担金です。１、団体営基盤整備促進事業分担金５５万円です。こちら

は歳出項目でも御説明しますが、団体営農業農村整備事業で内山地区のため池を

改修いたします。それに関しまして、地区受益者より５％分担金を徴収して事業

にあたるものです。次の歳出でも詳しく説明します。 

続きまして、１０ページです。 

１４款国庫支出金、２項国庫補助金のうち、５目農林水産業費国庫補助金です。

１節鳥獣害対策事業補助金１,５００万円、こちらは総務省事業を活用しまして、

情報通信技術利活用事業補助金１,５００万円歳入を見込んでおります。こちらも
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歳出項目で詳しく説明いたします。今回、歳入項目での説明を割愛させていただ

きます。 

次のページ、１１ページをお開き願います。 

１５款県支出金、２項県補助金のうち、５目農林水産業費県補助金、１節農業

振興費補助金です。担い手育成支援事業補助金、減額９万４,０００円です。県の

補助金決定の減額によります歳入を減額しております。 

続きまして、２節数量調節円滑化推進事業補助金、減額５,０００円です。新需

給システム推進事業補助金、こちらも熊本県の交付決定によります減額となって

おります。 

続きまして、４節林業振興費補助金２,４９１万５,０００円です。緑の産業再

生プロジェクト促進事業補助金となっております。こちらも歳出項目で詳しく御

説明いたします。 

続きまして、１２ページ、６節中山間地域等直接事業推進費県補助金３８万４,

０００円です。 

続きまして、７節畜産振興事業費補助金６６万８,０００円、１３節中山間地域

等直接支払事業費補助金３,８４０万円、１６節団体営農業農村整備事業補助金５

１１万５,０００円、２７節単県農業農村整備事業補助金１３９万５,０００円、

こちらは１２ページに記載してあります分もすべて補助対象事業に対します歳入

となっておりますので、歳出項目で詳しく御説明をさせていただきます。 

歳入に関しましては以上です。 

歳入、もう一つございまして、１３ページ、２０款諸収入、４項雑入、２節雑

入のうち、全国担い手サミット高森町認定農業者の会負担金、減額７万円となっ

ております。こちらも歳出項目と関連しますので、そちらのほうで御説明させて

いただきます。 

続きまして、歳出につきまして御説明いたします。 

２２ページをお開きいただきます。 

２２ページの中段からです。５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費

につきまして御説明いたします。 

９節の旅費です。研修旅費１５万円。こちらは先ほど歳入に出てきましたが、

全国担い手サミットという研修がございまして、そちらに女性農業者の会が出席

されます。今年は１１月に宮崎県で開催されますので、そちらに研修されます４

名分を計上しております。こちらは熊本県の担い手緊急支援事業の事業費の一部

となっております。 

続きまして、委託費、委託料４９７万８,０００円です。中山間地域等直接支払
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制度図面作成業務委託となっております。こちらは中山間地域等直接支払制度で

すが、この制度は平成２７年度より農業の有する多面的機能の発揮に関する法律

に基づく制度として、第４期対策が開始されます。第４期対策、平成３１年度ま

での本年度から５ヶ年となっております。本制度の開始に伴いまして、本町にお

きましては昨年度、第３期まで急傾斜地の田ですね、水田要件地にのみ補助金の

対象としておりましたが、第４期対策より水田の急傾斜地要件に加えまして、農

振農用地域内の緩い傾斜、緩傾斜地といいます。緩い傾斜と書きまして、緩傾斜

要件水田、畑、草地において事業を実施し、中山間地域における生産性の不利補

正に寄与することとしております。本業務委託費におきまして、土地改良事業団

体連合会が所有します農地農村画像処理。これは何かといいますと、農地に高低、

標高ですね、図面に標高が付いております。中山間地域直接支払制度は、ある一

定の面積要件がございますので、そちらの画像処理により傾斜地要件基準に該当

する実施可能な農用地の把握、実施集落協定締結に向けた資料、いわゆる図面で

す。作成業務を実施するものです。４９７万８,０００円の事業費を見込んでおり

ます。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金です。中山間地域等直接支払交付金

補助金５,１２０万円となっております。中山間地域、現在第３期対策まで、水田

地をですね、１５３町実施しておりました。先ほどの説明でも申しましたが、今

回の対策より急傾斜地に加え、緩傾斜、畑、採草放牧地、取り組みができるとこ

ろではすべて実施を計画しております。その内訳としまして、田・急傾斜地１万

５,４００アール、田・緩傾斜地４,２００アール、畑・緩傾斜地３万アール、採

草放牧地、急傾斜地です、５万アール、こちらを見込んでおります。財源の内訳

としまして、先ほど歳入にも計上しております。財源内訳は国費が５０％、県費

が２５％です。残りの２５％を町の一般財源で負担することとなっております。

中山間の負担金につきましては、町が実質２５％負担しますが、特別交付税、普

通交付税の算定になり分かれてきますので、町の実質負担は６％程度、一般財源

の持ち出しは６％程度を見込んでおります。中山間地域等直接支払交付金補助金

５,１２０万円を計上しております。 

続きまして、３節畜産事業費です。１５節工事請負費、前原牧野内テキサス

ゲート設置工事１０１万８,０００円。１６原材料費、家畜侵入防止資材４３万円

となっております。こちらは九州北部豪雨によりまして、前原牧野の上部のほう

に設置してありますテキサスゲートが被災しておりまして、かつ地盤工事が大分

施行されまして、その往来によりましてテキサスゲートがもう変形したりしてい

まして、その機能を果たしておりません。ですから、牧野外に牛の脱走の件が続
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いておりましたので、昨年より引き続きまして、熊本県の需給飼料増産総合対策

推進事業というものを活用しまして、テキサスゲートの設置をし直すものであり

ます。こちらは財源の内訳としまして、工事請負費、原材料費、こちらも消費税

をのかしました２分の１を県費で財源を繰り入れて実施するものであります。 

続きまして、２３ページをお開きいただきます。 

１９節負担金補助及び交付金となっております。肉用牛保留奨励補助金１００

万円、牧野火入れ補助金１７６万円、畜産経営緊急対策事業補助金３００万円と

なっております。私のほうから肉用牛保留奨励補助金と牧野火入れ補助金につい

て説明いたします。 

肉用牛保留奨励補助金につきましては、生産登録が終わりました自家保留牛に

対しまして１頭当たり１万円、合計１００頭分を予算計上しております。 

続きまして、牧野火入れ補助金です。牧野火入れ補助金につきましては、平成

２６年の実績より算定しております。平成２６年度の実績としまして、火入れ実

施団体が１０地区、火入れ面積２８５.５ヘクタール、防火帯設置４地区、こちら

に対する補助金となっております。 

畜産経営緊急対策事業補助金につきましては、後藤課長のほうから説明をいた

します。よろしくお願いします。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策、後藤です。 

畜産経営緊急対策補助金につきまして、御説明を申し上げます。 

当初の、議会の初日でも御説明をいたしましたけれども、あの折に説明したと

おりでございます。近年の子牛価格の高騰によって、あとそれに飼料価格等の上

昇による肥育農家はその純利益が減り、大変厳しい状況にあります。特に飼育頭

数の減少は経営計画が立てられず、現在死活問題となっております。肥育農家の

育成は、素牛の生産する繁殖農家の育成にもつながるものであり、高森町の畜産

業の発展のためにも緊急に施策を講じる必要があるため、事業を開始することと

いたしました。 

事業の内容としましては、町内の肥育農家が南阿蘇畜産農業協同組合の市場に

おいて、高森町内の繁殖農家が生産した素牛を購入した際に、落札入をして補助

を行うものでございます。落札価格が４０万円から４９万９,０００円の牛に対し

４万円、５０万円以上の場合は５万円の補助金ということで交付することで予算

計上いたしております。予算的には５万円の６０頭分ということで３００万円を

計上させていただいております。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 
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続きまして、８目農地費、１３節委託料につきまして御説明いたします。１５

節工事請負費につきましても関連項目ですので併せて説明いたします。 

予算額、委託料１３３万円、工事請負費９６７万円、内山ため池遮水シート改

修工事測量設計業務委託及び改修工事に充てる費用としております。 

今、お手元に配っております現状の写真を御覧いただきたいと思います。こち

らが田植え前の３月に清掃される前に撮られた写真で、今満水時からその状態に

なっております。ですので、もう満水を保てない状況で、漏水がとても激しく団

体営農業農村整備事業によりまして改修を計画しております。こちらは財源の内

訳としまして、国庫補助金が５５％、熊本県の単独補助で１５％、合計７０％の

補助対象事業で工事を実施いたします。そのうち残り３０％のうち５％を内山水

利組合より負担金をいただきまして、工事の実施をするものであります。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

第１０目の農業活性化施設について御説明をいたします。 

１４節の使用料及び賃借料、トラクター更新リース料１５０万円です。これは

初日でも御説明いたしましたとおり、現在ありますトラクターを下取りし、それ

から新たに７５０万円のリース契約を結んで、年間１５０万円のリース料を支払

うものでございます。 

続きまして、負担金補助及び交付金、これは大型特殊免許取得負担金というこ

とでございますが、今回の人事異動によりまして大型免許の取得が必要となられ

た職員に対して、それに対する負担金を支払うものでございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

８節農地費、１９節負担金及び交付金の説明が漏れましたので、説明を加えさ

せていただきます。 

１９節負担金補助及び交付金です。農道等整備事業補助金２５０万円です。こ

ちらは高森町公共的施設整備事業によりまして、農林道の整備を行うものです。

農道が４ヶ所、用排水路１ヶ所、合計５ヶ所、１ヶ所につきまして５０万円、２

５０万円を計上しております。 

前後しまして申し訳ございませんでした。 

続きまして、５款農林水産業費、２項林業費、１節林業振興費につきまして御

説明いたします。 

１６原材料費、林道舗装材料代８８万５,０００円です。こちらは林道化粧田線

です。原材料代としまして、地区受益者の方に原材料支給でコンクリート舗装を

実施していただきます。延長１５０メートル、幅員３.２メートル、掛けまして４

８０平米のコンクリート舗装を計画しております。 
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続きまして、１９負担金補助及び交付金です。緑の産業再生プロジェクト促進

事業２,４９１万５,０００円となっております。こちらは阿蘇森林組合が事業実

施主体となりまして、高性能林業機械を導入する事業でありまして、交付金及び

県補助金を受け入れ、阿蘇森林組合の補助金として交付する事業となっておりま

す。事業費の内訳としまして、今計画されております高性能機械が、フォアが、

いわゆる運搬車が１台、プロセッサー、林内走行台車が１台、グラップル付バッ

クフォー、つかむ機能が付いたバックフォーの導入をされまして、造林体制の強

化を図られるところです。事業費の内訳としましては、交付金が機械本体価格の

消費税を抜きました２分の１、県からさらにその事業費の１０分の１が交付金と

して追加されます。残りの事業費につきましては、すべて森林組合が負担されま

すので、町の一般財源からの持ち出しは発生いたしません。 

続きまして、２目鳥獣被害対策費につきまして御説明いたします。 

１１節需用費、消耗品費２８万１,０００円です。こちらは熊本県有害鳥獣捕獲

実施要領に基づきます有害捕獲許可範囲内において設置する罠に装着します標識

代です。こちらを予算を計上しております。 

続きまして、委託料、広域鳥獣クラウド・プロジェクト推進事業業務委託料１,

５００万円です。この広域鳥獣クラウド・プロジェクト推進事業につきまして御

説明いたします。本事業は総務省の平成２６年度補正予算、ＩＣＴまち・ひと・

しごと創生推進事業を活用して、鳥獣害対策を実施するものです。併せてお手元

の資料も御参照ください。 

本町におきます鳥獣被害は深刻な状況が続いていることは御承知のことと思い

ます。平成２０年に鳥獣特別措置法が施行されまして、国におきましても毎年１

００億円規模の予算の対策が投じられている中、本町におきましても各種獣害対

策の事業を推進しているところであります。中でも平成２５年度より、町有害鳥

獣緊急捕獲計画というものを作成しまして、個体数の積極的な調整によります獣

害対策を実施しておりますが、抜本的な被害の減少には至っておらないところが

現状でございます。獣害被害は農業者の営農意欲減退の最たるものとなってきて

おります。近い将来には、やはり耕作放棄地化の進行ですとか、ニホンシカの増

加ですとか、そういったところが懸念されております。 

そこで、これまでに講じてきました個体数の調整を推進しながら、近代のＩＣ

Ｔ産業界の劇的な競争力を獣害被害対策に取り入れて、費用対効果のですね、劇

的な効果を目指す施策を実行することとしまして、今回総務省の事業に事業提案

しましたところ、平成２７年４月８日に町長と一緒に総務省におきまして事業プ

レゼンテーションを実施しました。そこでこの事業が認められまして、４月３０
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日に総務省より事業採択の決定をいただいたところです。 

これまで事業経過を御説明しましたが、これより事業概要について御説明いた

したいと思います。 

本事業は、長野県塩尻市というところがございます。こちらがＩＣＴまちづく

り推進事業のモデル事業というところで、ＩＣＴを用いた獣害対策におきまして、

成果事例を出している自治体でございます。そういった事例の全国展開というと

ころで総務省がこの事業を広げているところで、本町が事業採択を受けておりま

す。どういったことをしますかといいますと、ＩＣＴ箱罠を導入しまして、今ま

で猟師さんたちが見回りをされておったところの箱罠に定点カメラですとか、そ

ういったのを設置しまして、手元で今、スマートフォンですとかタブレット端末

とか、そういったもので確認できます。総務省で何が認められたかといいますと、

この高森が今から初めてやることなんですけど、今までは見張りのカメラとかど

こでもやっていたんですけど、手元で捕獲、選別するときに捕獲をします。どう

いうことかといいますと、やはり効果的な捕獲、こちらをやるためにはやはり雌

のイノシシを捕まえるというところで、手元で判断して罠が落とせる、そういっ

た仕組みになっております。なおかつ、追い払い機を設置したりですとか、獣道、

イノシシが通るところに定点カメラを付けて、生息域を確認して効果的に罠を付

けますとか、そういった事業を計画しております。なおかつ、広域の鳥獣クラウ

ドというところで、猟師さんたちが設置される罠の把握ですとか、どの辺にいつ

獲れたとか、そういったのをデータ化して、効果的な設置に役立てるというとこ

ろです。やはり私たちと猟師さんたちがやることに対しまして、やはり専門的な

知識もいりますので、広域クラウド・プロジェクトというところで、やはり産・

官・学が連携しまして、プロジェクト体制を組んで効果的に、なおかつ先進事業

を取り入れて事業を実施するというところが今回の事業であります。実施地区と

しましては、色見地区と上色見地区を計画しております。まず色見地区・上色見

地区は、私たちのこちらの役場から近いところでまず効果を出して、また広めて

いけたらというところで、色見地区と上色見地区で今回は事業を実施したいと考

えております。 

委託料としまして１,５００万円計上しておりますが、システム開発費に１,３

４２万４２０円です。先ほど少し申しましたが、専門知識を入れるために現地サ

ポート業務としまして１９５万７,５８０円、こちらを現地サポート業務といたし

まして専門知識ですとか、罠の設置の正しいやり方ですとか、当然罠設置だけで

は獣が減りませんので、色見地区におきます農家がされます自衛ですね、自己防

衛の推進ですとか、そういったところに専門知識をいただくというところで、合
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計しまして１,５００万円、今回、予算計上しております。 

以上で説明を終わります。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

ただいま歳入歳出の説明が終わりました。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

先ほどから説明があっております。私はこの畜産関係の緊急対策事業で３００

万というのは、特に今回いい提案が出されたと思っております。特に現在、子牛

の値段が４０万円、５０万円となって、高い値段で取り引きされております、生

産者ものほうはですね。しかし、肥育農家は御存知のように４０万円も５０万円

も、どうしても手取りが少ないような感じという話を聞いております。今回こう

いう提案がされましたので、私としましては本当に喜んでいるわけでございます。

この提案はなるべくなら長期ということはちょっとできませんけど、ある程度の

期間までは、できますなら続けてもらいたいと思っております。 

それから、牧野の火入れの件でございますが、先ほどから１０地区２８５.５ヘ

クタール実施されているところでございますが、最低ライン原野はどのぐらいの

面積があるか聞きたいと思います。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 私は５月まで農林政策課で課長補佐をしておりまし

た安藤でございます。本日は特別に委員会のほうで説明をさせていただけたらと

思いまして、出席を許可いただきましてありがとうございます。 

座りまして説明をさせていただきたいと思います。 

今、森田委員さんのほうからお話がございました畜産経営緊急対策補助金につ

きまして、皆様のお手元に資料をお配りさせていただいておりますけれども、こ

れに沿って説明をさせていただきたいと思います。 

まず１枚目の資料でございますが、この資料は赤毛の雌、去勢、その赤毛の平

均、黒の雌、去勢、その平均ということで、平成２４年度から平成２６年度まで

の南阿蘇畜協の家畜市場での平均単価を表にしたものでございます。 

まず、見方としましては、赤毛の雌のほうで御説明申し上げますけれども、２

４年の４月の市場で３０万５,９２０円が平均単価でございます。それをずっと下

がっていただきますと、一番下、年間平均、これは２０年度年間平均で３４万３

００円ということでございます。同じように見ていただきまして、下の数値です

けれども、３カ年平均、これは２４、２５、２６の平均の２６年度の平均から２

４年度を単純に引いた単価の上がった分で１２万７４０円です。それから３カ年、
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月ということで書いておりますけども、これは２６年の２月市場、今年の２月で

すね。２７年２月に行われました市場単価が４８万１,９１２円でございます。こ

れから２４年の４月の市場の３０万５,９２４円を引きますと、１７万５,９８９

円価格が上がったということで、約１.５倍ということでございます。 

それと参考資料の一番下に、今年４月２５日に市場があっております。この時

の平均単価が５０万６９５円ということで、２月から４月の差としまして１万８,

７８２円単価が上がったというような実情がございます。赤の、一番後ろのほう

の褐毛和種の平均ということで、去勢と雌の平均で３カ年月で１８万８,５３７円。

それから４月の上昇分を足しますと、２１万４,５３２円上昇しております。黒も

同等の見方をしていただきますと、平均で３カ年の平均ですと２０万８,６５８円、

４月の市場でまた３万３,８１３円上昇しておりますので、２４万２,４７１円が

ここ３カ年ぐらいで上昇した単価というふうに見ていただきたいと思います。 

１枚めくっていただきますと、高森町の町内で肥育経営をされておる農家が７

件ございます。南阿蘇畜協のセンターのほうも一応参考に書いておりますけれど

も７件で、一番下に黄色のマーカーをしておりますが、２６年度の市場で１５８

頭購入をされております。うち高森町内の牛を買われた頭数が４９頭ということ

でこの資料を付けさせていただいております。 

それから３枚目ですけれども、これは南阿蘇畜協が長年生協と契約をしており

まして、その価格を交渉するときの資料として出されたものでございます。３枚

目が２６年度の上期決算ということで、中ほどにマーカーをしておりますが、売

上としまして８７万円。失礼しました。経費が、子牛の代金、それに飼料代等を

足しまして、屠殺するまでに８７万１０２円の経費が入っております。しかしな

がら販売価格としまして７８万５,２９３円ということで、８万４,８０９円の赤

字という資料でございます、これが上期。 

次が下期でございます。これは去勢と雌だけを書いてございますけれども、大

体下期になりますと１１万８,７９４円、これは去勢ですね。雌で１１万８,７１

８円が赤字であったというような資料でございます。 

私ども、皆さん御存知のように、繁殖農家は高値がずっと推移しておりますの

で、経営的には今までにないような高額の収入を得られておりますけれども、そ

の反面、買うほうの肥育農家のほうは今まで説明しましたとおり、２０万円以上

の単価が上昇しております。今回はどうしても繁殖農家からすればいいですけど、

やはり肥育農家をなくしてはいけないと。経営を少しでも安定するようにという

ことで今回こういう補助金を御提案いたしております。４０万円から４９万９,０

００円については４万円、ですので４０万円の牛を買えば４万円の補助ですから、
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１割程度の補助ということになります。それから５０万円以上につきましては５

万円ということで、こちらも１割増せば７万円補助ということですけれども、肥

育農家の方からすれば、５万円補助があるということであれば、今まで欲しいな

と思っても手に入らなかった分を、競ることによりまして今から１年半後にはそ

の牛が出荷されてまいります。そのときの経営を考えますと、１頭でも２頭でも

今買いたいというのが肥育農家からの心情でございますので、何とかこの補助を

利用しまして経営を安定すると、今現在が畜舎も大分空いているような状況でご

ざいますので、是非ともこの補助金を活用して経営を安定していただければとい

うふうに思っております。そういうことで、今回こういう御提案をいたしました

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから、資料をまた２枚付けておりますけれども、アグリセンターのほうの

トラクターについて、重ねて御説明をさせていただきたいと思います。 

アグリセンターのトラクターにつきましては、実は当初骨格予算でしたので省

いておりましたけれども、当初はトラクターのタイヤを、今１３年目ですので、

トラクターのタイヤを換えたいというふうに考えておりまして、予算を一応出し

ておりました。トラクタータイヤが４本で１００万円をちょっと超えるような価

格でございます。１００万円を超えるというので、骨格予算でしたので、ここ何

カ月あったわけですけれども、その間にトラクターのやはり、うちのトラクター

は作業が４連プラウ、プラウ作業でして、また４連ですので、牽引力がどうして

もなからんといかんということで、長年無理をしてきております。無理して引か

せている部分もありまして、何カ所かエンジンのほうの油が滲んできている部分

もあります。それから、私の経験としまして、以前はうちにはクローラートラク

ターがございました。こちらの地下休閑耕プラウという特殊なプラウを引かせて

おりました関係で、これもクローラーの軸が左右２回ずつ修理をいたしました。

なおかつクローラーのタイヤ、ゴムが損傷しまして、こちらも修理しまして、今

まで３００万円以上修理がかかっております。うちのトラクターも、いつもがプ

ラグを引かせますので、エンジンもめいいっぱい吹かせるような感じで作業をし

ております。ロールベーラーとかロータリーであれば、それほどエンジンを無理

せんでもいいんですけれども、プラグになりますと無理しますので、どうしても

これはエンジンと、まずはそういった足回り、こちらに負担がかかってきおりま

すので、エンジンの部分の油の漏れといいますか、染みというかそういうのも出

てきておりますので、一応メーカーのほうに見積りを取りました。それが見積が

２枚一番下に付いておりますが、今うちに入っているトラクターはニューホーラ

ンドでございます。こちらのほうの見積額が７５６万円、それからジョンディア
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トラクターにつきましては９３２万円というような見積が出てきております。そ

れで、一応ニューホーのほうで財政のほうにもお願いしたところ、条件としまし

て、予算にも今年は１５０万円出ております。それから債務負担行為で６００万

円、これは４年間のリースということで出しておりますが、リース期間の当然利

子等も含んで全部で７５０万円、４８カ月ですね。そういう条件で交渉をしまし

たところ、メーカーとしてはそれで何とか頑張ってみますということで２社出て

きました。ニューホーもジョンディアのほうも出てまいりまして、今回お願いす

るわけでございますが、４年間の、まず単純にいいますと利息だけでも１００万

円以上かかりまして、本体価格は恐らく６００万円ぐらいに下げんと、この価格

ではできないんですけれども、何とか今回替えさせていただければまたしばらく

といいますか、今が１２年経っておりますが、またそれ以上の期間につきまして

は修理等も出てこないんじゃないかということで、今が一番替えるタイミングと

しては、私のほうでは一番いいのではないかという判断をいたしましたので、今

回こういうことで予算をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしく御検討を

お願いしたいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

先ほど牧野の野焼きの件ですけど、以前一般質問がございまして、私はその当

時、資料を作成した記憶がございます。ただ、現在ちょっと手元にありませんの

で、お許しいただければ資料を取ってきて、また説明ということでよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

［「分かりました」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんでしょうか。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

この広域鳥獣クラウド・プロジェクト推進事業、これは金額等じゃなくて、こ

の概要から見ますと、この鳥獣の追い払い機、これは罠に入れるための追い払い

機じゃなくて、農作物被害を低減するための圃場から追い払うという意味でしょ

うか。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係、村上です。 

おっしゃるとおり、捕獲と追い払いを同時にということです。 

○委員（岩下健治君） 捕獲も含むということですか。 

○農林振興係長（村上純一君） 捕獲もします。追い払い機とこの面が、箱罠の監視

と追い払いと監視です。この３点セットです。 

○委員（岩下健治君） 岩下です。 

追い払いは、高森、今回実施されますので結果はいずれ出ると思いますけれど
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も、他の地区に行くんじゃないかというちょっと心配をしたもんですから。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係、村上です。 

おっしゃるとおり、ほかに行くということになると思います。そこの水田被害

を軽減するというところでは効果が出ているのかと思っています。この構想で農

家の方が自衛されて、追い払って、エサが無くなれば箱罠に入る、そういった３

段立てで考えております。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

なかなか今の箱罠というのも、入らないというのが、上津留あたりも作ってあ

りますよね。実状のようですし、そこに追い払ってその罠に追い込むんだという

のであれば、ちょっと話も分かったんですけど、追い払いが他地区にいけばやっ

ぱりこれは高森だけじゃなくて、やっぱり県下全域で取り組むとか、それがねら

いでしょうけれども、各自治体がとしてありますので。効果的に迷惑してくると

ころもあるのかなというふうに考えましたので質問をしました。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係の村上です。 

おっしゃるとおり、どこに行きよるとかとなったら、やはりよその地区に行っ

とると思うんですけど、やはり補助対象事業で全域をカバーできませんので、ま

ずは色見地区の被害を軽減したい。どこでまた被害が増えたとか、そういったと

ころも併せて、そういったのも含めて、地域サポートということで、またそう

いったところのアドバイスをいただきながらやっていきたいと思います。 

○委員（岩下健治君） ２番、岩下です。 

最後ですけど、罠の猟師さん等もおられるばってん、高森だけに限らず、やっ

ぱり近隣の町村との連携も含めて、そのへんも実証されるのであれば情報等も得

られるようにしていただきたいというふうに思います。これもう被害を放置して

はいかんことも分かっているわけですが、いかにしてどういうふうにして捕まえ

て被害を減らすかということですので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

今資料を見させていただいています。この資料の２ページ、２６年度の高森の

南阿蘇家畜市場の資料の導入明細、これは２６年の４月から２７年の２月という

ことで１年間の８団体の農家の分が書いてありますが、この中で年間の導入明細

が産肉検定センター合せて１５８頭ですね。それから高森産が４９頭ということ

になっておりますね。それで産肉検定センターを引いても１５８から９４を引き

まして６４頭、それから高森産の４９頭から２７頭を引きますと２２頭になりま

すけれども、今の説明が５０万円以上についても５万円の補助ということになり
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ますが、これは２２頭について５万円の補助だと１００万円程度で終わるし、４

９頭について５万円の補助ということだと、また２５０万円程度にということに

なりますが、３００万円計上してありますし、これから産肉検定センターにも補

助を出すのか、それとも自家生産についても補助を出すのか、そういったことに

ついてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

芹口委員さんの御質問にお答えいたします。 

この表が産肉センターが入っておりますけれども、これは畜協の配分だけで

あって、この計のところは、これは畜協が入っておりません。これはちょっと私

どもも畜協からもらった資料をそのまま使いましたのであれですけれども、高森

が主に飼われておるところは７件のうち３件なんですが、津留さん、杉田さん、

荒牧さん、この３件で導入が７件ですね、失礼しました。導入は１５８頭、７件

でですね。黒をやられているところが何頭か入って１５８頭です。そのうち高森

の分が４９頭ということで、このセンターの分はこれは別ですので、ちょっとこ

の表がよくありませんでしたが、あくまでもセンターを抜いた農家が導入したの

が１５８で、うち高森産が４９です。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

この４９について補助すると。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） はい。これが実績が４９でしたので、こういう制度

ができれば６０頭分ということで。 

○委員（芹口誓彰君） 自家産については補助をしないと。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） はい。自家産については補助は考えておりません。 

○委員（芹口誓彰君） 考えていないということですね。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） はい。 

○委員（芹口誓彰君） 分かりました。 

それからもう１点、いいですか。トラクターの件ですが、トラクターは４連プ

ラグを引かせるからトラクターの消耗が激しい、故障の原因ということの説明が

ありました。トラクターがどうしてもこういったことで４連プラグを引くという

ことで故障が多いとすれば、４連プラグを引かせんような、４連プラグじゃない

２連プラグなら２連プラグとかいうことの対応というのはできないですか。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

委員さんがおっしゃられた２連とかいうことも考えられんことはございません

が、４連自体は、今度はプラグを切ったりとかも出てきますし、エンジンが、今

作業効率の面で２連、４連とは全然違いますし、今４連で引かせますと、１町、
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反当が１０分から１５分ぐらいで終わっていきよっとですね。今までそういうこ

とでオペレーターにもさせとりましたので、私としてはプラグを切って２連とか

いうことはちょっと考えておりません。 

○委員（芹口誓彰君） これは料金を取るのは時間で取るのではなくて、１反当たり

いくらで取るわけでしょう。作業効率が悪くても、２日間かかっても、２時間か

かっても、４時間かかっても、トラクターを無理させんほうがいいんじゃないか

というような考えもあるわけですが。 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

確かに委員さんがおっしゃるようなことも考えられますけれども、この見積書

をちょっと見ていただいて、これについてちょっとまた補足といいますか、説明

を加えさせていただきたいんですけれども、ニューホーのトラクターが１,３６５

万円が定価でございます。下取りを見ていただきますと２６０万円。私が考えた

のは、このトラクターが一番最初が１,０００万円ぐらいで導入しております。こ

れは定価ですね。補助が５００万円ほどございまして、うちのトラクターは５０

０万円と。１２年ぐらい使っておりまして、今、下取りとして２６０万円の評価

をもらっておりますので、年間が消耗といいますか、２０万円程度で落ちており

ますし、うちのほうが交換するということで、値引額につきましても会社のほう

でかなり引いていただいて７５０万円ということで、消費税、元の定価にします

と１,４００万円を超すような価格になります。それから、値引額はうちが払うの

を引きますと大体半額ぐらいになりますので、できましたらば修繕等が出てくる

と大型機械ですので、金額も高いような修繕になってまいりますので、修繕から

修繕をして、結局はまた買い替えるというときになりますと、通常うちが払うも

の、これ以上の、今のような値段ではできないということも考えまして、今が一

番、できましたら替えさせていただけたら。それから５回払いでございますので、

利息等もつきますが、リース契約で最後には残価は残さないというようなことで

契約を話もして、それでできるというような返事ももらっておりますので、でき

ましたらこれの条件で交換をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口ですが、交換する分については何も言いませんけれども、

新しいトラクターを導入しても、そういったことで無理させればまた故障すると

いうのは当然のことですので、やはりトラクターが長持ちをして、いかに投資も

経費を少なくして、効率的にやる。やっぱりそういうことも十分考えて、課長、

していただきたいというふうに思いますので。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 
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ただいま委員さん御指摘のとおりだと思いますが、アグリセンター自体が堆肥

の供給とともに、そういう機械の効率化といいますか、農家に対する機械の経費

を抑えるというところに寄与する面もあります。アグリに対してそういう作業委

託があるということは、そういう需用があるということで、それに対応するため

に今回計上させていただいておりますけれども、今おっしゃったとおり、機械の

耐年数がある程度延ぶように、メンテナンスをしっかりするとか、あるいは機械

にあまり無理させないような計画を立てるとか、そういうふうな面で考慮してま

いりたいと思いますので、御意見ありがとうございます。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今の件にちょっと、私も農業をしよったから、補足をさせていただきます。 

この件は、今、トラクターの無理があったとかいうような話がございますが、

各個々の農家の土地条件によって、例えば色見地区、それから草部北部、南部と、

土地の状況が違いますので、その中で先ほどから言われていますように、プラウ

耕をする時にですね、例えば色見辺に行くと、御存知のように砂地でございます

ので簡単に起きるわけです。そうすると、草部など北部なんかに行くと、その中

に赤土とか堅い盤があるわけです。そういうところに行くときに、どうしても無

理をしたりすることもあると思いますので、そこはプラウを使う方が自分の判断

の仕方でやはり速度を遅めるとか、速めたりしながらやっていくと、私はいいん

じゃないかと思いますので、その点はまたよろしく、機械を扱われる人にそうい

う話をされたらいいんじゃないかと思っております。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○財産管理課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

ちょっと補足させていただきたいんですけれども、実は先ほども申しましたが、

クローラートラクターが、これは私はそこまで考える必要はないのかもしれませ

んけれども、故障したとき、故障したときといいますか、私が２５年からまた直

営に替えました。行ってからがすぐに軸がやっぱり弁が飛んで故障をしたんです

が、その時も１回５０万円ぐらいかかったんですけれども、あと一つ、その後、

休閑耕の委託がありましたけれども、その点がですね、私どもはオペレーターに

また乗ってくれとは言えなかったんですよね。やっぱり自分が責任でしたんじゃ

ないとはいうものの、やはりずっとしよって何回も故障しとるんで、オペレー

ターのほうもちょっと神経質になりまして、乗りたくないというようなこともあ

りまして、その後、今のトラクターで休閑耕もやっておりますが、そういうこと
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がありまして、クローラーのほうは森田委員さんが前の建設経済委員会のほうで

御存知のとおり、御質問もいただきましたが、なかなか乗せられなかったと。こ

れがまた今のトラクターにしても、もうちょっとして故障が出たときのことを考

えまして、また故障したら、やっぱり金額が大きいもんで、オペレーターもなか

なかこれは誰でも作業ができないような機械ですので、なるべくオペレーターの

負担を、私としては軽減してやりたいなという気持ちも中にはありまして、今回、

無理なお願いとは思いましたものを、予算の計上をお願いしたところでございま

すので、その点もよろしく考慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） ほかにはありませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、先ほど森田委員のほうから質問があっておりま

した火入れの資料が届いておりますので報告をお願いしたいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

昨年が、一般質問において御説明をしたと思いますが、改めて説明いたします。 

本町の牧野は、総数が２０カ所、面積にして８５０ヘクタールでございます。

町有地で入会権をもつ牧野が８カ所、私有地または共有による牧野が１２カ所ご

ざいます。そのうち１６カ所、面積にして５７７ヘクタール、約６８％は現在も

野焼きや放牧が行われております。先ほど係長が説明したとおり、そのうちの野

焼きの面積が先ほど申し上げたとおりでございます。 

残り４カ所の２７３ヘクタール、約３２％については、野焼きも放牧も行われ

ていないというのが現状でございます。 

以上、簡単に説明いたします。 

○委員長（後藤三治君） ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４２号、平成２７年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 以上で農林政策課に関連する付託案件については終了いた

しました。 

農林政策課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、建設課・農林政策課関連の現地確認を行いたい

と思います。時間については午後１時からしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 現地確認お疲れ様でした。日程第３、所管事務の閉会中の

継続調査について審議したいと思います。 

閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関する事項、２．土木行

政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３

項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。以上で本日の日程は全部終了しましたので、これで、建設経済常任委員会

を閉会いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時２５分 

 

 

 


